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目 的 ・ 責 務   

まちづくりの基本的な考え方(市民等、開発等事業者、市の責務等) 

まちづくり条例の目的 

都市計画の決定等やまちづくりにおける手続と住民参加の仕組み 

武蔵野市まちづくり条例では、持続可能な都市を目指して、計画的にまちづくりを進め、開発区域周辺の

居住環境に配慮するとともに、良好なまち並みを保全、形成していくために、大規模土地取引、大規模開発

事業、一般開発事業及び特定事業について必要な手続を定めています。 

その他、開発事業以外の建築物（特定事業を含む）の確認申請を行う場合の事前調整手続を定めています。 

開発等事業者の責務（第 5 条） 

開発等事業者は、開発等事業が周辺の環境に与える影響に配慮するとともに、良好な環境が確保されるよ

う必要な措置を講じ、紛争の予防及び解決に努めなければなりません。また、市が実施するまちづくりに関

する施策に協力しなければなりません。 

市が実施するまちづくりに関する施策 

大規模土地取引行為 

開発事業（大規模開発事業・一般開発事業） 

特定事業 

建築計画に関する事前調整 

口全市的な施策 

長期計画                           ⇒企画調整課 

都市計画マスタープラン                    ⇒まちづくり推進課 

バリアフリー基本構想                     ⇒まちづくり推進課 

産業振興計画                         ⇒産業振興課 

地域防災計画                         ⇒防災課 

下水道総合計画                        ⇒下水道課 

緑の基本計画                         ⇒緑のまち推進課 

環境基本計画                         ⇒環境政策課 

交通安全計画、自転車等総合計画                ⇒交通企画課 

地域公共交通網形成計画                    ⇒交通企画課 

住宅マスタープラン                      ⇒住宅対策課 

口地域性の高い施策 

地区計画                           ⇒まちづくり推進課 

区画道路                           ⇒まちづくり推進課・交通企画課 

吉祥寺グランドデザイン                    ⇒まちづくり推進課 

・吉祥寺まちづくり事務所 

三鷹駅北口街づくりビジョン                  ⇒まちづくり推進課 

開発等事業における調整の仕組みと基準 
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大規模土地取引行為（第 29 条） 

開発等事業の適用範囲 

大規模土地取引行為の適用範囲 

大規模土地取引行為を行おうとする者（売主）は、

その契約を締結しようとする日の 3 月前までに市長

に届出なければなりません。 

また、土地の権利を受けた者（買主）は、契約を

締結した日から 2 週間以内に届け出なければなりま

せん。 

大規模土地取引行為 

（第 29 条） 

3,000 ㎡以上の一団の土地に関する権利（所有権、借地権等）の移転又は設定

の契約（予約を含む。） 

※別途、公有地拡大法、国土法等法令に基づく届出も必要です。 

→手続きは P16 手続きフローのＡからはじめてください。 

※土地権利取得後、住民等（住民又は土地所有者等）は、市に対して、大規模土地取引行為に係る土地利用

について、意見書（まちづくり計画に関連するものに限る）を提出することができます。 

→土地権利取得後の手続きは P21 をご覧ください。 

開発事業（第 33 条・第 40 条） 

良好なまち並みを保全、形成するため、一定の規模の開発事業について、近隣関係住民等への説明や住民

等が意見を述べる機会が設けられています。特に周辺環境に影響を及ぼす大規模な開発事業については、早

期の構想段階からの手続が必要となります。 

大規模開発事業の適用範囲 

大規模開発事業 

（第 33 条） 

①面積 3,000 ㎡以上の区域における開発行為、建築、自動車駐車場（車路及び管理

室部分を含む。）の設置又は墓地の設置 

②延べ面積 3000 ㎡を超えかつ高さ 15m を超える建築物の建築 

③集客施設の部分の床面積の合計（自動車駐車場等の部分を除く。）が 1,000 ㎡以上

となる建築物の建築 

④集客施設の部分の床面積の合計（自動車駐車場等の部分を除く。）が 1,000 ㎡以上

となる用途の変更 

⑤既存建築物の増築であって、増築する部分が②、③の規模となるもの 

⑥既存の自動車駐車場の増築又は増設であって、その部分が①に規定する自動車駐車

場となるもの 

 ※本条例の「建築」は、建築物の新築又は改築をいい、増築は含みません。 

※建築基準法第 85 条第６項に規定する仮設建築物等は適用外です。 

→手続きは P16 手続きフローのＢからはじめてください。 

→基準は P8～15 をご覧ください。 

売主から市へ 

大規模土地取引行為
の届出 

買主から市へ 

大規模土地権利取得
の届出 

2 週間以内 
3 月 

契約の締結 
（予約含む） 
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 まちづくり条例の適用範囲   

同一の敷地であった土地等において 2 以上の事業を行う場合の特例（第 71 条） 

元々同一の敷地であった隣接する土地等で、２以上の事業を同時に又は引き続いて行う場合に、これらの

事業を 1 の事業とみなす場合があります。また、隣接地においては、事業完了後 3 年以内に新たに事業を行

う場合でも、1 の事業とみなす場合があります。 

一般開発事業の適用範囲 

一般開発事業 

（第 40 条） 

(1)面積 3,000 ㎡未満の区域における開発行為 

(2)面積 500 ㎡以上 3,OOO ㎡未満の区域における自動車駐車場（車路及び管理室部

分を含む。）の建築若しくは設置 

(3)面積 3,000 ㎡未満の区域における中高層建築物（高さ 10m を超える建築物（一

低層、二低層の場合は軒高 7m 超え又は 3 階以上の建築物））の建築 

(4)面積 3,OOO ㎡未満の区域における特定集合住宅等（15 戸以上の共同住宅若しく

は長屋又は 15 室以上の老人ホーム等若しくは寄宿舎）の建築 

(5)面積 3,000 ㎡未満の区域における集客施設の部分の床面積の合計（自動車駐車場

等の部分を除く。）が 500 ㎡以上 1,000 ㎡未満となる建築物の建築 

(6)面積 300 ㎡以上 3,000 ㎡未満の区域における墓地の設置 

(7)集客施設の部分の床面積の合計（自動車駐車場等の部分を除く。）が 500 ㎡以上

1,000 ㎡未満となる用途の変更 

(8)既存の自動車駐車場の増築又は増設であって、その部分が(2)に規定する自動車駐

車場となるもの 

(9)既存の建築物の増築であって、その部分が(3)～(5)に規定（区域面積要件を除く）

する建築物となるもの 

※本条例の「建築」は、建築物の新築又は改築をいい、増築は含みません。 

※建築基準法第 85 条第６項に規定する仮設建築物等は適用外です. 

→手続きは P18 手続きフローのＣからはじめてください。 

→基準は P8～15 をご覧ください。 

お問い合わせはまちづくり推進課まで 

特定事業（第２条第１項第8号） 

良好な景観まちづくりを進めていくため、工作物等の特定事業について景観協議の手続きが必要となります。 

特定事業の適用範囲 

特定事業 

（第 2 条第１項 

第 8 号） 

 建築基準法施行令第 138 条第 1 項各号に掲げる工作物（同項第 1 号又は第 4 号

に掲げる工作物にあっては、その高さが 10ｍを超えるものに限る。） 

 建築基準法施行令第 138 条第 2 項各号又は第４項各号に掲げる工作物でその高さ

が 10ｍを超えるもの 

 地区まちづくり計画を基に、当該地区の区域内における良好な景観の保全若しくは

形成に対する配慮が必要な行為として武蔵野市長が指定するもの 

→手続きは P28～29 をご覧ください。 

事前調整（第 28 条） 

開発事業に該当しない建築物の建築や、工作物を築造（特定事業を含む）する際にも建築確認が必要な場

合は、申請を行う前に市とまちづくりに関する事前調整が必要です。 

→武蔵野市建築計画の事前調整に関する要綱 

お問い合わせは建築指導課まで 
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新築・用途変更・開発行為 協議基準対象確認チャート 

開発事業に係る協議基準対象表   

Ａ 都市計画法第 29 条の開発行為の許可権者は東京都になるため、市では回答できません。東京都に直接ご

相談していただくようお願いいたします。相談窓口は東京都多摩建築指導事務所開発指導第二課（042－364

－2386） 

Ｑ 開発行為に該当するか？ 

Ｑ 集客施設とは何か？ 

Ａ 飲食店、小売店舗、銀行の店舗、その他の不特定かつ多数の者が利用する用途に供する建築物※です。 

※については、P59 記載のまちづくり条例施行規則第３条の２の 3 及び別表第１をご確認ください。 

Ｑ 別途、中高層建築物の紛争予防の手続きもやらなくてはいけないの？ 

Ａ 中高層建築物になると、まちづくり条例の手続が必要になります。まちづくり条例に則った手続を進めて

いただくと、紛争予防の機能も基本的には包括されるようになります。（標識、説明会等） 

Ｑ 特定集合住宅等とは何か？ 

Ａ 15 戸以上の共同住宅若しくは長屋又は 15 室以上の老人ホーム等若しくは寄宿舎です。老人ホーム等に

あたるかどうかは、P13 のコラムをご確認ください。 

 

よくある質問 

 

よくある質問 

Ｑ 中高層建築物とは何か？ 

Ａ 高さ 10ｍを超える建築物（一低層、二低層の場合は軒高 7ｍ超え又は 3 階以上の建築物）です。 

※住戸（室）数が 14 以下で「特定集合住宅等」に該当しない場合であっても、他の要件により開発事業に該

当し、かつ共同住宅、長屋、老人ホーム等又は寄宿舎の用途に供する部分を含むときは「特定集合住宅等の基

準」も合わせて適用されます。 

 

ここから 
確認スタート！ 

一般開発事業

数　協議項目番号→Ｐ○の表へ

凡例

対象外

大規模開発事業

数
字 

7 

3000㎡以上

開発区域の
大きさは？

用途変更

住　宅 特定集合住宅等 ⑪

自動車駐車場の設置

特定集合住宅等住　宅

集客施設 床面積1000㎡未満

その他

建築物の建築

3000㎡未満

⑥

延べ面積3000㎡以下又は高さ15ｍ以下

中高層建築物 延べ面積3000㎡超かつ高さ15ｍ超

自動車駐車場の設置

開発行為

用途変更

墓地の設置

集客施設

③

①

④

中高層建築物 延べ面積3000㎡ 超かつ高さ15ｍ超

住　宅 特定集合住宅等

床面積500㎡未満

床面積1000㎡以上集客施設ではない

床面積500～1000㎡

 建築物の建築 集客施設中高層建築物ではない

集客施設

延べ面積3000㎡以下又は高さ15ｍ以下 住　宅 特定集合住宅等

⑩※

⑨

⑩

⑩

②

⑬

床面積500㎡未満

床面積500㎡以上

特定集合住宅等ではない

特定集合住宅等

⑨

②※

⑫

特定集合住宅等ではない

⑥

区域面積300㎡以上

床面積1000㎡以上

④

集客施設 床面積500㎡未満

住　宅 特定集合住宅等

集客施設ではない 床面積500～1000㎡

集客施設 床面積500㎡未満

墓地の設置 区域面積300㎡未満 床面積1000㎡以上

500㎡未満

500㎡以上

開発行為

③

⑦

中高層建築物ではない

集客施設

⑥⑥

⑥

⑤

⑤

※

⑧

⑤※

その他 ⑩

その他 ⑩ 特定集合住宅等ではない ⑩※

②

⑤

その他 ⑤

住　宅

集客施設

⑤

特定集合住宅等ではない ⑤※⑥

その他

その他

⑪

床面積500～1000㎡

床面積1000㎡以上

特定集合住宅等ではない

特定集合住宅等ではない
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬
面
積
３
０

０
０
㎡
以
上
の
土
地

に
お
け
る
開
発
行
為

面
積
３
０

０
０
㎡
以
上
の
土
地

に
お
け
る
建
築

面
積
５
０

０
㎡
以
上
の
土
地
に

お
け
る
自
動
車
駐
車

場
の
設
置

面
積
3
0

0
㎡
以
上
の
墓
地
の

設
置

延
べ
面
積

３
０
０
０
㎡
超
か
つ

高
さ
１
５
ｍ
超
の
建

築
物

又
は
中
高

層
建
築
物
の
建
築

集
客
施
設

で
そ
の
部
分
の
床
面

積
5
０
０
㎡
以
上
の

建
築
物
の

建
築
又
は
用
途
変
更

面
積
３
０

０
０
㎡
未
満
の
土
地

に
お
け
る
開
発
行
為

特
定
集
合

住
宅
等
の
建
築

Ａ 道路 ○ ○ Ａ
Ｂ 公園等 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ

Ｃ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｃ

Ｄ ○ ○ ○ ○ Ｄ

Ｅ 消防施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｅ

Ｆ ○ ○ ○ ○ Ｆ

Ｇ 緑化 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｇ
Ｈ 水道施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｈ
Ｉ 下水道施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｉ
Ｊ 雨水流出抑制施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｊ
Ｋ 自転車駐車場 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｋ
Ｌ 防災の措置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｌ
Ｍ ごみ集積所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｍ
Ｎ 環境配慮の措置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｎ
Ｏ 公害防止の措置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｏ
Ｐ 周辺環境保護の措置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｐ
Ｑ 福祉環境の整備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｑ
Ｒ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｒ
Ｓ 犯罪の予防及び安全への配慮 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｓ
Ｔ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｔ

Ｕ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｕ

Ｖ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｖ

Ｗ 旅館業の施設整備の措置 ○ ○ ○ ○ ○ Ｗ
Ｘ ○ Ｘ
Ｙ 周辺環境保護の措置（墓地） ○ Ｙ
Ｚ 統一的な街並みの維持 ○ Ｚ
AA 公園等の基準 ○ ＡＡ

AB 敷地面積の最低限度 ○ ○ AB

自動車駐車場（墓地）

歩道状空地
（住宅の場合は戸数54以下に限る）

　
　
　
①
～

⑧
の
要
件
が
重
複

す
る
場
合

建物用途の適正化（共同住宅、長屋、老人

ホーム等、寄宿舎を含む場合のみ）

景観配慮

公共用地等
（住宅で戸数が55以上の場合のみ）

公益的施設
（大規模開発事業の場合のみ）

居住水準（共同住宅、長屋を含む場合のみ）

管理（共同住宅、長屋、老人ホーム等、寄宿舎を含

む場合のみ）

 

 

 

    
増築・増設 協議基準対象確認チャート 

増
築
・
増
設
す
る
事
業
の
目
的
は
？

⑤

③

⑤

区域500～

3000㎡ ③

集客施設

延べ面積

3000㎡以下

又は

高さ15ｍ以下

区域500㎡未満 床面積500～1000㎡

床面積1000㎡以上

床面積500㎡未満

特定集合住宅等ではない中高層建築物 住　宅

特定集合住宅等集客施設

延べ面積

3000㎡超

かつ

高さ15ｍ超

特定集合住宅等ではない

住　宅 特定集合住宅等

特定集合住宅等

⑤

⑪

⑤

⑪

建築物
中高層建築物

ではない

⑤

⑧

⑥

⑥

区域3000㎡以上

自動車
駐車場

住　宅

墓　地

集客施設

床面積1000㎡未満

床面積1000㎡以上

特定集合住宅等ではない

その他 ⑤

その他 ⑤

その他

開発事業に係る協議基準対象表   

B：一戸建ての住宅の建築、その他既存の大きさを超えない増築、500 ㎡以上の自動車駐車場の建築等は除く 

Ｃ・Ｅ・Ｋ・Ｍ・Ｑ：一戸建ての住宅の建築、その他既存の大きさを超えない増築を除く 

D：既存の大きさを超えない増築を除く 

P：一時駐車スペースについては、開発行為、一戸建ての住宅の建築、その他既存の大きさを超えない増築、 

500 ㎡以上の自動車駐車場の建築等を除く 

W：旅館業法の用途に供する部分の建築等を含むとき 

協議事項一覧表 

詳細は次項 

一般開発事業

数　協議項目番号→Ｐ○の表へ

凡例

対象外

大規模開発事業

数
字 

7 

 
ここから 
確認スタート！ 
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A 道路 
 
  開発行為（都市計画法第 29 条の許可が必要な

もの）を行う場合は、開発区域が接する道路（幅

員が 6m 以上の場合を除く。）の中心線から 3m

の線を道路の境界線としてください。また、後退

部分の整備は開発事業者が行ってください。 

B 公園等 （開発行為の場合は AA） 
 

開発行為以外の開発事業で開発区域面積が 3,000 ㎡以上で建築を伴う場合は、開発区域面積の 6%以

上の面積の公園等（公園、緑地又は広場）を設置し、市へ帰属してください。 

市へ帰属することができない場合は、開発区域面積の 10%以上の一般に開放する自主管理の公園等を

設置してください。また、その趣旨を記載した標識を設置するとともに、維持管理等に関する協定書を

締結してください。 
 

いずれの場合も、公園等の設置にあたっては以下の点に留意してください。 
 

ア 開発区域が接する道路に面すること。 

イ 形状が四角形で、各辺の長さがおおむね同じであること。 

ウ 出入口を 2 か所以上有すること。 
 

敷地の形状等の理由により、やむを得ず公園を複数箇所に分ける場合には、1 か所当たりの面積を 180

㎡以上としてください。 
 

※ 自主管理公園を建築敷地に含むことは妨げません。 
 
注意！開発行為（都市計画法第 29 条）に該当する場合の基準はＰ14～15 をご覧ください。 

 

協議先⇒まちづくり推進課・道路管理課 

協議先⇒まちづくり推進課・緑のまち推進課 

計画敷地 

道
路
中
心
線 

現
況
道
路
境
界
線 

後退が必要です 

6m 未満 

3m 

正方形に近い形状 

 

出入口が 2 か所以上ある 

 
道路に面する 

公園 

公共施設等の整備の基準（別表第 1） 
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C 歩道状の空地 
 
  開発事業（下記「D 公共用地等」が適用となる開発事

業、開発行為及び一戸建ての住宅の建築を目的とする開

発事業等を除く。）を行う場合は、自主管理の歩道状の空

地を設置してください。 

また、維持管理等に関する協定を締結してください。 

D 公共用地等 
 

住宅（共同住宅、長屋、老人ホーム等、寄宿舎）の戸（室）数が５5 以上となる開発事業を行う場合

は、住戸（室）数から 44 を控除した数値に 6 ㎡を乗じて得た面積以上の公共用地としての提供又は 9

㎡を乗じて得た面積以上の公開空地を設置してください。 

また、その趣旨を記載した標識を設置するとともに、維持管理等に関する協定を締結してください。 

なお、公共用地については、市が提供を受ける必要がある場合に限り、位置や形状については協議に

よります。 

協議先⇒まちづくり推進課 

※ 歩道状の空地の面積を建築敷地に含むことは妨げません。 

 

協議先⇒まちづくり推進課 

公共用地（提供）面積 ＝ （住戸（室）数－44）×6 ㎡ 以上 

又は 

公開空地面積 ＝ （住戸（室）数－44）×9 ㎡ 以上 

※ 公開空地を建築敷地に含むことは妨げません。 

 

Ｑ 歩道状空地の幅は？ 

Ａ 有効な歩道状空地の幅は場所や路線、建物計画等によって異なると考えております。案件ごとに協議

する幅を検討し、市の希望をお示しさせていただいておりますので、あらかじめご相談ください。なお、

最大幅は２m としております。 

 

Ｑ 公開空地とはどんなもの？ 

Ａ 開発区域の一部を広場状に整備し、一般の方に公開する用地です。車路（自転車含む。）とは重ねられ

ません。また、原則緑地面積にも加えられません。配置等についてはまちづくり推進課と協議が必要にな

りますので、あらかじめご相談ください。 

Ｑ 公開空地の面積緩和はあるの？ 

Ａ ありません。高容積率のエリアであっても同じです。武蔵野市のまちづくりの方針とご理解ください。 

敷地境界線 

歩道状空地 現況歩道 

 

よくある質問 

 

よくある質問 

開発事業の協議基準等   

Ｑ 公園等は歩道状空地や公開空地と兼用できるの？ 

Ａ 兼用できません。それぞれ必要な面積を設置してください。 
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E 消防施設 
 

開発行為又は中高層建築物（一戸建ての住宅を除く）、特定集合住宅等若しくは集客施設の建築若しく

は増築（既存の大きさを超えない増築を除く）又は集客施設への用途変更による開発事業を行う場合は、

防火水槽及び屋外消火栓を設置してください。 

F 公益的施設 
 

大規模開発事業を行う場合において、市が公益的施設の設置に関する協議が必要と判断した場合はこ

れに応じてください。 

協議先⇒子ども育成課・まちづくり推進課 ほか 

G 緑化 
 

敷地面積の 20%以上（第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域では、地上部のみ）の緑地

を確保してください。緑地面積算定の基準は、「武蔵野市緑化に関する指導要綱」（P62 参照）の規定に

準じます。 

また、既存樹木の保全に努めてください。 

施設の整備等の基準（別表第 2） 

協議先⇒緑のまち推進課 

Ａ 緑化に関する協議はありませんが、既存樹木の保全等について協議があります。 

市民の共通の資産である緑の保護・育成 

 公園緑地や農地、街路樹、住宅の庭など、緑豊かな街並みは武蔵野市の大きな魅力の一つであ

り、市民一人ひとりや事業者等との連携により担保されています。開発事業により、更に魅力

のある街並みとなるように、緑化計画にあたっては慎重なご検討をお願いいたします。 

 

よくある質問 

※端数は切捨て 

 

   

協議先⇒防災課・工務課 

 開発行為 その他 

防火水槽（40t 級） 
開発区域面積 
3,000 ㎡ごとに 1 基 

延べ面積 
5,000 ㎡ごとに 1 基 

屋外消火栓 
開発区域面積 
3,000 ㎡ごとに 1 基 

延べ面積 
3,000 ㎡ごとに 1 基 

 例 開発区域面積が 7,000 ㎡の場合 

7000÷3000=2.3・・・ ⇒ 40t の防火水槽 2 基又は 80t の防火水槽 1 基 

および屋外消火栓 2 基 が必要です。  

小数点以下切捨て 

Ｑ 開発行為（都市計画法第 29 条）の際に協議は不要なの？ 



11 

 開発事業の協議基準等   

K 自転車駐車場 
 

「自転車等の適正利用及び放置防止に関する条例」の適用を受けない開発事業を行う場合は、「開発事

業に伴う自転車駐車場の設置の基準」（P68 参照）に基づき、自転車駐車場を設置してください。 

（開発行為、一戸建ての住宅の建築、既存の大きさを超えない増築、自動車駐車場の設置等を目的と

する開発事業を除きます。） 
協議先⇒交通企画課 

L 防災の措置 
 

高さが 10m を超える建築物の建築若しくは増築又は当該建築物への用途変更を行う場合、道路、隣地、

公園等、歩道状の空地又は公開空地（以下「道路等」という。）に面する 3 階以上の窓ガラスは、網入り

ガラス、飛散防止フィルムを施された窓ガラスその他の飛散を防止する措置が施された窓ガラスとして

ください。 

 

住戸数が 30 戸（室）以上又は延べ面積が 3,000 ㎡以上の特定集合住宅等を建築する場合は、「開発

事業に伴う防災の措置の指導に関する要綱」（P69 参照）に基づき、災害時用設備（防災備蓄倉庫及び

災害用組立てトイレ）を設置してください、また、災害時の体制整備が円滑に行えるよう、自主防災組

織等の設立にご協力ください。 

 

開発行為以外の開発事業を行う場合は、「武蔵野市消火器設置要綱」（P70 参照）に基づき、市が設置

及び管理を行う消火器の設置にご協力ください。 

 

消防用自動車の寄り付き、はしご付消防用自動車のはしごの接近、その他消火活動のための必要な措

置について、武蔵野消防署長と協議してください。（まちづくり条例施行規則第 25 条） 

 

※ 東京都帰宅困難者対策条例に基づき、帰宅困難者対策を講じてください。 協議先⇒防災課 

協議先⇒ごみ総合対策課 

M ごみ集積所 
 

「ごみ集積所の基準」（P71 参照）により、ごみ集積所を設置してください。 

（開発行為、一戸建ての住宅の建築、既存の大きさを超えない増築を目的とする開発事業を除きます。） 

Ｑ 開発行為（都市計画法第 29 条）の際に協議は不要なの？ 

Ａ 武蔵野市において、一戸建ての住宅からのごみは基本的に個別収集しておりますので、一戸建ての住

宅の宅地開発においては開発区域ごとにごみ置場を設ける必要はありません。 

 

H 水道施設 
 

水道関係法令、給水条例等に基づき設置してください。 

I 下水道施設 
 

下水道関係法令、下水道条例等に基づき設置してください。 

J 雨水流出抑制施設 
 

「武蔵野市雨水浸透施設等設置技術指針」（P63～P67 参照）に基づき、雨水浸透施設、雨水貯留施

設を設置してください。 

協議先⇒工務課 

協議先⇒下水道課 

協議先⇒下水道課 

 よくある質問 
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P 周辺環境の保護の措置 
 

道路上の違法な駐停車を防止する観点から、配送車等が一時的に駐車で

きるスペースを敷地内に確保し、道路から視認できる位置に配送車等のた

めの一時駐車スペースである旨の表示をしてください。 

（開発行為、一戸建ての住宅の建築、既存の大きさを超えない増築、自動

車駐車場の設置等を目的とする開発事業を除きます。） 

建築基準法及び関係規定に適合する位置に計画してください。 

（可否を判断するのは建築主事ですので、確認申請先に確認してください。

当課ではお答えできません。） 
 
住戸の数に応じて必要な数の宅配ボックスを設置してください。 
 

協議先⇒まちづくり推進課 

Q 福祉環境の整備 
 

「福祉環境整備指導要綱」（P73 参照）に基づき、福祉環境の整備をしてください。 

また、地域福祉活動への参加が可能となるような措置を講じてください。 

（開発行為、一戸建ての住宅の建築、既存の大きさを超えない増築を目的とする開発事業を除きます。） 

協議先⇒地域支援課 

Ｑ まちづくり条例の中で駐車場の附置義務はあるの？ 

Ａ 墓地の設置を除き、まちづくり条例で居住者や来客向けの駐車場の附置義務はありませんが、宅配等

の為に一時的に駐車できるスペースを確保する協議があります。東京都駐車場条例の附置義務台数は建築

確認申請の中で審査されますので申請先にご相談ください。なお、一時駐車スペースとは原則兼ねられま

せん。 

Ａ よく聞かれるケース１               よく聞かれるケース２ 

  左記のケース
の場合、一時駐
車スペースの配
置自体に問題は
ありませんが、
車路（斜線の部
分）は公開空地
の面積に含むこ
と が 出 来 ま せ
ん。 

個別にまちづくり
推進課へご相談く
ださい。 

 よくある質問 

Ｑ 一時駐車スペースの配置はどうしたらいいか？ 

敷地 道路 

2.5m 

6.0m 

開発区域 

 

道路 

狭小 

路地状 

公開空地 

一 時
駐 車
ス ペ
ース 

道路 

 

開発区域 

O 公害の防止の措置 
 

開発事業やそれに伴う既存建物の解体工事に起因する公害（振動、騒音、粉じん等）を防止するため、

必要な措置を講じてください。 
協議先⇒環境政策課 

ピロティ部の場合は高さ３m 

以上の確保をお願いします。 

N 環境配慮の措置 
 

「武蔵野市環境配慮指針」（P72 参照）に基づき、環境への負荷低減のため、環境配慮の措置を講じ

てください。 

（環境配慮の例） 

・建築物躯体の断熱化→断熱性の高い材料、気密性の良い建具 等 

・再生可能エネルギーの利用→太陽光発電、地中熱利用 等 

・ヒートアイランド対策→壁面・屋上緑化、ドライミスト 等 協議先⇒環境政策課 
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T 居住水準 
 

老人ホーム、寄宿舎を除く集合住宅等の建築を行う場合、一住戸の床面積は 25 ㎡以上としてください。

（バルコニー、パイプスペース、メーターボックス等の部分を除く） 

特定集合住宅等の基準（別表第 3） 

協議先⇒住宅対策課 

Ｑ ワンルームマンション規制はあるか？ 

Ａ 武蔵野市では住戸タイプ（ワンルーム）を規制する規定はありません。 

 

Ｑ サービス付き高齢者向け住宅でも居住水準は適用になるか？ 

Ａ 特定集合住宅等のうち、老人ホーム等又は寄宿舎の建築又は増築を目的とする開発事業については、

居住水準の規定は適用しません。計画が老人ホーム又は寄宿舎に該当するかどうかは、建築指導課又は指

定確認検査機関にてご相談ください。 

R 景観配慮 ※事前協議（景観検討会議[P21]）を行います。 
 

景観ガイドラインで定める基準（P74～P75 参照）により、景観に配慮してください。 

 

地区まちづくり景観誘導基準により、景観に配慮してください。 

（該当する地区の区域内に限る） 
協議先⇒まちづくり推進課 

特定集合住宅等の定義の中にある「老人ホーム等」とは？ 

まちづくり条例第２条第１項第 18 号 

  老人ホームその他これに類するものとして規則で定めるもの ＝ 老人ホーム等 

 

 まちづくり条例施行規則第３条の３ 

 (1) 老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 20 条の４に規定する養護老人ホーム 

 (2) 老人福祉法第 20 条の６に規定する軽費老人ホーム 

 (3) 老人福祉法第 29 条第１項に規定する有料老人ホーム 

 (4) 介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第８条第 28 項に規定する介護老人保健施設 

   

開発事業の協議基準等   

 よくある質問 

S 犯罪の予防及び安全への配慮 
 

防犯カメラの設置その他必要な措置を講じてください。 

 

協議先⇒安全対策課 
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墓地の基準（別表第 4） 

X 自動車駐車場 
 

開発区域内に墳墓数の 5%以上の自動車駐車場を設けてください。 協議先⇒まちづくり推進課 

Y 周辺環境の保護の措置 
 

開発区域の境界線に沿って、周辺住民と協議のうえ、幅 1m 以上の緩衝緑地を設けてください。 

U 管理 
 

管理人室を設置してください。また、管理者の氏名、連絡先等を掲示してください。 

分譲マンションの場合は、管理組合用のポストを設置し、管理方法について報告してください。 

協議先⇒まちづくり推進課・緑のまち推進課 

協議先⇒住宅対策課 

Z 統一的な街並みの維持 
 

開発区域面積が 3,000 ㎡以上の開発行為による宅地造成を行う場合においては、建築協定・緑地協

定・景観協定の締結について協議してください。 

V 建築物の用途の適正化 
 

商業地域又は近隣商業地域においては、地域の活性化に寄与するため、少なくとも低層階に商業施設、

業務施設等を配置してください。 

協議先⇒安全対策課 

協議先⇒まちづくり推進課 

旅館業の用途に供する建築物の基準（別表第３の２） 

1m 以上 

Ｑ 面積規定はあるの？ 

W 旅館業の用途に供する建築物の施設整備の措置 
 

施設の周辺における、良好な生活環境を害するおそれのない構造及び設備となるよう整備してください。 

Ａ ○㎡以上といった面積規定はありません。ただし、低層階というのは必ずしも１階のみを指すわけで

はありません。 

この協議基準を設けた目的としては、商業系エリアの賑わいの維持・創出です。駅周辺になればなるほ

ど、期待される商業業務用途の割合は大きくなります。武蔵野市のまちづくりの方針とご理解いただき、

地域の活性化に寄与するようなご計画にしていただくようお願いいたします。 

 

よくある質問 

開発行為の許可の基準（第 55 条の２・第 56 条・第 57 条） 

協議先⇒まちづくり推進課・緑のまち推進課・建築指導課 
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まちづくりに関する協力（第 66 条～第 67 条） 

・ 道路の整備（狭あい道路） 
 

開発区域に接する道路が建築基準法第 42 条第 1 項第 5 号又は同条第 2 項に規定する道路であり、後

退を要する場合、または東京都建築安全条例第２条の規定に満たない隅切り用地がある場合は、その整

備についてまちづくり条例の届出の前に協議してください。 

協議先⇒道路管理課・建築指導課 

・ 地区まちづくり計画 
 

地区内で開発等事業を行う場合は、地区まちづくり計画の内容に沿った計画としてください。 

協議先⇒まちづくり推進課 

・ 景観まちづくり協定 
 

景観まちづくり協定の区域の近傍で開発等事業が行われるときは、市から当該景観まちづくり協定に

関する情報提供を行います。 

Ａ まちづくり条例そのものは建築基準関係規定にはなっておりませんが、昭和 46 年にまちづくり条例

の前身である「宅地開発等に関する指導要綱」が制定されてから、長年市民に親しまれた制度です。武蔵

野市のまちづくりの方針であるとご理解ください。なお、計画によっては協議基準と同等の基準が他の建

築基準関係規定にあたる条例で課されている場合があります。 

 

協議先⇒まちづくり推進課 

・ 既存の建物等の改修等 
 

建築物や工作物などの外構を変更することとなる修繕や模様替え、色彩の変更を伴う改修等を行う時

は、景観ガイドラインで定める基準（P74～P75 参照）により、景観に配慮してください。 

協議先⇒まちづくり推進課 

開発事業の協議基準等   

協議先⇒まちづくり推進課・緑のまち推進課 

AA 公園等の基準 
 

開発区域面積が 3,000 ㎡以上の開発行為は、開発区域面積に対して 6%以上の面積の公園等(公園、

緑地又は広場)を設置し、市へ帰属してください。 

AB 開発区域内の建築物の敷地面積の最低限度 
 

商業地域、近隣商業地域又は準工業地域内において開発行為を行う場合は、敷地面積を 100 ㎡以上と

してください。 

※ 住居系の用途地域においては、開発行為にあたらない場合であっても、 

 都市計画により敷地面積の最低限度（100～120 ㎡）が規定 

 されています。 協議先⇒まちづくり推進課 

Ｑ 協議基準に則らないといけないの？ 

 

よくある質問 
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Ａ 平均的な手続き期間は下記のとおりですが、景観に関する事前協議や近隣関係住民への対応次第でか

かる期間が大幅に変わります。特に調整会が開催されると一回につき平均２か月程度期間を要します（調

整会は大規模開発基本構想では１回ですが、一般開発基本計画では３回まで開催することがあります。）。

武蔵野市のホームページで案件ごとの手続きの進捗状況を確認することができる台帳を公表しております

ので、ご計画と同程度の規模や同じエリアでの案件にかかった期間を参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

Ａ 手続きをスムーズにするために、届出をする前に各課との協議をある程度進めておくことを推奨して

います。計画が固まりつつある段階になりましたら、まちづくり推進課窓口において事前調査に関する記

録をまとめる「武蔵野市まちづくり条例に係る各課事前調査用シート」をお渡ししておりますので、ご記

入の上届け出の際に添付してください。 

Ｑ 開発行為の場合、どのタイミングで手続きを開始できるの？ 

Ａ 都市計画法第 29 条の開発許可が必要な場合、東京都への事前相談カードの提出後、まちづくり条例

の手続きを開始出来るようになります。東京都の許可基準と武蔵野市の協議事項どちらも網羅する必要が

あるため、並行して進めていただく必要があります。 

Ａ 生産緑地法上の行為の制限が解除されている必要があります。行為の制限を解除するために必要な要

件や手続きは産業振興課、まちづくり条例の手続の内容やタイミングはまちづくり推進課へご相談くださ

い。 

平均３か月 
（   があれば平均５か月） 

平均４か月 
（   があれば平均９か月） 

Ｑ 生産緑地で開発行為を行いたいが、可能か？ 

大
規
模
開
発
基

本
構
想
の
届
出 

景
観
に
関
す
る

事
前
協
議 

建
築
確
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会 

開
発
基
本
計
画
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出 
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る
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協
議 

意
見
書 

見
解
書 

調
整
会
※ 

意
見
書 

見
解
書 

協
議
終
了
の 

通
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Ｑ 手続きに要する期間は？ 

手続に関する Q＆A   

Ｑ 手続フローの中で届出前に推奨している「事前調査」とは何か？ 

Ｑ 手続き中や協議終了後に計画の変更をしたい場合はどうすればいいのか？ 

Ａ 協議事項に係る部分や近隣住民への影響がある部分について変更する場合には、軽微な内容であって

もまちづくり推進課までご相談いただいた上で、関係課と協議を行い、変更届を提出していただきます。

ただし、変更の内容や、タイミングにもよりますが、変更が認められなかったり、近隣住民への再説明を

必要とする場合があります。 

なお、本条例は、良好なまち並みを保全、形成するための市との協議、近隣住民との紛争予防を目的と

したものです。条例の趣旨を鑑み、市との協議でお約束したこと、近隣住民へ説明したものについて簡単

に変更するものではないという認識で手続きをしてください。 

 

※変更内容によっては、初めから手続きをやり直すことになる場合があります。 

※最大３回まで。 



21 

 

大規模土地権利取得の届出（第 31 条～第 32 条） 

面積 3,000 ㎡以上の一団の土地の売買契約が締結されてから 2 週間以内に、大規模土地取引行為に係る

権利取得届出書を権利取得者は市に提出しなければなりません。また、届出から 1 週間以内に当該大規模土

地取引行為に係る土地に標識を設置し、設置から 1 週間以内に土地取引に係る標識設置届出書を提出しなけ

ればなりません。その後、市長は提出された標識設置届出書を公表し、権利取得届出書及び標識設置届出書

を縦覧します。 

大規模土地の土地利用に対する意見書（第 32 条の 2） 

土地取引に係る標識設置届出書の公表から 2 週間後までの間は、住民等（住民又は土地所有者等)が市に対

して.当該大規模土地取引行為に係る土地利用について、意見書(まちづくり計画に関連するものに限る。)を

提出することができる期間となっています。 

市は、いただいた意見をまちづくり計画に活かすよう検討するとともに、土地の権利取得者に意見書の写

し及び必要に応じて市長の見解を記載した書面を送付します。権利取得者は意見書及び市長の見解の内容を

踏まえ、開発事業が周辺の環境に与える影響について配慮するとともに、良好な環境を確保できるよう計画

を行ってください。 

開発等事業者 市 

市 

住民等 

※まちづくり計画 

長期計画、都市計画マスタープラン、産業振興計画、地域防災計画、緑の基本計画、環境基本計画、 

下水道総合計画、バリアフリー基本構想、市民交通計画、住宅マスタープラン など 

 

※大規模土地取引行為に係る土地利用に関する意見書が、市から新たな権利取得者へ送付されるまでの間は、

大規模開発事業（一般開発事業）の手続きは開始できません。 

景観検討会議（第 35 条の 2・第 41 条の 2） 

目的      景観に関する事項について、専門家（景観

専門委員）の意見を聴くことです。 

景観専門委員  景観の保全又は形成に関し、専門的な知識

を有する者（建築、色彩、ランドスケープ等）

５名以内で構成されます。 

開催の形式   月 1 回の定例開催で、市長が招集し、景観

専門委員の出席により開催します。必要と認

めるときは、事業者等の出席を求め、説明や

意見を聴くことがあります。 

 

 
※景観検討会議の開催予定日の 2 週間前までに大規模開発基本構想・開発基本計画の届出を行わなければい

けません。 

大規模土地取引行為・開発事業に係る手続   

権利取得者 
（開発事業者） 

景観専門委員 意見 

協議 

※別途、公有地拡大法、国土法等法令に基づく届出も必要です。 

～を計画します 
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近隣関係住民（規定する水平距離の範囲内の居住者、事業を営む者、土地・建物の所有者）に説明を行

なってください。規定する範囲は以下の通りです。 

＜用途変更以外の場合＞ 

高さの 2 倍又は 20ｍの

うち長い方が近隣関係住

民の範囲となります。 

＜用途変更の場合＞ 

・大規模開発事業の場合                    ・一般開発事業の場合 

 高さ又は 20ｍのうち長い方が近隣関係住民の範囲となります。   20ｍが近隣関係住民の範囲 

となります。 

※近隣関係住民のうち、集合住宅等で建物所有者や管理者から、開催通知等の投函を断られた場合には、

その意向に従い、報告書にその旨を記載してください。 

ただし、原則は入居者全員に周知が必要ですので、建物所有者や管理者に市の条例で周知の義務がある

ことを説明し、建物所有者や管理者から入居者に開催通知を配布していただくか、掲示板等への掲示を

していただくようお願いしてください。 

 

※近隣関係住民のうち、市立公園でかつ土地の所有者が市の場合には、説明会の開催通知等の資料の配布

は省略することができます。 

 

※説明会終了後（個別の意見に対する説明の場合は、その期間の最終日から）２週間は、近隣関係住民か

らの意見書の提出期間です。 

 

※条例の目的や開発等事業者の責務をよくご理解いただき、説明会等は対話を心掛けた姿勢で臨んでくだ

さい。 

＜説明会の場合＞ 

2 回以上説明会を開催（平日(夜間)と休日(土日祝のいずれか)に 1 回ずつ以上）してください。 

＜個別の意見に対する説明の場合＞ 

 資料の投函後、少なくとも一週間の間は近隣関係住民から説明を求められた際に対応してください。 

近隣関係住民への説明１（第 36 条・第 42 条） 

開発区域 

20m 

 説明会 
説明会 or 個別の意見に

対する説明 

大規模開発事業 全て  

一般開発事業 右記以外 
一戸建ての住宅・自動車

駐車場・開発行為 

 

大規模開発事業の場合は、説明会を開催してください。 

一般開発事業では、原則説明会の開催をお願いしていますが、戸建住宅、自動車駐車場、開発行為の計

画の場合は、説明会か個別の意見に対する説明のどちらかを選択することができます。 

開発区域 

20m 

建物高さ 

建物 

高さ 

建物高さ 
の２倍 

建物 

高さ 

 

開発区域 

20m 

○説明対象者の範囲 
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事業名称      （仮称）○○新築工事 

事業位置       武蔵野市○○1-2-3 

事業者氏名      ○〇○○会社 代表取締役○○○○ 

事業者住所      東京都○○市○〇1-1-1 

担当者氏名      ○○○○会社 ○○・○○ 

担当者電話番号    0422-○○-○○○○ 

（連絡先） 

説明会開催日時    4 月 1 日（水）午後 6 時 

            4 月 5 日（日）午前 10 時 

説明会開催場所    ○○○○ホール 

本説明会は主に建物計画に関することです。工事については、現時点では詳細が未定の為説明の対

象外です。 

説明会後、ご不明な点につきましては、ご連絡ください。 

なお、特にご意見がある方につきましては、武蔵野市まちづくり条例に基づき、事業者に対して 

意見書を提出することができます。意見書を送付していただく場合には、書面又はメールでの提出と

してください。書面の場合は確実性を期すため、簡易書留等をご利用くださるようお願いいたします。 

なお、説明された内容でご了解いただいた場合には、改めて意見書を提出する必要はございません。 

 

意見書の提出期間   4 月 19 日（日）まで（当日消印有効） 

意見書の提出先    東京都○○市○○町 1-1-1 

○○株式会社○○課○○宛 

TEL○○-○○○○-○○○○ 

MAIL○○○○○○＠○○○○○○.jp 

説明会終了後 1 週間以内に、配布資料、近隣範囲図、出席者の名簿、議事録その他指定した書類を添えて、

所定の書式で提出してください。 

個別の意見に対する説明の場合は、終了後１週間以内に配布資料、近隣範囲図、その他指定した書類を添

えて、所定の書式で提出してください。 

○報告書 

Ｑ 遠方に住んでいる近隣関係住民への対応は？ 

Ａ 説明会を開催する場合、登記事項証明書等で確認した住所へ説明会の開催通知等を郵送してください。 

開催通知の記載例 

 

個別の意見に対する説明の場合 

〇月〇日（〇）から〇日（〇）

までと記載 

 

よくある質問 

・個別の意見に対する説明の

場合はその旨を記載 

・ご意見がある場合には〇月

〇日（〇）までに〇〇へ連

絡できる旨を記載 

説明会の開催日の 1 週間前までに近隣関係住民と市に開催通知を送付してください。（個別の意見に対する

説明を行おうとする場合は、開催通知に準じる資料の配布後、少なくとも１週間の意見を受ける期間を設け

てください。）送付は投函又は郵送により行ってください。 

開催通知には、事業名称、事業位置、事業者の氏名・住所（法人の場合には法人名、代表者氏名、事務所

の所在地）、担当者の氏名・電話番号、説明会の開催日時（個別訪問の場合は訪問期間）・開催場所、意見書

の提出方法、提出期間、提出先を明記し、案内図、配置図、各階平面図、立面図（4 面以上）、断面図（２面

以上）、屋根伏図、周辺状況を示す図、土地利用計画図（建築を行わない場合）、日影図、緑化計画図、給排

水計画図、公共施設の管理者図（建築を行わない場合）、排水施設計画図（建築を行わない場合）、公共施設

構造図（建築を行わない場合）、屋外広告物図、日付を入れたまちづくり条例の手続フロー（近隣関係住民へ

の手続きの周知）、その他指定した書類を添付してください。 

 

※添付書類は手続きの種類によって異なります。必要書類については P26～P27 をご確認ください。 

初日不算入 

開発事業に係る手続   

近隣関係住民への説明 2（第 36 条・第 42 条） 

○開催通知 
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調整会（第 61 条～第 65 条） 

目的      近隣関係住民と開発事業者の意見の整理や調整を行うことです。 

 

請求できる者  近隣関係住民、開発事業者が市長に請求することができます。 

 

請求期間    意見書に対する見解書が公表された日から 2 週間以内です。 

 

開催の形式   まちづくり委員会の、学識経験を有する委員 2 名以上が、近隣関係住民、開発事業者の出

席を求めて、公開で開催します。 

説明会や個別の意見に対する説明の最終日から 2 週間の間は、近隣関係住民や市から事業者に対して意見

書を提出することができる期間となっています。近隣関係住民や市から意見書が提出された場合には、開発

事業者は意見書の提出者に対し書面にて見解書を提出しなければなりません。 

近隣関係住民から意見書が提出された場合及び見解書を提出した場合には、市に対しその写しを速やかに

提出してください。 

 

※見解書には提出書式や提出期間の定めはありませんが、意見書が提出された場合には見解書を提出しなけ

れば、次の手続に進むことがでぎません。 

 

※見解書には、見解書の公表後 2 週間は調整会の開催請求期間である旨を明記してください。なお、その間

は次の手続に進むことができません。 

 

開発事業者 近隣関係住民 

調整会委員 

意見の 
整理・調整 

第三者機関 

景観専門委員 

説明・意見 
（まちづくり委員会が必要と認めた場合） 

※調整会開催中は次の手続に進むことはできません。 

意見書・見解書（第 37 条～第 39 条・第 43 条～第 45 条） 

調整会の開催 
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適用除外（第 50 条） 

中高層建築物とならない特定集合住宅等のうち、住宅戸数が 30 戸未満の共同住宅及び長屋、若しくは室

数が 30 室未満の老人ホーム及び寄宿舎を建築し、又は増築する場合には、開発基本計画における意見書、

見解書の手続が除外されます。 

調整会の開催請求も行うことはできません。 

○道路の廃止、土地の質の変更のみを行う場合 

違反者への対応（第 76 条～第 81 条） 

開発事業に該当する戸建住宅のうち、第一種低層住居専用地域内及び第二種低層住居専用地域内に開発業

者自身が居住するための住宅を建築し、又は増築する場合（敷地が他の用途地域とまたがる場合であって、

高さが 10ｍを超える建築物を建築する場合を除く。）には、開発基本計画における意見書、見解書の手続

が除外されます。調整会の開催請求も行うことはできません。 

〇勧告 

 条例で協議した内容と異なる内容で工事をした

開発等事業者に対し、必要な措置を取るべきこと

を勧告することができます。 

〇是正措置命令 

 勧告に従わない開発事業者等に対し、必要な措

置を取るべきことを命令することができます。 

○30 戸（室）未満の特定集合住宅等の場合 

〇公表 

 勧告、是正措置命令に従わない開発等事業者に

対し、氏名又は名称、違反の事実などについて、

公表することができます。 

〇罰則 

 是正措置命令に違反した者は、20 万円以下の罰

金とする規定があります。 

開発行為のうち、道路の廃止又は土地の質の変更のみを行なう場合には、景観に関する事前協議、説明会

（個別の意見に対する説明）、意見書、見解書の手続が除外されます。調整会の開催請求も行うことはでき

ません。 

開発事業に係る手続   

 違反者への勧告、是正措置命令、公表、罰則について次のとおり定めています。 

開発等事業に係る書類のうち市が縦覧に供するものについては、個人情報を塗りつぶした縦覧用図書を作

成し、市に提出してください。縦覧図書は、市の窓口で誰でも縦覧することができることとしています。

縦覧期間は、工事の完了検査が終了してから 1 年間となります。 

○戸建住宅の場合 

縦覧図書（第 49 条の 2） 

工事の着手の制限（第 75 条） 

開発事業者や工事請負者等は、開発事業に係る協議終了の通知を受けた後でなければ、工事に着手しては

いけません。 
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大規模土地
取引行為の

届出

大規模土地
権利取得の

届出

標識設置の
届出

標識設置の
届出

説明会の
報告書

規則 14条 16条 17条 20条 21条

様式 15号 17号 19号 22号 23号

事業の種類 - - - 建 開 他 - 建 開 他 -

位置図 ○

案内図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

公図の写し ○

登記事項証明書 ○

写真 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

区域を示す図 ○

配置図 ○ ○

平面図 ○ ○

立面図（4面以上） ○ ○

断面図（2面以上）    ※2

屋根伏図　              ※2 ○ ○

イメージパース等 ○ ○ ○ ○

景観配慮状況説明書 ○ ○ ○

土地利用計画(しゅん工)図 ○ ○ ○ ○

土地利用現況図

床面積求積図

敷地面積求積図

日影図　                 ※2 ○ ○

緑化計画(しゅん工)図 ○ ○ ○ ○

給排水計画(しゅん工)図 ○ ○ ○ ○

公共施設の管理者図   ※3

排水施設計画図 ○ ○

公共施設構造図

環境配慮確認書類 ○ ○ ○

屋外広告物図 ○ ○ ○ ○ ○ ○

配布資料 ○

出席者名簿 ○

説明範囲(2H)の図 ○

議事録 ○

手続きフロー ○ ○ ○

各課協議書　※正本のみ

工事工程表

理由書

大規模開発事業

開発行為 1 1+縦覧1

建築 1 1+縦覧1

駐車場 1 1+縦覧1

墓地 1 1+縦覧1

延べ面積3,000㎡以上
高さ15ｍ以上の建築

1 1+縦覧1

集客施設 1 1+縦覧1

一般開発事業

開発行為 - - - - -

中高層建築物 - - - - -

特定集合住宅等 - - - - -

集客施設 - - - - -

駐車場 - - - - -

墓地 - - - - -

1 1+縦覧1 1+縦覧1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

部
数

大規模開発事業の手続大規模土地取引の手続

提
出
書
類

大規模開発基本
構想の届出※１

19条

20号

説明会の
開催通知

21条

-

3+縦覧1

6+縦覧1

6+縦覧1

6+縦覧1

6+縦覧1

6+縦覧1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

標識設置
の届出

説明会の
報告書

工事着手
届

規則 23条 24条 33条

様式 26号 28号 34号

事業の種類 建 開 他 - 建 開 他 - 建 開 他 建 開 他 - 建 開 他 建 開 他

位置図

案内図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

公図の写し

登記事項証明書

写真 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

区域を示す図

配置図 ○ ○ ○ ○ ○ ○

平面図 ○ ○ ○ ○ ○ ○

立面図（4面以上） ○ ○ ○ ○ ○ ○

断面図（2面以上）    ※2 ○ ○ ○ ○ ○ ○

屋根伏図　              ※2 ○ ○ ○ ○ ○

イメージパース等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

景観配慮状況説明書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

土地利用計画(しゅん工)図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

土地利用現況図 ○ ○ ○ ○

床面積求積図 ○ ○

敷地面積求積図 ○ ○ ○ ○ ○ ○

日影図　                 ※2 ○ ○ ○ ○

緑化計画(しゅん工)図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

給排水計画(しゅん工)図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

公共施設の管理者図   ※3 ○ ○ ○ ○

排水施設計画図 ○ ○ ○ ○

公共施設構造図 ○ ○

環境配慮確認書類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

屋外広告物図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

配布資料 ○

出席者名簿 ○

説明範囲(2H)の図 ○

議事録 ○

手続きフロー ○ ○ ○

各課協議書　※正本のみ ○ ○ ○

工事工程表 ○

理由書 ○ ○ ○

大規模開発事業

開発行為 1 1+縦覧1 1

建築 1 1+縦覧1 1

駐車場 1 1+縦覧1 1

墓地 1 1+縦覧1 1

延べ面積3,000㎡以上
高さ15ｍ以上の建築

1 1+縦覧1 1

集客施設 1 1+縦覧1 1

一般開発事業

開発行為 1 1+縦覧1 1

中高層建築物 1 1+縦覧1 1

特定集合住宅等 1 1+縦覧1 1

集客施設 1 1+縦覧1 1

駐車場 1 1+縦覧1 1

墓地 1 1+縦覧1 1

3

3

協議申請
※１

25条

29号

説明会の
開催通知

24条

-

3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2+縦覧1

3+縦覧1

2+縦覧1

2+縦覧1

工事の手続

工事完了届
※１

中間検査

33条 34条の２

35号 39号の２

協議書
※１

25条

30号

大規模開発事業及び一般開発事業の手続

開発基本計
画の届出※

１

22条

24号

提
出
書
類

部
数

2+縦覧1

6+縦覧1

5+縦覧1

5+縦覧1

6+縦覧1

33+縦覧1

3

3

2+縦覧1

2+縦覧1

2+縦覧1

2+縦覧1

2+縦覧1

2+縦覧1

2+縦覧1

2+縦覧1

3

3

3

3

3

3

3

2+縦覧1

2+縦覧1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2+縦覧1

3+縦1※5

3+縦覧1

2+縦覧1

3+縦覧1

3+縦覧1

2+縦覧1

2+縦覧1

2+縦覧1

6+縦覧1

2+縦覧1

6+縦1※4

6+縦覧1

6+縦覧1

5+縦覧1

5+縦覧1

    

 

 

 

 

  

※ 別途、必要に応じて「委任状」（書式自由）をお忘れなく。 

※１…必要部数の提出に加え、データでの提出も必要になります。  ※2…用途変更の場合は不要                                ※3…工事の手続きの際は開発登録簿に登録する事項を記載した図書  ※4…一戸建ての住宅は 5+1 部  ※5…一戸建ての住宅は 2+1

開発事業の必要書類一覧   

事業の種別の表記について：「建」…建築、増築、用途変更(一部書類を除く)  「開」…開発行為  「他」…駐車場、墓地等 

縦覧…公衆の縦覧に供するためのもので、個人情報やプライバシーに関する部分は黒塗りとしてください。          
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特定事業の手続きフロー 

景
観
専
門
委
員 

市 

特
定
事
業
者 

特定事業の手続き 

※ 建築確認申請等の 15 日前までに申請が必要です。 

※ 建築確認申請を行う場合は、特定事業の手続きの他に事前調整が必要です。（条例第 28 条） 

事前調整 

協
議
申
請 

特
定
事
業
に
係
る 

第 

号
様
式
の 

第 

条
の 

33 50 

2 

2 

申
請
の
公
表 

第 

条
の 

50 

2 
 

 

第 

条
の 

景
観
検
討
会
議 

50 

2 

景
観
検
討
会
議
結
果
通
知 

 
第 

号
様
式
の 

第 

条
の 

33 50 

2 

4 

協
議
終
了
確
認
通
知 

 

第 

号
様
式
の 

第 

条
の 

33 50 

3 

5 

協
議
終
了
の
公
表 

第 

条
の 

50 

3 

工
事
着
手
届 

 

第 

号
様
式 

第 

条 

34 58 

工
事
完
了
届 

 

第 

号
様
式 

第 

条 

35 58 

完
了
検
査 

第 

条 

59 

完
了
検
査
終
了
の
通
知 

第 

条 

59 

建築物・工作物は完
了検査終了の通知の
交付後、使用開始で
きます。 

手
続
き
終
了

景観に関する 
協議 

建
築
確
認
申
請
等 

建築確認は協議終了
の通知を交付後に申
請してください。 

協
議
書
の
提
出 

特
定
事
業
に
係
る 

第 

号
様
式
の 

第 

条
の 

33 50 

2 

3 
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協議申請 協議書
工事着手

届
工事完了

届
中間検査

規則 28条 28条 33条 33条 34条の２
様式 33号の２ 33号の3 34号 35号 39号の２
案内図 ○ 〇 ○ ○ ○
写真 ○
配置図 ○ 〇 ○ ○
平面図・横断面図 ○ 〇 ○ ○
立面図・側面図（4面以上） ○ ○ ○ ○
断面図・縦断面図（２面以上） ○ ○ ○ ○
イメージパース等 ○ ○
屋根伏図 ○ ○ ○
景観配慮状況説明書 ○ ○ ○
屋外広告物図 ○ ○ ○
工事工程表 ○
理由書 ○

4+縦覧1 2+縦覧1 1 3 3部数

提
出
書

類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景観ガイドラインで定める基準（Ｐ74～P75 参照）により、景観に配慮してください。 

 

地区まちづくり景観誘導基準により、景観に配慮してください。 

（地区まちづくり景観誘導基準に係る地区の区域内に限る） 

高さが 10m を超える煙突 

 

10m 

高さが４m を超える広告塔 

４m 

高さが２ｍを超える擁壁 

２m 

〇特定事業のうち一定規模以上の工作物の例 

必要書類一覧 

※ここに書かれているものは一例です。（対象となるかどうかはＰ3 へ） 

※部数は目安です。

必要書類の内容

及び部数は事業

内容により異な

りますので、まち

づくり推進課ま

でお問い合わせ

ください。 

市長が必要と認めるときは、景観に関する事項について景観専門委員の意見を聴くための会議を開催し、

事業者の出席を求めることがあります。（詳細はＰ21 へ） 

景観検討会議（第 50 条の 2） 

特定事業者や工事請負業者等は、特定事業に係る協議の終了の通知等を受けた後でなければ、工事に着手

してはいけません。 
 

※罰則等については P25 をご確認ください。 

工事の着手の制限（第 75 条の 2） 

〇協議基準 

特定事業に係る手続   

特定事業の協議（第 50 条の２） 

工作物を築造する場合や、景観配慮が必要な建築をする際には、特定事業に係る協議申請書を市

に提出し、景観に関する協議が必要です。 
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 お問い合わせ先   

武蔵野市 

お問合せ内容 関連法・条例・要綱等   部 課 係 所在 電話番号 

手続き全般・歩道状の空地・公共用地等・公益

的施設・周辺環境保護の措置・テレビ電波障害・

景観配慮・建物用途の適正化・敷地面積の最低

限度・近隣対応・用途地域・計画道路 

都市計画法 

武蔵野市まちづくり条例 

武蔵野市景観ガイドライン 

  都市整備部 まちづくり推進課 
まちづくり条例担

当 
東棟 4 階 0422－60－1873 

居住水準・管理 まちづくり条例   都市整備部 住宅対策課   東棟 4 階 0422－60－1976 

建設資材のリサイクル 建設工事に係る道路の再資の再資源化等に関する法律 

  都市整備部 建築指導課 

監察係 

東棟 4 階 

0422－60－1875 

まちづくり条例 28 条の事前調整 

建築基準法上の道路 

武蔵野市建築計画の事前調整に関する要綱 

建築基準法 

武蔵野市中高層建築物の建築に係る紛争の調整に関する条例 

審査係 0422－60－1876 

自転車駐車場 
武蔵野市自転車等の適正利用及び放置防止に関する条例  

開発事業に伴う自転車駐車所の設置の基準   都市整備部 交通企画課 
自転車対策係 

南棟 4 階 
0422－60－1860 

路外駐車場 駐車場法 地域交通係 0422－60－1859 

道路掘削・Ｌ形整備・開発道路の管理 武蔵野市道路技術基準 

  都市整備部 道路管理課 

管理係 

南棟 4 階 

0422－60－1857 

狭あい道路拡幅整備 武蔵野市狭あい道路拡幅整備要綱 0422－60－1855 

道路の区域及び境界・開発道路の帰属 
市道路線の認定等及び道路の区域変更等に関する取扱規程 

武蔵野市道路敷地の寄附の受領に関する取扱要領 
台帳係 0422－60－1858 

下水道施設・雨水流出抑制施設 
武蔵野市雨水の地下への浸透及び有効利用の推進に関する条例 

武蔵野市雨水浸透施設等設置技術指針 
  環境部 下水道課 施設管理係 西棟 2 階 0422－60－1867 

緑化計画・公園の整備 武蔵野市緑化に関する指導要綱、まちづくり条例   環境部 縁のまち推進課 
緑化係 

西棟 2 階 
0422－60－1863 

公園係 0422－60－1864 

商業施設 大規模小売店舗立地法   市民部 産業振興課 産業振興係 西棟 7 階 0422－60－1832 

公害（振動・騒音・粉じん等） 

屋外広告物 

指定作業場（駐車場） 

墓地 

大気汚染防止法・騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法・ 

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例・ 

東京都屋外広告物条例・ 

武蔵野市墓地等の経営の許可等に関する条例 
  環境部 環境政策課 

保全係 
西棟 2 階 

0422－60－1842 

環境基本計画 武蔵野市環境基本条例・建築物環境配慮指針 計画係 0422－60－1841 

ごみ集積所・ごみ収集 武野市ごみ集積所等の基準   環境部 ごみ総合対策課 ごみ減量推進係 外局 0422－60－1802 

消火栓・消火水槽・防災の措置 
武蔵野市開発事業に伴う防災の措置の指導に関する要綱 

武蔵野市消火器設置要綱 
  防災安全部 防災課 消防防災係 西棟 5 階 0422－60－1820 

生活安全 武蔵野市生活安全条例   防災安全部 安全対策課 安全対策係 西棟 5 階 0422－60－1916 

福祉 
武蔵野市福祉環境整備指導要綱 

東京都福祉のまちづくり条例 
  健康福祉部 地域支援課   南棟 1 階 0422－60－1941 

公益的施設（保育所）     子ども家庭部 子ども育成課 保育施策調整担当 南棟 3 階 0422－60－1854 

埋蔵文化財 
武蔵野市文化財保護条例 

文化財保護法 
  教育部 生涯学習スポーツ課 生涯学習係 南棟 5 階 0422－60－1902 

水道 武蔵野市給水条例   水道部 工務課 給水係 外局 0422－52－0735 

吉祥寺駅周辺での事業 吉祥寺グランドデザイン   都市整備部 吉祥寺まちづくり事務所   外局 0422－21－1118 

 

お問合せ内容 所在   課 係 住所 電話番号 

開発行為の許可 府中合同庁舎   多摩建築指導事務所 開発指導第二課 府中市宮西町 1-26-1 042－364－2386 

自然保護条例 立川合同庁舎   多摩環境事務所 自然環境課 立川市錦町 4-6-3 042－521－4809 

都道の計画 

    北多摩南部建設事務所 

工事第一課 

府中市緑町 1-27-1 

042－330－1835 

都道の幅員 管理課道路台帳担当 042－330－1807 

都道の掘削 管理課道路管理担当 042－330－1806 

都道に関するその他のお問い合わせ 庶務課庶務担当 042－330－1802 

景観条例 都庁第二庁舎   都市づくり政策部 緑地景観課街並み景観担当 新宿区西新宿 2-8-1 03－5388－3265 

建築物環境計画書制度 都庁第二庁舎   地球環境エネルギー部 環境都市づくり課建築物担当 新宿区西新宿 2-8-1 03－5388－3536 

 

東京都 
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武蔵野市 

ア ク セ ス  

武蔵野市役所までのアクセス 

JR 中央線 

●三鷹駅（北口[1]番のりば） 北裏、武蔵関駅、田無橋場ゆき、『武蔵野市役所前』下車 

●吉祥寺駅（北口[1]番のりば） 武蔵野市役所ゆき、『武蔵野市役所』下車 

●武蔵境駅（北口[3]番のりば） 三鷹駅ゆき（武蔵野大学経由）、『武蔵野営業所』下車徒歩 8 分 

 

西武新宿線 

●武蔵関駅（南口のりば） 三鷹駅ゆき、『武蔵野市役所前』下車 

●保谷駅（南口[1]番のりば） 三鷹駅ゆき、『武蔵野営業所前』下車徒歩 8 分 

●ひばりヶ丘駅（南口[3]番のりば） 三鷹駅ゆき、『武蔵野営業所前』下車徒歩 8 分 

東京都関連施設 

立川合同庁舎（多摩環境事務所） 
 住 所 立川市錦町 4-6-3 

 ＴＥＬ 042-521-4809（自然環境課） 

吉祥寺まちづくり事務所 
 住 所 武蔵野市吉祥寺本町 1-10-7 

 ＴＥＬ 0422-21-1118 

武蔵野市役所 
 住 所 武蔵野市緑町 2-2-28 

 ＴＥＬ 0422-51-5131（代表） 

ごみ総合対策課（クリーンセンター内） 
 住 所 武蔵野市緑町 3-1-5 

 ＴＥＬ 0422-60-1802 

武蔵野市水道部 
 住 所 武蔵野市吉祥寺北町 4-11-46 

 ＴＥＬ 0422-52-0735 

武蔵野消防署 
 住 所 武蔵野市吉祥寺北町 4-6-1 

 ＴＥＬ 0422-51-0119 

都庁第二庁舎 
 住 所 新宿区西新宿 2-8-1 

 ＴＥＬ 03-5388-3240（都市整備局） 

北多摩南部建設事務所 
 住 所 府中市緑町 1-27-1 

 ＴＥＬ 042-330-1802（庶務課） 

府中合同庁舎（多摩建築指導事務所） 
 住 所 府中市宮西町 1-26-1 

 ＴＥＬ 042-364-2386（開発指導第二課） 
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武蔵野市まちづくり条例 

（平成20年９月19日条例第39号） 

  改正 （平成23年12月13日条例第30号） 

改正 （平成26年３月18日条例第10号） 

改正 （平成29年３月22日条例第16号） 

改正 （令和２年６月25日条例第36号） 

改正 （令和７年３月17日条例第19号） 

 

目次 

第１章 総則（第１条─第５条） 

第２章 まちづくり計画等（第６条―第８条） 

第３章 まちづくり委員会及び景観専門委員（第９条―第10条の３） 

第４章 都市計画等の決定等に関する手続 

 第１節 都市計画の決定等に関する手続（第11条・第12条） 

 第２節 都市計画の決定等の提案に関する手続（第13条─第16条） 

 第３節 地区計画等の決定等に関する手続（第17条─第20条） 

 第４節 地区まちづくり計画（第21条―第26条） 

 第４節の２ 景観まちづくり協定（第26条の２―第26条の５） 

 第５節 建築協定（第27条） 

第５章 開発事業等の調整の仕組み 

 第１節 建築計画に関する事前調整（第28条） 

 第２節 大規模土地取引の届出等（第29条─第32条） 

 第３節 大規模開発事業の手続（第33条─第39条） 

 第４節 開発事業の手続（第40条―第50条） 

 第４節の２ 特定事業の手続（第50条の２―第50条の５） 

 第５節 開発事業及び特定事業に係る協議の基準 

    （第51条─第55条の４） 

 第６節 開発行為の許可の基準（第56条・第57条） 

 第７節 開発事業及び特定事業に関する工事の手続等 

    （第58条─第60条） 

 第８節 開発事業に係る調整会（第61条─第65条） 

 第９節 まちづくりに関する協力の要請（第66条―第67条） 

第６章 まちづくり活動の支援（第68条） 

第７章 雑則（第69条─第79条） 

第８章 罰則（第80条・第81条） 

付則 

 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、武蔵野市（以下「市」という。）のまちづくりにあ

たっての基本的な考え方、都市計画等の決定等における市民参加の手

続、開発事業等に係る手続及び基準等を定めることにより、市民等、開

発等事業者及び市が協力し、かつ、持続可能な都市を目指して計画的

にまちづくりを進め、もって、快適で豊かな都市環境を形成すること

を目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ

当該各号に定めるところによる。 

 (１) まちづくり 建築物の建築、道路、公園等の施設の整備、開発行

為等又はこれらに伴う環境、景観及び緑の保全若しくは形成その

他の物的又は空間的な都市の整備をいう。 

 (２) 住民 市の区域内に居住し、又は市の区域内で事業を営む者を

いう。 

 (３) 住民等 住民又は土地所有者等をいう。 

 (４) 市民等 住民等、市の区域内に存する事務所若しくは事業所に

勤務する者又は市内に存する学校（学校教育法（昭和22年法律第26

号）に規定する学校、専修学校又は各種学校をいう。）に在学する

者をいう。 

 (５) 土地所有者等 市の区域内に土地若しくは建築物を所有する者

又は市の区域内の土地について建築物の所有を目的とする対抗要

件を備えた地上権若しくは賃借権を有する者をいう。 

 (６) 近隣関係住民 次に掲げる者（規則で定める者を除く。）をい

う。 

  ア 開発区域の境界線から20メートル若しくは開発事業に係る建築

物の敷地境界線から当該建築物の高さの２倍に相当する距離のい

ずれか長い水平距離の範囲内に居住し、若しくは事業を営む者又

は当該範囲内にある土地若しくは建築物を所有する者（イ又はウ

に該当する者を除く。） 

  イ 第33条第４号に規定する大規模開発事業を行う場合における当

該大規模開発事業の区域の境界線から20メートル若しくは当該大

規模開発事業に係る建築物の敷地境界線から当該建築物の高さに

相当する距離のいずれか長い水平距離の範囲内に居住し、若しく

は事業を営む者又は当該範囲内にある土地若しくは建築物を所有

する者 

  ウ 第40条第１項第７号に規定する一般開発事業を行う場合におけ

る当該一般開発事業の区域の境界線から20メートルの範囲内に居

住し、若しくは事業を営む者又は当該範囲内にある土地若しくは

建築物を所有する者 

  エ 第22条第１項の地区まちづくり協議会（その定める第21条の地

区まちづくり計画に係る地区の区域に開発区域の全部又は一部を

含む場合に限る。） 

  オ その他交通環境の変化等の見込みにより市長が特に関係がある

と認める者 

 (７) 開発事業 第33条の大規模開発事業又は第40条第１項の一般開

発事業をいう。 

 (８) 特定事業 建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第138条

第１項各号、第２項各号若しくは第４項各号に掲げる工作物のう

ち規則で定めるものの築造又は第21条の地区まちづくり計画を基

に当該地区まちづくり計画に係る地区の区域内における良好な景

観の保全若しくは形成に対する配慮（以下「景観配慮」という。）

が必要な行為として武蔵野市長（以下「市長」という。）が指定す

るものをいう。 

 (９) 開発等事業 開発事業、特定事業又は建築基準法（昭和25年法

律第201号）第６条第１項（同法第87条第１項又は第88条第１項若

しくは第２項において準用する場合を含む。）若しくは同法第６条

の２第１項（同法第87条第１項又は第88条第１項若しくは第２項

において準用する場合を含む。）に規定する確認の申請（開発事業

又は特定事業に係るものを除く。以下「建築確認申請」という。）

が必要な行為をいう。 

 (10) 開発事業者 開発事業を行おうとする者又は行う者をいう。 

 (11) 特定事業者 特定事業を行おうとする者又は行う者をいう。 

 (12) 開発等事業者 開発等事業を行おうとする者又は行う者をいう。 

 (13) 開発区域 開発事業を行う土地の区域をいう。 

 (14) 開発行為 都市計画法（昭和43年法律第100号。以下「法」とい

う。）第４条第12項の開発行為のうち、法第29条第１項の許可が必

要なものをいう。 

 (15) 建築 建築基準法第２条第13号の建築のうち、建築物を新築し、

又は改築することをいう。 

 (16) 集客施設 飲食店、小売店舗、銀行の店舗、映画館、ボーリング

場、ぱちんこ屋、ホテルその他の不特定又は多数の者が利用する用

途に供する建築物で、規則で定めるものをいう。 

 (17) 中高層建築物 高さが10メートルを超える建築物（第一種低層

住居専用地域及び第二種低層住居専用地域にあっては軒の高さが

７メートルを超える建築物又は地階を除く階数が３以上である建

築物を含む。）をいう。 

 (18) 特定集合住宅等 共同住宅若しくは長屋又は老人ホームその他

これに類するものとして規則で定めるもの（以下「老人ホーム等」
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という。）若しくは寄宿舎であって、人の居住の用に供する独立部

分を15戸（老人ホーム等及び寄宿舎にあっては、15室）以上有する

ものをいう。 

 (19) 公園等 開発事業者が整備する公園、緑地又は広場で日常一般

に開放されるものをいう。 

 (20) 旅館業 旅館業法（昭和23年法律第138号）第２条第２項に規定

する旅館・ホテル営業及び同条第３項に規定する簡易宿所営業を

いう。 

２ この条例に定めるものを除くほか、この条例で使用する用語は、法

及び建築基準法で使用する用語の例による。 

（市の責務） 

第３条 市は、この条例の目的を実現するため、第６条第１項のまちづ

くり計画に基づいて、必要な施策を実施しなければならない。 

２ 市は、市民等及び開発等事業者に対しまちづくりに関する情報を提

供するとともに、市民等の意見が市のまちづくりに反映されるよう努

めなければならない。 

３ 市は、市民等が取り組むまちづくりに関する活動を支援しなければ

ならない。 

（市民等の責務） 

第４条 市民等は、地域のまちづくりに関する活動に主体的に取り組み、

良好なまちづくりの実現に努めなければならない。 

２ 市民等は、市のまちづくりに積極的に参加するとともに、必要な提

案を行うよう努めなければならない。 

（開発等事業者の責務） 

第５条 開発等事業者は、開発等事業が周辺の環境に与える影響に配慮

するとともに、良好な環境が確保されるよう必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

２ 開発等事業者は、市が実施するまちづくりに関する施策に協力しな

ければならない。 

３ 開発等事業者は、開発等事業に伴う紛争の予防及び解決に努めなけ

ればならない。 

 

 

第２章 まちづくり計画等 

（まちづくり計画等） 

第６条 市におけるまちづくりに関する計画（以下「まちづくり計画」と

いう。）は、次に掲げる計画とする。 

 (１) 武蔵野市自治基本条例（令和２年３月武蔵野市条例第２号）第

23条第１項の規定により策定する武蔵野市長期計画 

 (２) 法第18条の２第１項の規定により定める武蔵野市都市計画マス

タープラン（以下この章において「都市計画マスタープラン」とい

う。） 

 (３) 前２号に掲げるもののほか、市のまちづくりの基本となる計画

で、市長が指定するもの 

２ 市、市民等及び開発等事業者は、まちづくり計画を遵守しなければ

ならない。 

３ 市、市民等及び開発等事業者は、武蔵野市景観ガイドライン（市の良

好な景観の保全又は形成に関する指針として市長が定めるものをいう。

以下「景観ガイドライン」という。）を遵守するよう努めなければなら

ない。 

（都市計画マスタープランの変更の手続） 

第７条 市長は、都市計画マスタープランを変更する場合であって、そ

の変更の案の内容となるべき事項（以下この条において「変更の原案」

という。）を作成しようとするときは、当該変更の原案に市民等の意見

を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市長は、変更の原案を作成したときは、その旨並びに当該変更の原

案の縦覧の場所及び期間を公告し、当該変更の原案を当該公告の日か

ら４週間公衆の縦覧に供するものとする。 

３ 市民等は、前項の規定による公告があったときは、当該公告の日か

ら同項の縦覧期間満了の日までに、当該変更の原案について、市長に

対し意見書を提出することができる。 

４ 市長は、都市計画マスタープランの変更の案（以下この条において

「変更の案」という。）を作成したときは、その旨並びに当該変更の案

の縦覧の場所及び期間を公告するとともに、当該変更の案に前項の規

定により提出された意見書の要旨及び当該意見書に対する市長の見解

を記載した書面を添えて、当該公告の日から２週間公衆の縦覧に供す

るものとする。 

５ 市民等は、前項の規定による公告があったときは、当該公告の日か

ら同項の縦覧期間満了の日までに、当該変更の案について、市長に対

し意見書を提出することができる。 

６ 市長は、都市計画マスタープランの変更を決定しようとするときは、

変更の案に前項の規定により提出された意見書の要旨を記載した書面

を添えて、武蔵野市都市計画審議会条例（昭和44年12月武蔵野市条例

第36号）第１条の武蔵野市都市計画審議会（以下「都市計画審議会」と

いう。）の意見を聴くものとし、当該意見を考慮して都市計画マスター

プランの変更を決定するものとする。 

７ 市長は、都市計画マスタープランの変更を決定したときは、その旨

を公告するとともに、当該変更後の都市計画マスタープランに第５項

の規定により提出された意見書の要旨及び当該意見書に対する市長の

見解を記載した書面を添えて、当該公告の日から２週間公衆の縦覧に

供するものとする。 

（都市計画マスタープランの変更の手続の特例） 

第８条 市長は、法第19条第１項の規定による都市計画の決定又は法第

21条第１項の規定による都市計画の変更に伴い、都市計画マスタープ

ランの一部を変更する必要があると認めるときは、前条第１項から第

３項までの規定を適用しないことができる。 

２ 前項に規定するもののほか、市長は、緊急に都市計画マスタープラ

ンの一部を変更する必要があると認めるときは、前条第１項から第３

項までの規定を適用しないことができる。 

 

 

第３章 まちづくり委員会及び景観専門委員 

（まちづくり委員会の設置等） 

第９条 市のまちづくりに関する事項（法第77条の２第１項の規定によ

る都市計画審議会の調査審議に係る事項を除く。）を審議するため、武

蔵野市まちづくり委員会（以下「まちづくり委員会」という。）を置く。 

２ まちづくり委員会は、市長の求めに応じ、市のまちづくりに関して

市長に意見を述べることができる。 

３ まちづくり委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定

める。 

（調整会の主宰） 

第10条 第61条第１項の調整会は、まちづくり委員会が主宰するものと

する。 

（景観専門委員の設置等） 

第10条の２ 市の景観の保全又は形成に関する事項を検討するため、武

蔵野市景観専門委員（以下「景観専門委員」という。）を置く。 

２ 景観専門委員は、景観の保全又は形成に関し専門的な知識を有する

者のうちから、市長が委嘱する。 

３ 景観専門委員は、市長の求めに応じ、市の景観の保全又は形成に関

して市長に意見を述べることができる。 

４ 景観専門委員について必要な事項は、規則で定める。 

（まちづくり委員会及び景観専門委員の連携） 

第10条の３ まちづくり委員会及び景観専門委員は、市のまちづくりに

資するため、必要に応じて、相互に連携するものとする。 

 

 

第４章 都市計画等の決定等に関する手続 

第１節 都市計画の決定等に関する手続 
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（都市計画の案の作成の手続） 

第11条 市長は、都市計画の案（地区計画等に関するものを除く。以下こ

の節において同じ。）を作成しようとするときは、その旨及び次に掲げ

る事項を公告し、当該都市計画の案の内容となるべき事項（以下この

条において「都市計画の原案」という。）に当該都市計画の決定又は変

更をしようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から３

週間公衆の縦覧に供するとともに、住民等を対象とする当該都市計画

の原案に関する説明会を開催するものとする。 

 (１) 都市計画の種類、名称、位置及び区域 

 (２) 都市計画の原案の概要 

 (３) 都市計画の原案の縦覧の場所及び期間 

 (４) 説明会の開催の日時及び場所 

２ 法第17条第２項の住民及び利害関係人は、前項の規定による公告が

あったときは、当該公告の日から同項の縦覧期間満了の日までに、当

該都市計画の原案について、市長に対し意見書を提出することができ

る。 

３ 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において、必要と認

めるときは、都市計画審議会の意見を聴くことができる。 

４ 市長は、規則で定める軽微な都市計画の決定又は変更については、

第１項及び第２項の規定を適用しないことができる。 

５ 市長は、法第15条の２第１項の規定による申出に係る東京都が定め

る都市計画の案の内容となるべき事項を作成しようとするときは、第

１項及び第２項に規定する手続を経るよう努めるものとする。 

（都市計画の決定等の手続） 

第12条 市長は、法第17条第１項（法第21条第２項において準用する場

合を含む。）の規定により都市計画の案を縦覧に供するときは、併せ

て、前条第２項の規定により提出された意見書の要旨及び当該意見書

に対する市長の見解を記載した書面を添えるものとする。 

２ 市長は、法第20条第１項（法第21条第２項において準用する場合を

含む。）の規定による告示をしたときは、法第17条第２項の規定により

提出された意見書の要旨及び当該意見書に対する市長の見解を記載し

た書面を当該告示の日から２週間公衆の縦覧に供するものとする。 

第２節 都市計画の決定等の提案に関する手続 

（都市計画提案をすることができる団体） 

第13条 法第21条の２第２項の条例で定める団体は、次に掲げる団体と

する。 

 (１) 第22条第１項の地区まちづくり協議会 

 (２) 市の区域内に存する団体のうち、規則で定める要件を満たす団

体であって、市長が認めるもの 

（都市計画提案をすることができる面積の規模） 

第14条 都市計画法施行令（昭和44年政令第158号。以下「令」という。）

第15条ただし書の規定により条例で定める法第21条の２第１項又は第

２項の規定による都市計画の決定又は変更の提案（以下この節におい

て「都市計画提案」という。）に係る面積の規模は、3,000平方メ－ト

ルとする。 

２ 前条に規定する団体が都市計画提案をする場合においては、法第21

条の２第２項に規定する土地の区域の過半が当該団体について定めら

れる土地の区域でなければならない。 

（都市計画提案に係る判断等） 

第15条 市長は、都市計画提案があったときは、その旨を公表するとと

もに、当該都市計画提案に係る都市計画の素案を当該公表の日から次

項の規定による公表の日まで公衆の縦覧に供するものとする。 

２ 市長は、法第21条の３の規定による判断（以下この節において「都市

計画提案に係る判断」という。）をしたときは、その旨及び当該都市計

画提案に係る判断の内容を当該都市計画提案をした者に通知するとと

もに、当該都市計画提案に係る判断をした旨を公表し、当該都市計画

提案に係る判断の内容を記載した書面に当該都市計画提案に係る都市

計画の素案を添えて、当該公表の日から２週間公衆の縦覧に供するも

のとする。 

（都市計画提案に係る判断の基準） 

第16条 都市計画提案に係る判断は、法令に規定するもののほか、次に

定める基準に基づいて行うものとする。 

 (１) 都市計画提案に係る都市計画の内容がまちづくり計画に適合す

るものであること。 

 (２) 都市計画提案に係る都市計画の内容について、規則で定める合

理的な根拠があること。 

 (３) 都市計画提案に係る土地の区域について、規則で定める合理的

な根拠があること。 

 (４) 都市計画提案に係る都市計画の内容について、規則で定めると

ころにより、住民等の意見の聴取を行っていること。 

 (５) 都市計画提案に係る都市計画の内容が、関係する条例及び規則

の規定に適合していること。 

第３節 地区計画等の決定等に関する手続 

（地区計画等の案の作成の手続等） 

第17条 法第16条第２項の規定による地区計画等の案の作成の手続及び

同条第３項の地区計画等の案の内容となるべき事項（以下この節にお

いて「地区計画等の住民原案」という。）の申出の方法については、こ

の節の定めるところによる。 

（地区計画等の住民原案の申出の要件） 

第18条 地区計画等の住民原案の申出をすることができる者は、次の各

号のいずれかに該当する者とする。 

 (１) 地区計画等の住民原案に係る区域内の土地所有者等 

 (２) まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立され

た特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第２条第２項の特定

非営利活動法人であって、その事務所の所在地が市の区域内にある

もの 

 (３) 第13条に規定する団体の代表者 

２ 地区計画等の住民原案の申出の要件は、次に定めるとおりとする。 

 (１) 地区計画等の住民原案が法その他関係法令に適合していること。 

 (２) 地区計画等の住民原案に係る区域は一団の土地であり、かつ、

当該区域の面積の規模は3,000平方メートル以上であること。 

 (３) 地区計画等の住民原案に係る土地の区域（当該地区計画等の住

民原案に土地利用の規制の緩和に関する事項を含むときは、当該区

域及びその周辺の区域）の住民等を対象とする当該地区計画等の住

民原案の申出に関する説明会を開催し、その意見を聴取しているこ

と。 

 (４) 地区計画等の住民原案に係る土地（国又は地方公共団体の所有

している土地で公共施設（道路、公園その他公共の用に供する施設を

いう。以下同じ。）の用に供されているものを除く。以下この条にお

いて同じ。）の区域内の土地の土地所有者等の２分の１以上の同意

（同意をした者が所有する当該区域内の土地の地積と同意をした者

が有する借地権の目的となっている当該区域内の土地の地積の合計

が、当該区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の

総地積との合計の２分の１以上となる場合に限る。）を得ているこ

と。 

（地区計画等の住民原案の申出の手続等） 

第19条 地区計画等の住民原案の申出をしようとする者は、規則で定め

る書類を市長に提出しなければならない。 

２ 地区計画等の住民原案の申出をしようとする者は、当該申出の前に、

規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 

３ 市長は、地区計画等の住民原案の申出があったときは、その旨を公

表するとともに、当該地区計画等の住民原案を当該公表の日から第６

項の規定による公表の日まで公衆の縦覧に供するものとする。 

４ 市長は、地区計画等の住民原案の申出があったときは、当該地区計

画等の住民原案の申出を踏まえた地区計画等（当該申出に係る地区計

画等の住民原案の内容の全部又は一部を実現することとなる地区計画

等をいう。以下この節において同じ。）の決定又は変更をする必要があ

るかどうかの判断（以下この節において「地区計画等の住民原案の申
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出に係る判断」という。）をし、当該地区計画等の決定又は変更をする

必要があると認めるときは、地区計画等の案の内容となるべき事項（以

下この節において「地区計画等の市原案」という。）を作成するものと

する。 

５ 第16条の規定は、地区計画等の住民原案の申出に係る判断について

準用する。この場合において、同条中「都市計画提案」とあるのは「地

区計画等の住民原案の申出」と、「都市計画」とあるのは「地区計画等」

とする。 

６ 市長は、地区計画等の住民原案の申出に係る判断をしたときは、そ

の旨及び当該地区計画等の住民原案の申出に係る判断の内容を当該地

区計画等の住民原案の申出をした者に通知するとともに、当該地区計

画等の住民原案の申出に係る判断をした旨を公表し、当該地区計画等

の住民原案の申出に係る判断の内容を記載した書面に当該地区計画等

の住民原案を添えて、当該公表の日から２週間公衆の縦覧に供するも

のとする。 

７ 市長は、地区計画等の住民原案の申出に係る判断をし、当該地区計

画等の決定又は変更をする必要がないと認めるときは、前項の規定に

よる通知をするにあたり、あらかじめ、都市計画審議会に当該地区計

画等の住民原案を提出してその意見を聴かなければならない。 

（地区計画等の案の作成の手続等） 

第20条 市長は、地区計画等の案を作成しようとするときは、その旨及

び次に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の市原案に当該地区計画

等の決定又は変更をしようとする理由を記載した書面を添えて、当該

公告の日から３週間公衆の縦覧に供するものとする。 

 (１) 地区計画等の種類、名称、位置及び区域 

 (２) 地区計画等の市原案の縦覧の場所及び期間 

２ 前項に定めるもののほか、市長は、地区計画等の案を作成しようと

する場合において、必要と認めるときは、当該地区計画等の案に関す

る説明会の開催その他の措置を講ずるものとする。 

３ 法第16条第２項に規定する者は、第１項の規定による公告があった

ときは、当該公告の日から同項の縦覧期間満了の日までに、当該地区

計画等の市原案について、市長に対し意見書を提出することができる。 

４ 市長は、法第19条第１項（法第21条第２項において準用する場合を

含む。）の規定により地区計画等の住民原案の申出を踏まえた地区計

画等の案を都市計画審議会に付議しようとするときは、当該地区計画

等の案に併せて、当該地区計画等の住民原案を提出するものとする。 

５ 市長は、法第17条第１項（法第21条第２項において準用する場合を

含む。）の規定により地区計画等の案を縦覧に供するときは、併せて、

第３項の規定により提出された意見書の要旨及び当該意見書に対する

市長の見解を記載した書面を添えるものとする。 

第４節 地区まちづくり計画 

（地区まちづくり計画の認定） 

第21条 市長は、次条第１項の地区まちづくり協議会が定める当該地区

のまちづくりに関する計画（面積が1,000平方メ－トル以上の一団の土

地において、開発事業その他土地の利用、環境の保全等に関する基準

等を定め、当該地区の住民等が主体となって、当該地区の特性を生か

したまちづくりを推進するための計画をいう。）を、地区まちづくり計

画として認定することができる。 

（地区まちづくり協議会の認定等） 

第22条 市長は、住民等による団体で、規則で定める要件を満たすもの

を地区まちづくり協議会として認定することができる。 

２ 前項の規定による認定を受けようとする団体の代表者は、規則で定

めるところにより、市長に申請しなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による認定をしたときはその旨を前項の規定

による申請をした者に通知するとともに、これを公表し、当該認定を

しないときはその旨を当該者に通知するものとする。 

４ 第１項の規定による認定を受けた地区まちづくり協議会の代表者は、

同項に規定する要件に関する事項について変更があったときは、規則

で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 

５ 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公表する

ものとする。 

６ 市長は、地区まちづくり協議会の代表者から当該地区まちづくり協

議会の解散の届出があったときは、第１項の規定による認定を取り消

し、その旨を公表するものとする。 

７ 市長は、地区まちづくり協議会が第１項に規定する要件を満たさな

いこととなったとき又はその活動がこの条例の目的若しくはその会則、

規約等に反することとなったと認めるときは、同項の規定による認定

を取り消すことができる。 

８ 市長は、前項の規定による取消しをするときは、その旨を当該地区

まちづくり協議会の代表者に通知するとともに、これを公表するもの

とする。 

（地区まちづくり計画の認定の申請） 

第23条 地区まちづくり協議会の代表者は、第21条の規定による認定を

受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しな

ければならない。 

２ 地区まちづくり協議会は、前項の規定による申請をしようとすると

きは、次に掲げる要件を満たさなければならない。 

 (１) 地区まちづくり計画が法その他関係法令に適合していること。 

 (２) 地区まちづくり計画に係る地区の区域内の住民等を対象とする

当該地区まちづくり計画に関する説明会を開催し、その意見を聴取

していること。 

 (３) 地区まちづくり計画に係る土地（国又は地方公共団体の所有し

ている土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この条

において同じ。）の区域内の土地の土地所有者等の２分の１以上の同

意（同意をした者が所有する当該区域内の土地の地積と同意をした

者が有する借地権の目的となっている当該区域内の土地の地積の合

計が、当該区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地

の総地積との合計の２分の１以上となる場合に限る。）を得ているこ

と。 

（地区まちづくり計画の認定の手続） 

第24条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その旨

を公表するとともに、当該申請に係る地区まちづくり計画の案を当該

公表の日から第５項の規定による公表の日まで公衆の縦覧に供するも

のとする。 

２ 住民等は、前項の規定による公表があったときは、当該公表の日か

ら２週間以内に、当該地区まちづくり計画の案について、市長に対し

意見書を提出することができる。 

３ 市長は、前項の規定により意見書が提出されたときは、当該意見書

の写しを当該地区まちづくり協議会の代表者に送付するものとする。 

４ 地区まちづくり協議会の代表者は、前項の規定による意見書の写し

の送付を受けたときは、速やかに、当該意見書に対する回答書を市長

に提出しなければならない。 

５ 市長は、前項の規定により回答書が提出されたときは、その旨を公

表するとともに、第２項の規定により提出された意見書及び当該回答

書に当該地区まちづくり計画の案を添えて、当該公表の日から第９項

の規定による公表の日まで公衆の縦覧に供するものとする。 

６ 市長は、第２項の規定により提出された意見書及び第４項の規定に

より提出された回答書の内容を考慮し、地区まちづくり計画として認

定するかどうかを判断するものとする。 

７ 第16条の規定は、前項の規定による判断について準用する。この場

合において、同条中「都市計画提案に係る判断」とあるのは「第24条第

６項の規定による判断」と、「都市計画提案に係る都市計画」とあるの

は「地区まちづくり計画」と、「都市計画提案に係る土地」とあるのは

「地区まちづくり計画に係る土地」と読み替えるものとする。 

８ 市長は、次項の規定による認定をしようとする場合において、必要

と認めるときは、まちづくり委員会の意見を聴くことができる。 

９ 市長は、第６項の規定による判断をし、当該地区まちづくり計画を

認定し、又は認定しないことを決定したときは、その旨及び当該判断
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の内容を当該地区まちづくり協議会の代表者に通知するとともに、当

該判断をした旨を公表し、当該判断の内容を記載した書面に当該地区

まちづくり計画の案並びに第２項の規定により提出された意見書及び

第４項の規定により提出された回答書を添えて、当該公表の日から２

週間公衆の縦覧に供するものとする。 

（地区まちづくり計画の変更等） 

第24条の２ 次項に定める場合を除くほか、前２条の規定は、地区まち

づくり計画の変更（規則で定める軽微な変更を除く。）又は廃止につい

て準用する。 

２ 前条第９項の規定による認定を受けた地区まちづくり計画に係る地

区の区域（以下この項において「現区域」という。）に隣接する区域を

現区域に追加する変更をしようとする場合は、当該追加する区域につ

いて、前２条の規定を準用する。この場合において、第23条第２項第１

号中「地区まちづくり計画」とあるのは「第24条の２第２項に規定する

追加する区域に係る地区まちづくり計画（以下単に「地区まちづくり

計画」という。）」と、同項第２号中「住民等」とあるのは「住民等及

び第24条の２第２項に規定する現区域に係る地区まちづくり協議会」

と読み替えるものとする。 

３ 市長は、第22条第６項又は第７項の規定により地区まちづくり協議

会の認定を取り消したときは、当該地区まちづくり協議会に係る前条

第９項の規定による地区まちづくり計画の認定を取り消すことができ

る。この場合において、市長が必要と認めるときは、まちづくり委員会

の意見を聴くことができる。 

４ 市長は、前項の規定により地区まちづくり計画の認定を取り消すこ

とを決定したときは、その旨を公表するとともに、当該取消しの内容

を記載した書面及び当該地区まちづくり計画を当該公表の日から２週

間公衆の縦覧に供するものとする。 

（地区まちづくり計画の推進） 

第25条 市長及び地区まちづくり協議会は、第24条第９項（前条第１項

及び第２項において準用する場合を含む。）の規定により地区まちづ

くり計画が認定されたときは、当該地区まちづくり計画に係る協定を

締結し、その実現に努めるものとする。 

（地区まちづくり景観誘導基準） 

第25条の２ 市長は、第21条の規定により地区まちづくり計画の認定を

したときは、地区まちづくり景観誘導基準（当該地区まちづくり計画

を基にした当該地区まちづくり計画に係る地区の区域内における良好

な景観の保全又は形成に関する基準をいう。以下同じ。）を定めること

ができる。 

２ 市長は、前項の規定により地区まちづくり景観誘導基準を定めよう

とするときは、あらかじめ、当該地区まちづくり景観誘導基準に係る

地区まちづくり計画に係る地区まちづくり協議会の意見を聴かなけれ

ばならない。地区まちづくり景観誘導基準の変更（規則で定める軽微

な変更を除く。）をしようとする場合も、同様とする。 

３ 市長は、第24条の２第３項の規定により地区まちづくり景観誘導基

準に係る地区まちづくり計画の認定を取り消したときその他規則で定

める事由に該当するときは、当該地区まちづくり景観誘導基準を廃止

することができる。 

（地区まちづくり準備会） 

第26条 住民等は、地区まちづくり協議会を設立することを目的として、

地区まちづくり準備会を設立することができる。 

２ 住民等は、前項の地区まちづくり準備会を設立したときは、規則で

定めるところにより、その旨を市長に届け出て、その登録を受けるこ

とができる。 

第４節の２ 景観まちづくり協定 

（景観まちづくり協定の登録） 

第26条の２ 市長は、規則で定める要件を満たす住民等が締結した協定

（良好な景観の保全又は形成に関する基準を定め、当該住民等が主体

となって、当該協定で定める地区の特性を生かした良好な景観の保全

又は形成を図るための協定をいう。）を、景観まちづくり協定として登

録することができる。 

（景観まちづくり協定の登録の届出） 

第26条の３ 前条の住民等は、同条の規定による登録を受けようとする

ときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

この場合において、当該届出に係る協定は、法その他関係法令に適合

しているものでなければならない。 

（景観まちづくり協定の登録の手続） 

第26条の４ 市長は、前条の規定による届出があったときは、その内容

を審査し、景観まちづくり協定として登録するかどうかを判断するも

のとする。 

２ 第16条（第４号の規定を除く。）の規定は、前項の規定による判断に

ついて準用する。この場合において、同条中「都市計画提案に係る判

断」とあるのは「第26条の４第１項の規定による判断」と、「都市計画

提案に係る都市計画」とあるのは「景観まちづくり協定」と、「都市計

画提案に係る土地」とあるのは「景観まちづくり協定に係る土地」と読

み替えるものとする。 

３ 市長は、次項の規定による登録をしようとする場合において、必要

と認めるときは、まちづくり委員会の意見を聴くことができる。 

４ 市長は、第１項の規定による判断をし、当該景観まちづくり協定を

登録し、又は登録しないことを決定したときはその旨及び当該判断の

内容を当該登録の届出をした住民等に通知するとともに、登録するこ

とを決定したときは当該判断をした旨及び当該景観まちづくり協定の

内容を公表するものとする。 

（景観まちづくり協定の変更等） 

第26条の５ 前２条の規定は、景観まちづくり協定の変更（規則で定め

る軽微な変更を除く。）について準用する。 

２ 市長は、第26条の２の規定による登録を受けた景観まちづくり協定

に係る届出を行った住民等（以下この条において「住民等」という。）

から当該登録の取消しの届出があったときは、当該登録を取り消し、

その旨を公表するものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市長は、住民等の活動がこの条例の目的

に反することとなったと認めるときは、第26条の２の規定による登録

を取り消すことができる。 

４ 市長は、前項の規定による取消しをするときは、その旨を住民等に

通知するとともに、その旨を公表するものとする。 

第５節 建築協定 

（建築協定） 

第27条 建築基準法第69条の規定に基づき、市の区域内において、土地

の所有者又は建築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権（臨時

設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。）

を有する者は、当該土地について一定の区域を定め、住宅地としての

環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を

増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物

の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準につ

いての協定（以下この節において「建築協定」という。）を締結するこ

とができる。 

２ 建築協定の内容は、建築基準法第６条第１項の建築基準関係規定に

適合するものでなければならない。 

３ 前２項に定めるもののほか、建築協定に関し必要な事項は、規則で

定める。 

 

 

第５章 開発事業等の調整の仕組み 

第１節 建築計画に関する事前調整 

（建築計画に関する事前調整） 

第28条 建築確認申請を行おうとする建築主又は特定事業を行おうとす

る者は、当該建築確認申請又は特定事業に係る計画について、市長が

別に定める手続により、あらかじめ、市長とまちづくりに関する調整

（以下この条において「事前調整」という。）を行わなければならない。 
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２ 市長は、事前調整において、まちづくり計画と整合した良好なまち

づくりを推進するために必要があると認めるときは、当該事前調整を

行う者に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。 

第２節 大規模土地取引の届出等 

（大規模土地取引行為の届出） 

第29条 市の区域内の土地について、面積が3,000平方メートル以上の一

団の土地に関する所有権、地上権若しくは賃借権又はこれらの権利の

取得を目的とする権利（以下この節において「土地に関する権利」とい

う。）を有する者は、当該土地に関する権利の移転又は設定（対価を得

て行われる移転又は設定に限る。）を行う契約（予約を含む。以下「大

規模土地取引行為」という。）を締結しようとする場合は、当該大規模

土地取引行為を締結しようとする日の３月前までに、規則で定めると

ころにより、その内容を市長に届け出なければならない。ただし、市長

がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。 

（大規模土地取引行為に係る土地の利用に関する助言） 

第30条 市長は、前条の規定による届出があった場合において、当該届

出の内容をまちづくり計画の主旨に照らして必要があると認めるとき

は、当該届出を行った者に対し、当該届出があった大規模土地取引行

為に係る土地の利用について助言を行うことができる。 

（権利取得者による届出） 

第31条 大規模土地取引行為により土地に関する権利の移転又は設定を

受けることとなる者（以下「権利取得者」という。）は、当該大規模土

地取引行為を締結したときは、当該締結した日から２週間以内に、規

則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出をした者

に対して、当該届出があった大規模土地取引行為に係る土地に関し必

要な情報の提供を行うものとする。 

（権利取得者による開発事業に関する標識の設置等） 

第32条 権利取得者は、前条第１項の規定による届出を行った日から１

週間以内に、規則で定めるところにより、当該大規模土地取引行為に

係る土地の区域内に予定する開発等事業に関する事項を表示する標識

を設置しなければならない。ただし、当該大規模土地取引行為の目的

が開発等事業を行うものでない場合は、この限りでない。 

２ 権利取得者は、前項の規定により標識を設置したときは、当該設置

した日から１週間以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長

に届け出なければならない。 

３ 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公表する

とともに、当該届出に係る書類及び前条第１項の規定による届出に係

る書類を公衆の縦覧に供するものとする。 

（大規模土地取引行為に係る土地の利用に対する意見書の提出等） 

第32条の２ 住民等は、前条第３項の規定による公表があった日から２

週間以内に、当該大規模土地取引行為に係る土地の利用について、市

長に対し、意見書（まちづくり計画に関連するものに限る。）を提出す

ることができる。 

２ 市長は、前項の規定による意見書の提出を受けたときは、速やかに、

当該意見書の写しを権利取得者に送付するものとする。この場合にお

いて、まちづくり計画に照らして必要があると認めるときは、市長の

見解を記載した書面を添えることができる。 

３ 権利取得者は、前項前段の規定により意見書の写しの送付を受けた

場合において、当該意見書に市長の見解を記載した書面が添付されて

いるときは、市長に対し、第３節以降の手続を開始する前までに、当該

意見書及び市長の見解に対する見解書を提出しなければならない。 

４ 市長は、前項の規定による見解書の提出を受けたときは、その旨を

公表するとともに、当該見解書を公衆の縦覧に供するものとする。 

第３節 大規模開発事業の手続 

（大規模開発事業の手続） 

第33条 次の各号のいずれかに掲げる行為（以下「大規模開発事業」とい

う。）を行おうとする者は、第40条第１項の規定による開発基本計画の

届出の前に、この節及び第８節（第61条第１項に規定する調整会が開

催される場合に限る。）に規定する手続を完了しなければならない。 

 (１) 面積が3,000平方メートル以上である土地の区域における開発

行為、建築、自動車駐車場（車路の部分及び管理室その他これに類す

る部分を含む。以下同じ。）の設置又は墓地（墓地、埋葬等に関する

法律（昭和23年法律第48号）第２条第５項の墓地をいう。以下同じ。）

の設置（寺院、教会等礼拝の施設の敷地内における設置及び墓地の区

域の変更による設置を除く。以下「墓地の設置」という。） 

 (２) 延べ面積が3,000平方メートルを超え、かつ、高さが15メートル

を超える建築物の建築 

 (３) 集客施設であって、当該集客施設の用途に供する部分（自動車

駐車場及び自転車駐車場（原動機付自転車の駐車の用に供する部分

を含む。以下同じ。）の用途に供する部分を除く。）の床面積の合計

が1,000平方メートル以上であるものの建築 

 (４) 既存の建築物の用途の変更であって、当該用途の変更をする部

分が前号に規定する建築物となるもの（規則で定める類似する用途

に変更するものを除く。） 

 (５) 既存の建築物の増築であって、当該増築をする部分が第２号又

は第３号に規定する建築物となるもの 

 (６) 既存の自動車駐車場の増築又は増設であって、当該増築又は増

設をする部分が第１号に規定する自動車駐車場となるもの 

（大規模開発基本構想の届出等） 

第34条 大規模開発事業を行おうとする者は、規則で定めるところによ

り、当該大規模開発事業に係る土地の利用に関する事項（以下「大規模

開発基本構想」という。）を市長に届け出なければならない。この場合

において、権利取得者が大規模開発事業を行おうとするときは、第32

条の２の規定による意見書の写しを受理した後でなければ、届出をす

ることができない。 

２ 市長は、前項の規定による大規模開発基本構想の届出があったとき

は、その旨を公表するとともに、当該大規模開発基本構想を公衆の縦

覧に供するものとする。 

（大規模開発基本構想に係る標識の設置等） 

第35条 大規模開発事業を行おうとする者は、前条第１項の規定による

届出を行った日から１週間以内に、規則で定めるところにより、当該

大規模開発事業に係る土地の区域内に当該大規模開発基本構想に関す

る事項を表示する標識を設置しなければならない。 

２ 大規模開発事業を行おうとする者は、前項の規定により標識を設置

したときは、当該設置した日から１週間以内に、規則で定めるところ

により、その旨を市長に届け出なければならない。 

（大規模開発基本構想に係る事前協議） 

第35条の２ 大規模開発事業を行おうとする者は、規則で定めるところ

により、当該大規模開発基本構想のうち景観に関する事項について、

別表第２ 13の部に定める基準に従うよう、あらかじめ、市長と当該

事項に関する協議（以下この条において「事前協議」という。）をしな

ければならない。 

２ 市長は、事前協議に際し、前項の事項について景観専門委員の意見

を聴くための会議（以下この条において「景観検討会議」という。）を

開催しなければならない。ただし、特に必要がないと認めるときは、こ

の限りでない。 

３ 市長は、必要と認めるときは、景観検討会議に大規模開発事業を行

おうとする者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。 

４ 市長は、事前協議が終了したときは、当該事前協議の結果を当該事

前協議をした者に通知するとともに、当該事前協議が終了した旨を公

表し、当該事前協議の結果の概要を記載した書面を公衆の縦覧に供す

るものとする。 

（大規模開発基本構想に関する説明会の開催等） 

第36条 大規模開発事業を行おうとする者は、第35条第１項の規定によ

り標識を設置し、及び前条第４項の規定による通知を受けた後、近隣

関係住民を対象とする当該大規模開発基本構想に関する説明会を開催

し、これを周知しなければならない。 



41 

２ 大規模開発事業を行おうとする者は、前項の規定により説明会を開

催しようとするときは、当該開催しようとする日の１週間前までに、

規則で定めるところにより、近隣関係住民及び市長に対し、その旨を

通知しなければならない。 

３ 大規模開発事業を行おうとする者は、第１項の規定により説明会を

開催したときは、当該開催した日から１週間以内に、規則で定めると

ころにより、当該説明会の内容を市長に報告しなければならない。 

４ 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告を受けた

日から１週間以内に、その旨を公表するとともに、当該報告に係る書

類を公衆の縦覧に供するものとする。 

（大規模開発基本構想に対する意見書の提出等） 

第37条 近隣関係住民は、前条第１項の規定により説明会が開催された

日から２週間以内に、当該大規模開発基本構想について、当該大規模

開発事業を行おうとする者に対し意見書を提出することができる。 

２ 大規模開発事業を行おうとする者は、前項の規定による意見書の提

出を受けたときは、速やかに、当該意見書の写しを市長に送付しなけ

ればならない。 

（大規模開発基本構想に対する市長の意見の提示） 

第38条 市長は、第34条第１項の規定による大規模開発基本構想の届出

があった場合において、当該大規模開発基本構想をまちづくり計画並

びに第５節及び第６節に規定する基準に照らして必要があると認める

ときは、当該届出の日から第36条第１項の規定により説明会が開催さ

れた日から２週間を経過する日までに、当該大規模開発事業を行おう

とする者に対し、当該大規模開発基本構想に対する市長の意見を書面

で提示することができる。 

２ 市長は、前項の規定による意見の提示をしたときは、その旨を公表

するとともに、当該意見の提示に係る書類を公衆の縦覧に供するもの

とする。 

（大規模開発基本構想に対する意見に対する見解書の提出等） 

第39条 大規模開発事業を行おうとする者は、第37条第１項の規定によ

る意見書の提出又は前条第１項の規定による市長の意見の提示を受け

たときは、それぞれ当該意見書の提出をした近隣関係住民又は市長に

対し、これらの意見に対する見解書を提出しなければならない。 

２ 大規模開発事業を行おうとする者は、前項の規定により近隣関係住

民に対し見解書を提出したときは、速やかに、当該見解書の写しを市

長に送付しなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による市長の意見に対する見解書の提出又は

前項の規定による近隣関係住民の意見書に対する見解書の写しの送付

を受けたときは、その旨を公表するとともに、当該市長の意見に対す

る見解書又は当該近隣関係住民の意見書に対する見解書の写しを公衆

の縦覧に供するものとする。 

第４節 開発事業の手続 

（開発基本計画の届出等） 

第40条 次の各号のいずれかに掲げる行為（以下「一般開発事業」とい

う。）又は大規模開発事業を行おうとする者は、規則で定めるところに

より、当該開発事業に係る土地の利用に関する事項（以下「開発基本計

画」という。）を市長に届け出なければならない。 

 (１) 面積が3,000平方メートル未満である土地の区域における開発

行為 

 (２) 面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満である土地

の区域における自動車駐車場の建築又は設置 

 (３) 面積が3,000平方メートル未満である土地の区域における中高

層建築物の建築（第33条第２号に掲げる建築を除く。） 

 (４) 面積が3,000平方メートル未満である土地の区域における特定

集合住宅等の建築 

 (５) 面積が3,000平方メートル未満である土地の区域における集客

施設であって、当該集客施設の用途に供する部分（自動車駐車場及び

自転車駐車場の用途に供する部分を除く。）の床面積の合計が500平

方メートル以上1,000平方メートル未満であるものの建築 

 (６) 面積が300平方メートル以上3,000平方メートル未満である土地

の区域における墓地の設置 

 (７) 既存の建築物の用途の変更であって、当該用途の変更をする部

分が床面積の合計が500平方メートル以上1,000平方メートル未満の

集客施設の用途に供する部分（自動車駐車場及び自転車駐車場の用

途に供する部分を除く。）となるもの（規則で定める類似する用途に

変更するものを除く。） 

 (８) 既存の自動車駐車場の増築若しくは増設であって、当該増築若

しくは増設をする部分が第２号に規定する自動車駐車場となるもの

又は既存の建築物の増築であって、当該増築をする部分がアからウ

までに規定する建築物となるもの 

  ア 中高層建築物（第33条第２号に掲げる建築物を除く。） 

  イ 特定集合住宅等 

  ウ 集客施設であって、当該集客施設の用途に供する部分（自動車

駐車場及び自転車駐車場の用途に供する部分を除く。）の床面積の

合計が500平方メートル以上1,000平方メートル未満であるもの 

２ 市長は、第１項の規定による開発基本計画の届出があったときは、

その旨を公表するとともに、当該開発基本計画を公衆の縦覧に供する

ものとする。 

３ 第１項の規定による開発基本計画の届出は、規則で定める手続（２

以上の手続を行う場合は、最初の手続。以下この項において同じ。）を

行う日の60日前までに行わなければならない。ただし、当該規則で定

める手続を必要としない開発事業については、当該開発事業に関する

工事に着手する日の60日前までに行わなければならない。 

４ 市長は、第１項の規定による開発基本計画の届出があったときは、

当該開発事業を行おうとする者に対して、当該開発基本計画の内容に

関し必要な情報の提供を行うものとする。 

（開発基本計画の変更の届出等） 

第40条の２ 開発事業を行おうとする者は、前条の規定による届出後第

46条第２項の規定による協議の申請までの間に、当該開発基本計画の

変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、そ

の旨を市長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による変更の届出（規則で定める軽微な変更の届出を除

く。）をした開発事業を行おうとする者は、近隣関係住民を対象とする

説明会を行うことその他市長が必要と認める措置をとらなければなら

ない。 

（開発基本計画に係る標識の設置等） 

第41条 開発事業を行おうとする者は、第40条第１項の規定による届出

を行った日から１週間以内に、規則で定めるところにより、当該開発

基本計画に係る土地の区域内に当該開発基本計画に関する事項を表示

する標識を設置しなければならない。 

２ 開発事業を行おうとする者は、前項の規定により標識を設置したと

きは、当該設置した日から１週間以内に、規則で定めるところにより、

その旨を市長に届け出なければならない。 

３ 開発事業を行おうとする者は、第１項の標識に表示した事項に変更

が生じたときは、当該標識の表示を変更するとともに、当該表示を変

更した日から１週間以内に、規則で定めるところにより、その旨を市

長に届け出なければならない。 

（開発基本計画に係る事前協議） 

第41条の２ 開発事業を行おうとする者は、規則で定めるところにより、

当該開発基本計画のうち景観に関する事項について、別表第２ 13の

部に定める基準に従うよう、あらかじめ、市長と当該事項に関する協

議（以下この条において「事前協議」という。）をしなければならない。 

２ 市長は、事前協議に際し、前項の事項について景観専門委員の意見

を聴くための会議（以下この条において「景観検討会議」という。）を

開催しなければならない。ただし、特に必要がないと認めるときは、こ

の限りでない。 

３ 市長は、必要と認めるときは、景観検討会議に開発事業を行おうと

する者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。 
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４ 市長は、事前協議が終了したときは、当該事前協議の結果を当該事

前協議をした者に通知するとともに、当該事前協議が終了した旨を公

表し、当該事前協議の結果の概要を記載した書面を公衆の縦覧に供す

るものとする。 

（開発基本計画に関する説明会の開催等） 

第42条 開発事業を行おうとする者は、第41条第１項の規定により標識

を設置し、及び前条第４項の規定による通知を受けた後、近隣関係住

民を対象とする当該開発基本計画に関する説明会（一般開発事業のう

ち規則で定めるものにあっては、説明会又は個別の意見に対する説明。

以下この節において同じ。）を行わなければならない。 

２ 開発事業を行おうとする者は、前項の規定により説明会を行おうと

するときは、当該行おうとする日（個別の意見に対する説明を行おう

とするときは、その予定している期間の最後の日）の１週間前までに、

規則で定めるところにより、近隣関係住民及び市長に対し、その旨を

通知しなければならない。ただし、当該開発事業の目的となる建築物

等の規模に対し、著しく大きな規模の建築物に係る近隣関係住民で、

かつ、当該開発事業から受ける影響が小さいと市長が認める者への通

知については、掲示等によりこれに代えることができる。 

３ 開発事業を行おうとする者及び近隣関係住民は、第１項の説明会そ

の他開発事業に関する協議を行う場合においては、それぞれの立場を

尊重し、誠実に協議を行わなければならない。 

４ 開発事業を行おうとする者は、第１項の規定により説明会を行った

ときは、当該説明会が行われた日（個別の意見に対する説明が行われ

たときは、その予定されていた期間の最後の日をいう。次条第１項、第

44条第１項及び第46条第３項第２号において同じ。）から１週間以内

に、規則で定めるところにより、当該説明会の内容を市長に報告しな

ければならない。 

５ 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告を受けた

日から１週間以内に、その旨を公表するとともに、当該報告に係る書

類を公衆の縦覧に供するものとする。 

（開発基本計画に対する意見書の提出等） 

第43条 近隣関係住民は、前条第１項の規定により説明会が行われた日

から２週間以内に、当該開発基本計画について、当該開発事業を行お

うとする者に対し意見書を提出することができる。 

２ 開発事業を行おうとする者は、前項の規定による意見書の提出を受

けたときは、速やかに、当該意見書の写しを市長に送付しなければな

らない。 

（開発基本計画に対する市長の意見の提示） 

第44条 市長は、第40条第１項の規定による開発基本計画の届出があっ

た場合において、当該開発基本計画をまちづくり計画並びに第５節及

び第６節に規定する基準に照らして必要があると認めるときは、当該

届出の日から第42条第１項の規定により説明会が行われた日から２週

間を経過する日までに、当該開発事業を行おうとする者に対し、当該

開発基本計画に対する市長の意見を書面で提示することができる。 

２ 市長は、前項の規定による意見の提示をしたときは、その旨を公表

するとともに、当該意見の提示に係る書類を公衆の縦覧に供するもの

とする。 

（開発基本計画に対する意見に対する見解書の提出等） 

第45条 開発事業を行おうとする者は、第43条第１項の規定による意見

書の提出又は前条第１項の規定による市長の意見の提示を受けたとき

は、それぞれ当該意見書の提出をした近隣関係住民又は市長に対し、

これらの意見に対する見解書を提出しなければならない。 

２ 開発事業を行おうとする者は、前項の規定により近隣関係住民に対

し見解書を提出したときは、速やかに、当該見解書の写しを市長に送

付しなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による市長の意見に対する見解書の提出又は

前項の規定による近隣関係住民の意見書に対する見解書の写しの送付

を受けたときは、その旨を公表するとともに、当該市長の意見に対す

る見解書又は当該近隣関係住民の意見書に対する見解書の写しを公衆

の縦覧に供するものとする。 

（開発事業に係る協議） 

第46条 開発事業を行おうとする者は、規則で定めるところにより、当

該開発事業に関し、市長に協議しなければならない。 

２ 前項の規定による協議をしようとする者は、規則で定めるところに

より、市長に申請しなければならない。 

３ 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日以

後に行わなければならない。 

 (１) 第41条第１項の規定による標識の設置が行われた日の翌日から

起算して２週間を経過した日 

 (２) 第42条第１項の説明会が行われた日の翌日から起算して２週間

を経過した日 

 (３) 第42条第４項の規定により報告を行った日 

 (４) 前条第３項の規定による公表が行われた日の翌日から起算して

２週間を経過した日 

 (５) 第63条第２項の規定による公表が行われた日 

４ 市長は、第２項の規定による申請があったときは、その旨を公表す

るとともに、当該申請に係る書類を公衆の縦覧に供するものとする。 

（開発事業に係る協議の終了の通知等） 

第47条 市長は、前条第１項（第49条第２項において準用する場合を含

む。）の規定による協議が終了したときは、当該協議の結果を当該協議

をした者に通知するとともに、自己の居住の用に供する住宅（共同住

宅及び長屋並びに老人ホーム等及び寄宿舎を除く。以下「一戸建ての

住宅」という。）の建築又は増築を目的とする開発事業にあっては当該

協議が終了した旨を、一戸建ての住宅の建築又は増築を目的とする開

発事業以外の開発事業にあっては当該協議が終了した旨及び当該協議

の結果のうち景観に関する事項の概要を公表し、当該協議の結果の概

要を記載した書面を公衆の縦覧に供するものとする。 

（開発事業に係る協定の締結） 

第48条 市長及び開発事業を行おうとする者は、第46条第１項（次条第

２項において準用する場合を含む。）の規定による協議が終了したと

きは、次に掲げる事項について協定を締結しなければならない。 

 (１) 別表第１に定める公共施設等の整備に関する事項 

 (２) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（開発事業の計画の変更等の届出等） 

第49条 開発事業者は、第46条第２項の規定による申請後に、開発事業

の計画の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、遅

滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。 

２ 開発事業者が第47条の規定による通知を受けた後に当該通知に係る

開発事業の計画の変更（規則で定める軽微な変更を除く。）をしようと

する場合においては、第46条（同条第３項を除く。）の規定を準用する。

この場合において、同条第１項中「開発事業」とあるは「第47条の規定

による通知に係る開発事業の計画の変更」と、同条第２項中「前項」と

あるのは「第49条第２項において準用する第46条第１項」と、同条第４

項中「第２項」とあるのは「第49条第２項において準用する第46条第２

項」と読み替えるものとする。 

３ 前２項の変更（第１項の変更にあっては、規則で定める軽微なもの

を除く。）をしようとする場合において、市長が必要と認めるときは、

開発事業者は、近隣関係住民を対象とする説明会を行うことその他市

長が必要と認める措置をとらなければならない。 

４ 開発事業を行おうとする者は、第46条第２項（第２項において準用

する場合を含む。）の規定による申請後第47条の規定による通知を受

けるまでの間に当該申請を取り下げ、又は当該通知を受けた後開発事

業に関する工事に着手するまでの間に当該開発事業の計画を取り止め

ようとするときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市

長に届け出なければならない。 

５ 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公表する

ものとする。 

（書類の縦覧期間） 
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第49条の２ 第32条第３項、第34条第２項、第35条の２第４項、第36条第

４項、第38条第２項、第39条第３項、第40条第２項、第41条の２第４項、

第42条第５項、第44条第２項、第45条第３項、第46条第４項（前条第２

項において準用する場合を含む。）、第47条、第61条第４項、第63条第

２項又は第64条第３項の規定による縦覧の期間は、第59条第２項の規

定による通知をした日（前条第４項の規定による届出又は第58条第３

項の規定による届出（工事の中止に係るものに限る。）があったとき

は、これらの届出のあった日）から起算して１年を経過する日までと

する。 

（適用除外） 

第50条 次の各号に掲げる開発事業については、それぞれ当該各号に掲

げる規定は、適用しない。 

 (１) 中高層建築物のうち、第一種低層住居専用地域内及び第二種低

層住居専用地域内における軒の高さが７メートルを超える建築物又

は地階を除く階数が３以上である建築物であって、自己の居住の用

に供するもの（共同住宅及び長屋並びに老人ホーム等及び寄宿舎を

除く。）の建築又は増築 第43条から第45条までの規定 

 (２) 特定集合住宅等のうち、人の居住の用に供する独立部分が30戸

（老人ホーム等及び寄宿舎にあっては、30室）未満であるものの建築

又は増築 第43条から第45条までの規定 

 (３) 開発行為のうち、道路の廃止又は土地の質の変更のみを目的と

するもの 第35条の２から第39条まで及び第41条の２から第45条ま

での規定 

第４節の２ 特定事業の手続 

（特定事業に係る協議） 

第50条の２ 特定事業を行おうとする者は、当該特定事業に関し、市長

に協議しなければならない。 

２ 前項の規定による協議をしようとする者は、規則で定めるところに

より、市長に申請しなければならない。 

３ 前項の規定による申請は、規則で定める手続（２以上の手続を行う

場合は、最初の手続）を行う日の15日前までに行わなければならない。 

４ 市長は、必要と認めるときは、第１項の規定による協議に際し、当該

特定事業のうち景観に関する事項について景観専門委員の意見を聴く

ための会議（以下この条において「景観検討会議」という。）を開催す

ることができる。 

５ 市長は、必要と認めるときは、景観検討会議に特定事業を行おうと

する者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。 

６ 市長は、第２項の規定による申請があったときは、その旨を公表す

るとともに、当該申請に係る書類を公衆の縦覧に供するものとする。 

（特定事業に係る協議の終了の通知等） 

第50条の３ 市長は、前条第１項（次条第２項において準用する場合を

含む。）の規定による協議が終了したときは、当該協議の結果を当該協

議をした者に通知するとともに、一戸建ての住宅の建築又は増築を目

的とする特定事業にあっては当該協議が終了した旨を、一戸建ての住

宅の建築又は増築を目的とする特定事業以外の特定事業にあっては当

該協議が終了した旨及び当該協議の結果の概要を公表し、当該協議の

結果の概要を記載した書面を公衆の縦覧に供するものとする。 

（特定事業の計画の変更等の届出等） 

第50条の４ 特定事業者は、第50条の２第２項の規定による申請後に、

特定事業の計画の変更をしようとするときは、規則で定めるところに

より、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。 

２ 特定事業者が前条の規定による通知を受けた後に当該通知に係る特

定事業の計画の変更（規則で定める軽微な変更を除く。）をしようとす

る場合においては、第50条の２（第３項を除く。）の規定を準用する。

この場合において、同条第１項中「特定事業」とあるのは「第50条の３

の規定による通知に係る特定事業の計画の変更」と、同条第２項中「前

項」とあるのは「第50条の４第２項において準用する第50条の２第１

項」と、同条第４項中「第１項」とあるのは「第50条の４第２項におい

て準用する第50条の２第１項」と、同条第６項中「第２項」とあるのは

「第50条の４第２項において準用する第50条の２第２項」と読み替え

るものとする。 

３ 特定事業を行おうとする者は、第50条の２第２項（前項において準

用する場合を含む。）の規定による申請後前条の規定による通知を受

けるまでの間に当該申請を取り下げ、又は当該通知を受けた後特定事

業に関する工事に着手するまでの間に当該特定事業の計画を取りやめ

ようとするときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市

長に届け出なければならない。 

（書類の縦覧期間） 

第50条の５ 第50条の２第６項（前条第２項において準用する場合を含

む。）又は第50条の３の規定による縦覧の期間は、第59条第２項の規定

による通知をした日（前条第３項の規定による届出又は第58条第３項

の規定による届出（工事の中止に係るものに限る。）があったときは、

これらの届出のあった日）から起算して１年を経過する日までとする。 

第５節 開発事業及び特定事業に係る協議の基準 

（開発事業における公共施設等の整備の基準） 

第51条 開発事業を行う者は、当該開発事業において、別表第１に定め

る基準に従い、公共施設等を整備しなければならない。 

（開発事業における施設の整備等の基準） 

第52条 開発事業を行う者は、当該開発事業において、別表第２に定め

る基準に従い、施設の整備等を行わなければならない。 

（特定集合住宅等の基準） 

第53条 開発事業を行う者は、開発事業のうち、特定集合住宅等の建築

又は増築を行うときは、別表第３に定める基準に従わなければならな

い。 

２ 開発事業を行う者は、特定集合住宅等の建築及び増築以外の開発事

業を行う場合であって、当該開発事業に共同住宅若しくは長屋又は老

人ホーム等若しくは寄宿舎の用途に供する部分の建築又は増築を含む

ときは、当該部分について、別表第３に定める基準に従わなければな

らない。 

（旅館業の用途に供する建築物の基準） 

第53条の２ 開発事業を行う者は、当該開発事業の目的に旅館業の用途

に供する部分の建築、増築又は用途変更を含むときは、別表第３の２

に定める基準に従わなければならない。 

（墓地の基準） 

第54条 開発事業を行う者は、開発事業のうち、墓地の設置を行うとき

は、別表第４に定める基準に従わなければならない。 

（用途の変更及び増築の特例） 

第55条 市長は、開発事業を行う者が、開発事業のうち、建築物の用途の

変更又は建築物の増築若しくは自動車駐車場の増設を行う場合におい

て、第51条から前条までに規定する基準に従うことが困難であると認

めるときは、これらの基準を緩和することができる。 

（面積が3,000平方メートル以上である土地の区域における宅地造成の

基準） 

第55条の２ 面積が3,000平方メートル以上である土地の区域における

開発行為により、宅地造成（宅地以外の土地を宅地にするため行う土

地の区画形質の変更をいう。）を行う者は、次に掲げる協定の締結につ

いて市長に協議を求められた場合は、応じなければならない。 

 (１) 第27条第１項に規定する建築協定 

 (２) 都市緑地法（昭和48年法律第72号）第45条第１項に規定する緑

地協定 

 (３) 景観法（平成16年法律第110号）第81条第１項に規定する景観協

定 

（その他の基準） 

第55条の３ 市長は、第32条の２第１項に規定する意見書又は第63条第

１項の規定による報告の内容を考慮し、第51条から前条までに規定す

る基準以外に必要な基準を、開発事業を行う者に提示することができ

る。 

２ 開発事業を行う者は、前項の規定により必要な基準が提示されたと
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きは、当該基準に従うよう努めなければならない。 

（特定事業における景観配慮の基準） 

第55条の４ 特定事業を行う者は、特定事業を行うときは、別表第５に

定める基準に従い、景観配慮をしなければならない。 

第６節 開発行為の許可の基準 

（開発行為における公園等の基準） 

第56条 開発行為について、法第33条第３項（法第35条の２第４項にお

いて準用する場合を含む。）の規定により、令第29条の２第１項第５号

及び第６号に規定する基準に基づいて定める公園等の規模は、次に定

めるとおりとする。 

 (１) 公園等の面積の合計は、当該開発行為に係る開発区域の面積の

100分の６に相当する面積以上とする。 

 (２) 開発区域の面積が3,000平方メートル以上50,000平方メートル

未満の開発行為における公園等の１か所当たりの面積の最低限度は、

180平方メートルとする。 

（開発区域内の建築物の敷地面積の最低限度） 

第57条 開発行為について、法第33条第４項（法第35条の２第４項にお

いて準用する場合を含む。）の規定により、令第29条の３に規定する基

準に基づいて定める建築物の敷地面積の最低限度は、開発区域が近隣

商業地域、商業地域又は準工業地域内であるときは、100平方メートル

とする。ただし、地区計画等において、建築物の敷地面積の最低限度を

定めているときは、当該最低限度の面積とする。 

２ 前項の場合において、予定される建築物の敷地が同項に規定する用

途地域とそれ以外の用途地域とにわたるときは、その敷地の過半が同

項に規定する用途地域に属するときに限り、その敷地の全部について

同項の規定を適用する。 

第７節 開発事業及び特定事業に関する工事の手続等 

（開発事業及び特定事業に関する工事の手続） 

第58条 開発事業又は特定事業を行う者は、当該開発事業又は特定事業

に関する工事に着手しようとするときは、あらかじめ、規則で定める

ところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 

２ 開発事業又は特定事業を行う者は、当該開発事業又は特定事業に関

する工事を完了したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、そ

の旨を市長に届け出なければならない。 

３ 開発事業又は特定事業を行う者は、当該開発事業又は特定事業に関

する工事を中断し、又は中止したときは、規則で定めるところにより、

遅滞なく、その旨を市長に届け出るとともに、安全上必要な措置をと

らなければならない。 

（開発事業及び特定事業に関する工事の完了検査等） 

第59条 市長は、前条第２項の規定による届出又は第５項の規定による

報告を受けたときは、当該開発事業又は特定事業に関する工事が第47

条又は第50条の３の協議の結果の内容に適合しているかどうかの検査

（以下この条において「完了検査」という。）を行うものとする。 

２ 市長は、完了検査の結果、当該開発事業又は特定事業に関する工事

が第47条又は第50条の３の協議の結果の内容に適合していると認める

ときは、当該完了検査が終了した旨を当該開発事業又は特定事業を行

う者に通知するとともに、これを公表するものとする。 

３ 市長は、完了検査の結果、当該開発事業又は特定事業に関する工事

が第47条又は第50条の３の協議の結果の内容に適合していないと認め

るときは、当該適合していない理由及び是正すべき内容を当該開発事

業又は特定事業を行う者に通知するものとする。 

４ 開発事業又は特定事業を行う者は、前項の規定による通知を受けた

ときは、当該通知された是正すべき内容について、これを是正しなけ

ればならない。 

５ 開発事業又は特定事業を行う者は、前項の規定による是正を行った

ときは、書面により、その旨を市長に報告しなければならない。 

６ 市長は、完了検査の前に当該開発事業又は特定事業に関する工事が

第47条又は第50条の３の協議の結果の内容に適合しているかどうかを

部分的に検査する必要があると認める場合は、規則で定める手続によ

り中間検査をすることができる。 

（市に帰属する公共施設の基準） 

第60条 開発事業により設置される公共施設（その土地を含む。以下こ

の条において同じ。）を市に帰属する場合における当該公共施設の基

準は、規則で定めるところによる。ただし、法令に定めがある場合又は

第48条の協定に定めがある場合については、この限りでない。 

第８節 開発事業に係る調整会 

（調整会の開催の請求等） 

第61条 近隣関係住民（地区まちづくり協議会を除く。以下この節にお

いて同じ。）又は開発事業を行おうとする者は、規則で定めるところに

より、開発事業に関し当該近隣関係住民及び開発事業を行おうとする

者の意見等を整理し、又は調整することを目的とする会議（以下この

節において「調整会」という。）の開催を市長に求めることができる。 

２ 前項の規定による請求を行うことができる期間は、第39条第３項又

は第45条第３項の規定による公表の日から２週間以内とする。 

３ 市長は、第１項の規定による請求があったときは、第36条第３項若

しくは第42条第４項の規定による報告、第37条第２項若しくは第43条

第２項の規定により送付された意見書の写し又は第39条第２項若しく

は第45条第２項の規定により送付された見解書の写しの内容を考慮し、

調整会の開催の要否を決定するものとする。 

４ 市長は、前項の規定により調整会の開催の要否を決定したときは、

その旨を公表するとともに、当該決定に係る書類を公衆の縦覧に供し、

かつ、調整会を開催することを決定したときはその旨を第１項の規定

による請求を行った者に通知するとともに、まちづくり委員会に対し

調整会の開催を要請し、調整会を開催しないことを決定したときはそ

の旨を当該請求を行った者に通知するものとする。 

５ 前項の規定にかかわらず、市長は、この条例の目的を達成するため

に必要があると認めるときは、まちづくり委員会に対し、調整会の開

催を要請することができる。 

６ まちづくり委員会は、前２項の規定による要請を受けたときは、調

整会を開催するものとする。 

（調整会） 

第62条 調整会は、まちづくり委員会が近隣関係住民若しくは開発事業

を行おうとする者又はこれらの代理人の出席を求めて行うものとする。 

２ まちづくり委員会は、調整会において近隣関係住民及び開発事業を

行おうとする者の意見等を調整することができる見込みがないと認め

るときは、調整会による調整を打ち切ることができる。 

３ まちづくり委員会は、必要と認めるときは、調整会に景観専門委員

の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。 

（調整会の報告） 

第63条 まちづくり委員会は、調整会による調整を終了し、又は前条第

２項の規定によりこれを打ち切ったときは、当該調整会の議事の要旨

その他必要な事項を市長に報告するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を公表する

とともに、当該報告に係る書類を公衆の縦覧に供するものとする。 

（調整会に係る助言） 

第64条 市長は、前条第１項の規定による報告を受けたときは、当該報

告の内容を考慮し、第61条第１項の規定による請求を行った者に対し、

必要な助言を行うことができる。 

２ 前項の場合において、市長は、必要と認めるときは、当該請求を行っ

た者以外の者に対し、必要な助言を行うことができる。 

３ 市長は、前２項の助言を行ったときは、その旨を公表するとともに、

当該助言の内容を記載した書面を公衆の縦覧に供するものとする。 

（委任） 

第65条 この節に定めるもののほか、調整会に関し必要な事項は、規則

で定める。 

第９節 まちづくりに関する協力の要請 

（地区まちづくり計画への協力の要請） 

第66条 市長は、地区まちづくり計画に係る地区の区域内において開発
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等事業が行われるときは、当該開発等事業が行われる土地の区域の土

地所有者等又は当該開発等事業者に対して、当該開発等事業が当該地

区まちづくり計画の主旨に沿うものであるよう協力を求めることがで

きる。 

（景観まちづくり協定に関する情報提供） 

第66条の２ 市長は、景観まちづくり協定の区域の近傍において開発等

事業が行われるときは、当該開発等事業を行おうとする者に対して、

当該景観まちづくり協定に関する情報の提供を行うものとする。 

（既存の建築物等の改修等における景観配慮） 

第66条の３ 住民等は、建築物、自動車駐車場、自転車駐車場、墓地若し

くは工作物又はこれらの外構の外観を変更することとなる修繕若しく

は模様替又は色彩の変更を伴う改修等を行うときは、まちづくり計画

及び景観ガイドラインにのっとり、景観配慮に努めなければならない。 

（道路の整備に関する協議） 

第67条 開発事業者は、開発区域に接する道路が次に掲げる道路である

ときは、当該道路と当該開発区域との境界線を後退する部分の整備に

ついて、市長と協議しなければならない。 

 (１) 建築基準法第42条第１項第５号に規定する道路で、その幅員が

指定の数値に満たないもの 

 (２) 建築基準法第42条第２項に規定する道路 

 (３) 東京都建築安全条例（昭和25年東京都条例第89号）第２条の規

定に満たない隅切り用地 

 

 

第６章 まちづくり活動の支援 

（まちづくりの支援） 

第68条 市長は、地区まちづくり協議会、第26条第２項の規定による登

録を受けた地区まちづくり準備会及び第26条の２の規定による登録を

受けた景観まちづくり協定を締結した住民等に対し、まちづくりに関

する情報の提供その他必要な支援を行うことができる。 

２ 前項に定めるもののほか、市長は、市民等によるまちづくりに関す

る活動の促進を図るため、市民等に対し、まちづくりに関する情報の

提供その他必要な支援を行うことができる。 

３ 市長は、前２項の支援を行う体制を整備するよう努めるものとする。 

 

 

第７章 雑則 

（適用除外） 

第69条 次に掲げる開発事業又は特定事業については、第５章第２節か

ら第９節までの規定は、適用しない。 

 (１) 法第４条第15項の都市計画事業の施行として行う開発事業又は

特定事業 

 (２) 建築基準法第85条第６項の規定による許可を受けた建築物の建

築 

 (３) 非常災害のため必要な応急措置として行う開発事業又は特定事

業 

 (４) 前３号に掲げるもののほか、規則で定める行為 

（地位の承継） 

第70条 法に規定する場合を除くほか、開発事業者又は特定事業者につ

いて相続その他の一般承継があったときは、この条例の規定に基づい

て被承継人が行った行為は相続人その他の一般承継人が行った行為と

みなし、この条例の規定に基づいて被承継人に対して行われた行為は

相続人その他の一般承継人に対して行われた行為とみなす。 

（同一の敷地であった土地等において２以上の事業を行う場合の特例） 

第71条 行おうとする事業（建築物の建築又は増築、既存の建築物の用

途の変更、自動車駐車場の設置又は増設及び墓地の設置をいう。以下

この条において同じ。）と同時に又は引き続いて次に掲げる土地にお

いて他の事業を行う場合であって、これらの事業が全体として一体的

な土地の利用を行うものであるときは、規則で定めるものを除き、こ

れらの事業は、１の事業とみなす。 

 (１) 事業を行おうとする土地の区域と同一の敷地であった土地 

 (２) 事業を行おうとする土地の区域と一体的な利用がされていた一

団の土地 

 (３) 事業を行おうとする土地の区域に隣接する土地 

２ 事業を行おうとする土地の区域と隣接する土地において、同一の事

業者又は規則で定める相互に関連性を有する事業者が、規則で定める

日前３年以内に事業を行った場合（前項の規定に該当する場合を除く。）

であって、これらの事業が全体として一体的な土地の利用を行うもの

であるときは、これらの事業は、１の事業とみなす。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長がこれらの事業に関連性を認めら

れないと認めるものは、これらの項の規定を適用しない。 

（開発事業又は特定事業に関する説明の要求等） 

第72条 市長は、必要と認めるときは、開発事業者に対しては近隣関係

住民以外の者に当該開発事業に関する説明を行うことを、特定事業者

に対しては市民等に当該特定事業に関する説明を行うことを求めるこ

とができる。 

２ 開発事業者は、近隣関係住民から開発事業の計画に関する説明を求

める申出があったときは、当該開発事業の計画について、当該申出を

した近隣関係住民に説明しなければならない。 

（報告の徴収） 

第73条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市民等、団体、

土地所有者等、開発事業者又は特定事業者に対し、まちづくりに関し

必要な報告を求めることができる。 

（立入検査） 

第74条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に開

発区域内に立ち入り、工事その他の行為の状況を検査させることがで

きる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を

携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 

３ 第１項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められた

ものと解釈してはならない。 

（開発事業に関する工事の着手の制限） 

第75条 開発事業者又は開発事業者から開発事業に関する工事を請け負

った者若しくは当該請負工事の下請者（以下この章において「開発事

業者等」という。）は、第47条の規定による通知を受けた後でなければ、

当該開発事業に関する工事に着手してはならない。 

（特定事業に関する工事の着手の制限） 

第75条の２ 特定事業者又は特定事業者から特定事業に関する工事を請

け負った者若しくは当該請負工事の下請者（以下この章において「特

定事業者等」という。）は、第50条の３の規定による通知を受けた後で

なければ、当該特定事業に関する工事に着手してはならない。 

（工事の中断、中止等の勧告） 

第76条 市長は、開発事業者等又は特定事業者等が次の各号のいずれか

に該当するときは、当該開発事業者等又は特定事業者等に対し、相当

の期限を定めて、開発事業又は特定事業に関する工事の中断、中止そ

の他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 

 (１) 偽りその他不正の手段により、第47条の規定による通知を受け

たとき。 

 (２) 第47条の協議の結果の内容と異なる工事をしたとき。 

 (３) 第48条の協定の内容と異なる工事をしたとき。 

 (４) 第75条の規定に違反して、開発事業に関する工事に着手したと

き。 

 (５) 偽りその他不正の手段により、第50条の３の規定による通知を

受けたとき。 

 (６) 第50条の３の協議の結果の内容と異なる工事をしたとき。 

 (７) 前条の規定に違反して、特定事業に関する工事に着手したとき。 

２ 市長は、権利取得者が第31条第１項の規定に違反したときは、当該

権利取得者に対し、相当の期限を定めて、必要な措置をとるべきこと
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を勧告することができる。 

（是正命令） 

第77条 市長は、前条第１項の規定による勧告（同項第１号、第２号又は

第４号に該当してなされるものに限る。）を受けた開発事業者等が当

該勧告に従わないときは、当該開発事業者等に対し、開発事業に関す

る工事の停止若しくは中止を命じ、又は相当の期限を定めて、当該違

反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

（公表） 

第78条 市長は、開発事業者等、特定事業者等又は権利取得者が次の各

号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その旨

を公表することができる。 

 (１) 第76条の規定による勧告（同条第１項第１号、第２号又は第４

号に該当してなされるものを除く。）を受けた場合において、当該勧

告に従わないとき。 

 (２) 前条の規定による命令を受けた場合において、当該命令に従わ

ないとき。 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、

当該開発事業者等、特定事業者等又は権利取得者にその旨及び当該公

表をする理由を通知し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。 

（委任） 

第79条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

 

 

第８章 罰則 

（罰則） 

第80条 第77条の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に

処する。 

（両罰規定） 

第81条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従

業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。 

 

 

付 則（平成20年９月19日条例第39号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成21年４月１日から施行する。 

（武蔵野市建築協定に関する条例等の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

 (１) 武蔵野市建築協定に関する条例（昭和53年３月武蔵野市条例第

２号） 

 (２) 武蔵野市地区計画等の案の作成手続に関する条例（平成15年12

月武蔵野市条例第35号） 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際、現に決定又は変更の手続を行っている都市計

画（地区計画等を除く。）のうち、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）前に、法第17条第１項（法第21条第２項において準用する場

合を含む。）の規定による公告が行われたものについては、なお従前の

例による。 

４ この条例の施行の際、現に決定又は変更の手続を行っている地区計

画等のうち、施行日前に、第２項の規定による廃止前の武蔵野市地区

計画等の案の作成手続に関する条例第４条の規定による公告が行われ

たものについては、なお従前の例による。 

５ 第28条第１項の規定は、施行日以後に建築確認申請を行う建築主に

ついて適用し、施行日前に建築確認申請を行った建築主については、

なお従前の例による。 

６ 第29条の規定は、施行日から３月が経過する日後に大規模土地取引

行為を締結しようとする者について適用し、同日以前に大規模土地取

引行為を締結した者又は締結しようとする者については、なお従前の

例による。 

７ 第５章第２節から第９節までの規定は、施行日以後に第34条第１項

の規定による届出がされる大規模開発基本構想に係る大規模開発事業

又は施行日以後に第40条第１項の規定による届出がされる開発基本計

画に係る一般開発事業について適用し、施行日前に市長と協議を開始

した開発事業については、なお従前の例による。 

（見直し） 

８ 市は、この条例の施行後おおむね５年以内を目途として、まちづく

りに関する状況の変化への的確な対応及びまちづくり計画に即したま

ちづくりに関する施策の効果的な推進を図る観点から検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。 

 

付 則（平成23年12月13日条例第30号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に存する改正前の第６条第１項第１号に掲げ

る計画については、武蔵野市長期計画条例（平成23年12月武蔵野市条

例第28号）の施行の日以後最初に同条例第２条第１項の規定により策

定される武蔵野市長期計画の計画期間の初日の前日までの間は、なお

その効力を有する。 

 

付 則（平成26年３月18日条例第10号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年７月１日から施行する。ただし、第14条第１項

の改正は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の武蔵野市まちづくり条例（以下「改正後の

条例」という。）第５章第２節から第９節までの規定は、この条例の施

行の日以後に改正後の条例第34条第１項の規定による届出がされる大

規模開発基本構想に係る大規模開発事業又は改正後の条例第40条第１

項の規定による届出がされる開発基本計画に係る一般開発事業につい

て適用し、同日前にこれらの規定により届出がされた大規模開発基本

構想に係る大規模開発事業又は開発基本計画に係る一般開発事業につ

いては、なお従前の例による。 

（見直し） 

３ 市は、この条例の施行後おおむね５年以内を目途として、改正後の

条例第２条第１項第１号に規定するまちづくり（以下「まちづくり」と

いう。）に関する状況の変化への的確な対応及び改正後の条例第６条

のまちづくり計画に即したまちづくりに関する施策の効果的な推進を

図る観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うも

のとする。 

 

付 則（平成29年３月22日条例第16号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年７月１日から施行する。ただし、目次の改正

（「第２章 まちづくり計画」を「第２章 まちづくり計画等」に、「ま

ちづくり委員会」を「まちづくり委員会及び景観専門委員」に、「・第

10条」を「─第10条の３」に改める部分、第４章第４節の次に１節を加

える部分及び「・第67条」を「─第67条」に改める部分に限る。）、第

１条から第３条までの改正、第５条の改正、第２章の章名の改正、第６

条の改正、第３章の章名の改正、第10条の次に２条を加える改正、第24

条の改正、同条の次に１条を加える改正、第25条の改正、同条の次に１

条を加える改正、第４章第４節の次に１節を加える改正、第28条第１

項の改正（「建築基準法第６条第１項又は第６条の２第１項に規定す

る確認の申請（開発事業の計画に係るものを除く。以下「建築確認申請」

という。）」を「建築確認申請」に改める部分に限る。）、第55条の２

の改正、第62条に１項を加える改正、第66条の改正、同条の次に２条を

加える改正、第68条第１項の改正及び第77条の改正並びに付則第３項

の規定は、同年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の武蔵野市まちづくり条例（以下「改正後の条例」という。）
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第５章第２節から第９節までの規定（第49条の２の規定を除く。）は、

この条例の施行の日以後に改正後の条例第34条第１項の規定による届

出がされる大規模開発基本構想に係る大規模開発事業又は改正後の条

例第40条第１項の規定による届出がされる開発基本計画に係る一般開

発事業について適用し、同日前に改正前の武蔵野市まちづくり条例第

34条第１項の規定による届出がされた大規模開発基本構想に係る大規

模開発事業又は同条例第40条第１項の規定による届出がされた開発基

本計画に係る一般開発事業については、なお従前の例による。 

（武蔵野市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 略 

（見直し） 

４ 市は、この条例の施行後おおむね５年以内を目途として、改正後の

条例第２条第１項第１号に規定するまちづくり（以下「まちづくり」と

いう。）に関する状況の変化への的確な対応並びに改正後の条例第６

条第１項に規定するまちづくり計画及び同条第３項に規定する景観ガ

イドラインに即したまちづくりに関する施策の効果的な推進を図る観

点から検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとす

る。 

 

付 則（令和２年６月25日条例第36号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

付 則（令和７年３月17日条例第19号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の武蔵野市まちづくり条例（以下「改正後の条例」という。）

第５章第２節から第９節までの規定（第49条の２の規定を除く。）は、

この条例の施行の日以後に改正後の条例第31条の規定による届出がさ

れる大規模土地取引行為、改正後の条例第34条第１項の規定による届

出がされる大規模開発基本構想に係る大規模開発事業又は改正後の条

例第40条第１項の規定による届出がされる開発基本計画に係る一般開

発事業について適用し、同日前に改正前の武蔵野市まちづくり条例（以

下「改正前の条例」という。）第31条の規定による届出がされた大規模

土地取引行為、改正前の条例第34条第１項の規定による届出がされた

大規模開発基本構想に係る大規模開発事業又は改正前の条例第40条第

１項の規定による届出がされた開発基本計画に係る一般開発事業につ

いては、なお従前の例による。 

（見直し） 

３ 市は、この条例の施行後おおむね５年以内を目途として、まちづく

りに関する状況の変化への的確な対応及びまちづくり計画に即したまち

づくりに関する施策の効果的な推進を図る観点から検討を加え、その結

果に基づいて必要な見直しを行うものとする。 

 

 

別表第１（第48条、第51条関係） 

開発事業における公共施設等の整備の基準 

種別 基準 

１ 道路 (１) 開発行為を行う場合は、開発区域が接

する道路（その幅員が６メートル以上であ

るものを除く。）の中心線からの水平距離

３メートルの線を当該開発区域に接する

道路の境界線とすること。ただし、市長が

次のア又はイのいずれかに該当すると認

めるときは、この限りでない。 

 ア 当該開発区域の周辺の道路の状況に

よりやむを得ない事由があるとき。 

 イ 当該開発行為の目的が質の変更等で

ある等特に必要がないとき。 

(２) 開発行為を行う場合は、開発区域内に

設置する道路の構造等について、市長と協

議すること。 

２ 公園等 (１) 開発区域の面積が3,000平方メートル

以上である開発事業のうち、建築を伴うも

のを行う場合は、当該開発区域内に、次の

ア又はイのいずれかに掲げる公園等を設

置すること。 

ア 設置後市に帰属する場合において

は、その面積の合計が開発区域の面積

の100分の６に相当する面積以上とな

る公園等であって、規則で定める基準

に該当するもの 

イ 設置後市に帰属しない場合において

は、その面積の合計が開発区域の面積

の100分の10に相当する面積以上とな

る公園等であって、規則で定める基準

に該当するもの 

(２) (１)の項の場合において、公園等の１

か所当たりの面積の最低限度は、180平方

メ－トルとする。 

(３) (１)の項の規定にかかわらず、次のア

からウまでに掲げる開発事業であって、そ

の開発区域（ウに掲げる開発事業にあって

は、当該開発区域の周辺の区域を含む。）

内に公園等の機能を実質的に有する空地

等が確保されているものと市長が特に認

めるものについては、(１)の項の規定は、

適用しない。 

ア 法第８条第１項第４号の特定街区内

における開発事業 

イ 建築基準法第59条の２第１項に規定

する建築物の建築 

ウ 地区計画等の区域内における建築物

の建築 

(４) (１)の項の規定にかかわらず、公益上

必要とされ、又は有益である空地、公共的

空間等が確保されているものと市長が特

に認める開発事業については、(１)の項の

規定の全部又は一部は、適用しない。 

３ 歩道状の空地 住宅の戸数（共同住宅及び長屋にあっては

人の居住の用に供する独立部分の戸数をい

い、老人ホーム等及び寄宿舎にあっては人の

居住の用に供する区画部分の室数をいう。以

下この表において同じ。）が55戸以上となる

開発事業以外の開発事業を行う場合は、歩道

状の空地（開発区域が接する道路に沿って設

ける歩道、広場、緑地その他の歩行者用の空

地をいう。）を設置するよう努めること。 

４ 公共用地等 住宅の戸数が55戸以上となる開発事業を

行う場合は、当該住宅の戸数から44を控除し

て得た数値に６平方メートルを乗じて得た

面積以上の土地を公共用地として市に無償

で譲渡し、又は当該数値に９平方メートルを

乗じて得た面積以上の公開空地を設置する

よう努めること。ただし、公益上必要とされ、

又は有益である空地、公共的空間等が確保さ

れているものと市長が特に認める開発事業

については、この限りでない。 
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５ 消防施設 開発行為又は中高層建築物、特定集合住宅

等若しくは集客施設の建築若しくは増築又

は集客施設への用途の変更を行う場合は、規

則で定める基準に従い、防火水槽及び屋外消

火栓設備を設置すること。ただし、屋外消火

栓設備の設置については、周囲の状況により

やむを得ない事由があると市長が認めると

きは、この限りでない。 

６ 公益的施設 大規模開発事業を行う場合は、公益的施設

の設置について市長から協議を求められた

ときは、これに応じなければならない。 

備考 

１ 開発行為については、２の部、３の部及び６の部の規定は、適用

しない。 

２ 一戸建ての住宅の建築を目的とする開発事業又は増築（増築に係

る部分の床面積の合計が、増築前の建築物の延べ面積を超えないも

のに限る。）を目的とする開発事業については、１の部から５の部

までの規定は、適用しない 

３ 自動車駐車場（面積が500平方メートル以上のものに限る。）の建

築若しくは設置又は増築若しくは増設を目的とする開発事業につ

いては、２の部の規定は、適用しない。 

 

別表第２（第35条の２、第41条の２、第52条関係） 

開発事業における施設の整備等の基準 

種別 基準 

１ 緑化 (１) 住宅（共同住宅若しくは長屋、老人ホ

ーム等若しくは寄宿舎又は自己の居住の

用に供する住宅をいう。以下この表におい

て同じ。）の建築のみを目的とする開発事

業を行う場合は、当該開発区域の面積の

100分の20に相当する面積以上の緑化面積

（開発区域の全部又は一部が第一種低層

住居専用地域又は第二種低層住居専用地

域属する場合は、当該地域内においては、

地上部による緑化面積）を確保すること。 

(２) 住宅の建築のみを目的とする開発事

業以外の開発事業を行う場合は、当該開発

区域の面積の100分の20に相当する面積以

上の緑化面積を確保するよう努めること。 

(３) 開発区域内の既存の樹木を保全する

よう努めること。 

(４) (１)の項及び(２)の項の緑化面積の

算定の基準は、規則で定める。 

２ 水道施設 水道関係法令、武蔵野市給水条例（昭和35

年４月武蔵野市条例第２号）その他水道施設

に関する規程に基づき、水道施設を設置する

こと。 

３ 下水道施設 下水道関係法令、武蔵野市下水道条例（平

成８年９月武蔵野市条例第34号）その他下水

道施設に関する規程に基づき、下水道施設を

設置すること。 

４ 雨水流出抑制施

設 

市長が別に定める基準により、雨水の流出

を抑制するための施設を設置するよう努め

ること。 

５ 自転車駐車場 武蔵野市自転車等の適正利用及び放置防

止に関する条例（平成６年12月武蔵野市条例

第45号）第８条の規定の適用を受ける開発事

業以外の開発事業を行う場合は、市長が別に

定める基準により、自転車駐車場を設置する

よう努めること。 

６ 防災の措置 (１) 高さが10メ－トルを超える建築物の

建築若しくは増築又は当該建築物への用

途の変更を行う場合は、自然災害、事故等

による二次災害を防止するため、規則で定

める基準により、窓ガラスの飛散を防止す

るために必要な措置を講ずること。 

(２) 特定集合住宅等のうち、人の居住の用

に供する独立部分を30戸（老人ホーム等及

び寄宿舎にあっては、30室）以上有するも

の又は延べ面積が3,000平方メートル以上

であるものの建築を行う場合は、市長が別

に定める基準により、災害時用設備を設置

するよう努めること。 

(３) 市長が別に定める基準により、市が設

置及び管理を行う消火器の設置に協力す

るよう努めること。 

７ ごみ集積所 市長が別に定める基準により、ごみ集積所

を設置するよう努めること。 

８ 環境配慮の措置 環境配慮の措置（１の部、４の部及び９の

部に掲げる事項を除く。）について、規則で

定める基準により、必要な措置を講ずるよう

努めること。 

９ 公害の防止の措

置 

開発事業に関する工事に起因する公害を

防止するため、市長と協議のうえ、必要な措

置を講ずること。 

10 周辺環境の保護

の措置 

(１) 道路における違法な停車及び駐車を

防止するため、規則で定める基準により、

配送車等の一時駐車スペースを設置する

よう努めること。 

(２) 開発区域に隣接して居住する者のプ

ライバシーを保護するために必要な措置

を講ずるよう努めること。 

(３) 共同住宅又は長屋の建築を行う場合

は、住戸の数に応じて必要な数の宅配ボッ

クス（建築基準法施行令第２条第１項第４

号へに規定する宅配ボックスをいう。）を

設置するよう努めること。 

11 福祉環境の整備 (１) 市長が別に定める基準により、福祉環

境の整備に努めること。 

(２) 開発区域の地域における地域福祉活

動への参加が可能となるよう市長と協議

のうえ、必要な措置を講ずるよう努めるこ

と。 

12 景観配慮 (１) 景観ガイドラインで定める基準によ

り、景観配慮に努めること。 

(2) 地区まちづくり景観誘導基準により、

景観配慮に努めること（当該地区まちづく

り景観誘導基準に係る地区の区域内に限

る。）。 

13 防犯の予防及び

安全への配慮 

 犯罪の予防及び建物利用者の安全への配

慮について、市長からの求めに応じ、防犯カ

メラの設置その他必要な措置を講ずるよう

努めること。 

備考 

１ 開発行為については、１の部（（３）の項を除く）、５の部、６の

部、７の部、10の部(１)の項、11の部及び13の部の規定は、適用し
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ない。 

２ 一戸建ての住宅の建築を目的とする開発事業又は増築（増築に係

る部分の床面積の合計が、増築前の建築物の延べ面積を超えないも

のに限る。）を目的とする開発事業については、５の部、７の部、

10の部(1)の項及び11の部の規定は、適用しない。 

３ 自動車駐車場（面積が500平方メートル以上のものに限る。）の建

築若しくは設置又は増築若しくは増設を目的とする開発事業につ

いては、５の部及び10の部(１)の項の規定は、適用しない。 

 

 

別表第３（第53条関係） 

特定集合住宅等の基準 

種別 基準 

１ 居住水準 一の人の居住の用に供する独立部分の床

面積は、25平方メートル以上とすること。 

２ 管理 規則で定める基準により、管理すること。 

３ 建築物の用途の

適正化 

商業地域又は近隣商業地域においては、地

域の活性化に寄与するため、当該建築物の低

層階に商業施設、業務施設等を配置するよう

努めること。 

備考 特定集合住宅等のうち、老人ホーム等又は寄宿舎の建築又は増築

を目的とする開発事業については、１の項の規定は、適用しない。 

 

 

別表第３の２（第53条の２関係） 

旅館業の用途に供する建築物の基準 

種別 基準 

施設整備の措置  市長が別に定める基準により、旅館業の施

設は、当該施設の周辺における良好な生活環

境を害するおそれのない構造及び設備とな

るよう整備に努めること。 

 

 

別表第４（第54条関係） 

墓地の基準 

種別 基準 

１ 自動車駐車場 開発区域内に、墳墓の区画数の100分の５

に相当する数以上の数の自動車を駐車する

ための部分を有する自動車駐車場を設ける

こと。 

２ 周辺環境の保護

の措置 

開発区域の境界線に沿って幅員１メート

ル以上の緩衝緑地を設けること。 

 

 

別表第５（第55条の４関係） 

特定事業における景観配慮の基準 

種別 基準 

景観配慮 (1) 景観ガイドラインで定める基準によ

り、景観配慮に努めること。 

(2) 地区まちづくり景観誘導基準により、

景観配慮に努めること（当該地区まちづく

り景観誘導基準に係る地区の区域内に限

る。）。 
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武蔵野市まちづくり条例施行規則 

（平成20年 12 月 26 日規則第82号） 

改正 （平成 22 年２月 22 日規則第 7 号） 

改正 （平成 23年 11 月 11 日規則第60 号） 

改正 （平成 26 年６月 30 日規則第 38 号） 

改正 （平成 27 年４月９日規則第 41 号） 

改正 （平成 28 年３月 1 日規則第 10 号） 

改正 （平成 29 年３月 31 日規則第 30 号） 

改正 （平成 31 年１月 31 日規則第５号） 

改正 （令和７年５月 26 日規則第 49 号） 
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第５章 雑則（第39条─第46条） 

付則 

 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、武蔵野市まちづくり条例（平成20年９月武蔵野市

条例第39号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定め

るものとする。 

（用語） 

第２条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 

（近隣関係住民に該当しない者） 

第３条 条例第２条第１項第６号に規定する規則で定める者は、次に掲

げる者とする。 

 (１) 開発事業に係る建築物又は施設の周囲に広い敷地内空地を有す

る場合において、当該建築物又は施設によりその生活環境に影響を

与えられるおそれが少ないと市長が認める者 

 (２) 条例第２条第１項第６号アからウまでに規定する範囲内に土地

を所有する者のうち、当該土地を道路として所有しているに過ぎな

い者 

（特定事業に該当する工作物の築造） 

第３条の２ 条例第２条第１項第８号に規定する規則で定める工作物は、

次に掲げるものとする。 

 (１) 建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第138条第１項各号

に掲げる工作物（同項第１号又は第４号に掲げる工作物にあっては、

その高さが10メートルを超えるものに限る。） 

 (２) 建築基準法施行令第138条第２項各号又は第４項各号に掲げる

工作物で、その高さが10メートルを超えるもの 

（特定事業に該当する景観配慮が必要な行為） 

第３条の２の２ 条例第２条第１項第８号に規定する景観配慮が必要な

行為として市長が指定するものは、建築確認申請が必要な行為の中か

ら、これを指定する。 

２ 市長は、条例第２条第１項第８号の規定により景観配慮が必要な行

為を指定したときは、これを公表するものとする。指定を変更し、又は

解除したときも、同様とする。 

（不特定かつ多数の者が利用する用途に供する建築物） 

第３条の２の３ 条例第２条第１項第16号に規定する規則で定める不特

定かつ多数の者が利用する用途に供する建築物は、別表第１に定める

とおりとする。 

（老人ホーム等） 

第３条の３ 条例第２条第１項第18号に規定する規則で定める老人ホー

ムその他これに類するものは、次に掲げるものとする。 

 (１) 老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の４に規定する養護

老人ホーム 

 (２) 老人福祉法第20条の６に規定する軽費老人ホーム 

 (３) 老人福祉法第29条第１項に規定する有料老人ホーム 

 (４) 介護保険法（平成９年法律第123号）第８条第28項に規定する介

護老人保健施設 

 

 

第２章 まちづくり委員会及び景観専門委員 

（まちづくり委員会の組織及び運営） 

第４条 まちづくり委員会は、委員８人以内をもって組織し、次に掲げ

る者のうちから市長が委嘱する。 

 (１) 学識経験を有する者 ５人以内 

 (２) 市民等 ３人以内 

２ 委員の任期は、前項第１号に掲げる者にあっては２年、同項第２号

に掲げる者にあっては３年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

３ まちづくり委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選

によりこれを定める。 

４ 委員長は、会務を総括し、まちづくり委員会を代表する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長

が欠けたときは、その職務を代理する。 

６ まちづくり委員会の会議は、委員長が招集する。 

７ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができ

ない。 

８ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のと

きは、委員長の決するところによる。 

９ まちづくり委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出

席を求め、説明又は意見を聴くことができる。 

10 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密の保護、正当な利

益の保護等のためまちづくり委員会が必要と認めるときは、これを公

開しないことができる。 

11 委員長の公印は次のとおりとし、その管理は都市整備部まちづくり

推進課長が行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 方21ミリメートル てん書 

12 まちづくり委員会の庶務は、都市整備部まちづくり推進課が行う。 

（景観専門委員の設置及び運営） 

第４条の２ 条例第10条の２第１項の規定により設置する景観専門委員

の数は、５人以内とする。 

２ 景観専門委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 

第３章 都市計画等の決定等に関する手続 

（軽微な都市計画の決定又は変更） 

第５条 条例第11条第４項に規定する規則で定める軽微な都市計画の決

定又は変更は、次に掲げるものとする。 

 (１) 都市計画法施行令（昭和44年政令第158号。以下「令」という。）

第14条に規定する軽易な都市計画の変更 

 (２) 前号に掲げるもののほか、当該都市計画に係る区域及びその周

辺の区域に及ぼす影響が少ないと市長が認める都市計画の決定又は

変更 
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（都市計画提案をすることができる団体の要件等） 

第６条 条例第13条第２号に規定する規則で定める要件は、次に掲げる

ものとする。 

 (１) 都市計画提案に係る土地の区域（以下この項において「区域」と

いう。）を定めていること。 

 (２) 都市計画提案に係る活動の計画を定めていること。 

 (３) 構成員に区域の住民等10人以上を含み、かつ、これらの者がお

おむね当該区域のすべての地域から参加していること。 

 (４) 会則、規約等の定めがあること。 

 (５) 代表者、会計等の役員を定めていること。 

 (６) 区域の市民等が団体の活動に参加する機会があること。 

２ 条例第13条第２号の規定による認定（次項において「認定」という。）

を受けようとする団体の代表者は、都市計画提案団体認定申請書（第

１号様式）に前項各号に掲げる要件を満たしていることを証する書類

を添えて市長に申請しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、認定をした

ときは都市計画提案団体認定通知書（第２号様式）により、認定をしな

いときはその旨を、当該認定を受けようとする団体の代表者に通知す

るものとする。 

（都市計画提案に係る手続等） 

第７条 都市計画提案は、都市計画法施行規則（昭和44年建設省令第49

号）第13条の４第１項に規定する都市計画提案書（第３号様式）及び同

項各号に掲げる図書のほか、次に掲げる書類を添えて行わなければな

らない。 

 (１) 都市計画提案に係る土地の区域のすべての土地及び建物に関す

る登記事項証明書及び公図の写し 

 (２) 都市計画提案に係る土地の区域及びその周辺の区域の住民等に

対する当該都市計画提案に係る内容の説明並びに意見の聴取の内容

及び経緯に関する書類 

 (３) 都市計画提案に係る土地の区域及びその周辺の環境についての

検討に関する書類 

 (４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 条例第15条第２項の規定による通知は、都市計画提案の判断に係る

通知書（第４号様式）により行うものとする。 

（都市計画提案に係る判断の基準等） 

第８条 条例第16条第２号に規定する規則で定める合理的な根拠は、次

に掲げるものとする。 

 (１) 良好な都市環境の形成に資するものであること。 

 (２) 特定の土地所有者等の利益のみでなく、都市計画提案に係る土

地の区域及びその周辺の区域の住民等の利益を十分に考慮したもの

であること。 

 (３) 都市計画道路については、都市計画提案に係る土地の区域及び

その周辺の区域の道路網の形成を十分に考慮したものであること。 

 (４) 都市計画公園については、その目的及び機能に照らして、配置

が適正なものであること及び適切な規模が確保されているものであ

ること。 

２ 条例第16条第３号に規定する規則で定める合理的な根拠は、次に掲

げるものとする。 

 (１) 一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域として

ふさわしい一団の土地であること。 

 (２) 特定の土地所有者等の土地利用の権利を著しく制限し、又は特

定の土地所有者等の利益を図るための区域設定でないものであるこ

と。 

３ 条例第16条第４号に規定する意見の聴取は、次に掲げるものとする。 

 (１) 説明会等において都市計画提案の内容及び理由を明確に示して

いること。 

 (２) 都市計画提案に係る土地の区域の土地所有者等の土地利用の権

利を著しく制限することとなる場合は、当該制限することとなる土

地所有者等の意見を十分に聴取していること。 

 (３) 土地利用の規制の緩和に関する事項を含む都市計画提案につい

ては、当該都市計画提案に係る土地の区域及びその周辺の区域の住

民等の意見を十分に聴取していること。 

 (４) 都市計画提案に反対をしている土地所有者等がある場合は、そ

の意見を十分に聴取していること。 

（地区計画等の住民原案の申出に係る判断の基準等に関する読替え） 

第９条 条例第19条第５項の規定により地区計画等の住民原案の申出に

係る判断について条例第16条の規定を準用する場合においては、前条

第１項及び第３項中「都市計画提案」とあるのは、「地区計画等の住民

原案」と読み替えるものとする。 

２ 条例第24条第７項（条例第24条の２第１項又は第２項において準用

する場合を含む。）の規定により条例第24条第６項（条例第24条の２第

１項又は第２項において準用する場合を含む。）の規定による判断に

ついて条例第16条の規定を準用する場合においては、前条第１項及び

第３項中「都市計画提案」とあるのは、「地区まちづくり計画」と読み

替えるものとする。 

３ 条例第26条の４第２項（条例第26条の５第１項において準用する場

合を含む。）の規定により条例第26条の４第１項（条例第26条の５第１

項において準用する場合を含む。）の規定による判断について条例第

16条（第４号の規定を除く。）の規定を準用する場合においては、前条

第１項及び第３項中「都市計画提案」とあるのは、「景観まちづくり協

定」と読み替えるものとする。 

（地区計画等の住民原案の申出の手続等） 

第10条 条例第19条第１項に規定する地区計画等の住民原案の申出は、

地区計画等の住民原案に係る申出書（第５号様式）に次に掲げる書類

を添えて行わなければならない。 

 (１) 地区計画等の素案 

 (２) 地区計画等の住民原案に係る土地の区域のすべての土地及び建

物に関する登記事項証明書及び公図の写し 

 (３) 条例第18条第１項の規定に該当する者であることを証する書類 

 (４) 条例第18条第２項第３号に規定する地区計画等の住民原案の申

出に関する説明会における当該申出に係る内容の説明並びに同号の

規定による意見の聴取の内容及び経緯に関する書類 

 (５) 条例第18条第２項第４号に規定する同意を得たことを証する書

類 

 (６) 地区計画等の住民原案に係る土地の区域及びその周辺の環境に

ついての検討に関する書類 

 (７) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 条例第19条第２項の規定による届出は、地区計画等の住民原案に係

る届出書（第６号様式）に次に掲げる書類を添えて行わなければなら

ない。 

 (１) 申出をしようとする地区計画等の住民原案に係る土地の区域を

示す図 

 (２) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

３ 条例第19条第６項の規定による通知は、地区計画等の住民原案の申

出に係る判断に係る通知書（第７号様式）により行うものとする。 

（地区まちづくり協議会の要件等） 

第11条 条例第22条第１項に規定する規則で定める要件は、次に掲げる

ものとする。 

 (１) 活動の目的が条例の目的に適合し、かつ、明確であること。 

 (２) 地区まちづくり計画に係る地区の区域とすべき区域（以下この

項において「区域」という。）をあらかじめ定めており、かつ、その

設定が合理的であること。 

 (３) 活動の計画を定めていること。 

 (４) 設立の目的及び趣旨について区域の住民等のおおむね10分の１

以上の同意を得ていること。 

 (５) 区域の住民等10人以上で構成され、かつ、これらの者がおおむ

ね当該区域のすべての地域から参加していること。 

 (６) 会則、規約等の定めがあること。 
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 (７) 代表者、会計等の役員を定めていること。 

 (８) 区域の市民等が協議会の活動に参加する機会があること。 

２ 条例第22条第２項の規定による申請は、地区まちづくり協議会認定

申請書（第８号様式）に前項各号に掲げる要件を満たしていることを

証する書類を添えて行わなければならない。 

３ 条例第22条第３項の規定による認定の通知は、地区まちづくり協議

会認定通知書（第９号様式）により行うものとする。 

４ 条例第22条第４項の規定による届出は、地区まちづくり協議会認定

内容変更届出書（第10号様式）により行わなければならない。 

５ 条例第22条第８項の規定による通知は、地区まちづくり協議会認定

取消通知書（第11号様式）により行うものとする。 

（地区まちづくり計画の認定の申請等） 

第12条 条例第23条第１項の規定による申請は、地区まちづくり計画認

定申請書（第12号様式）に次に掲げる書類を添えて行わなければなら

ない。 

 (１) 計画書 

 (２) 位置図 

 (３) 計画図（縮尺2,500分の１程度の地形図に地区まちづくり計画に

係る地区の区域その他必要な事項を記載したものをいう。次条第１

項第１号ウにおいて同じ。） 

 (４) 地区まちづくり計画に係る地区の区域のすべての土地及び建物

に関する登記事項証明書及び公図の写し 

 (５) 条例第23条第２項第２号に規定する地区まちづくり計画に関す

る説明会における当該地区まちづくり計画に係る内容の説明並びに

同号の規定による意見の聴取の内容及び経緯に関する書類 

 (６) 条例第23条第２項第３号に規定する同意を得たことを証する書

類 

 (７) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 条例第24条第９項の規定による通知は、地区まちづくり計画の案の

判断に係る通知書（第13号様式）により行うものとする。 

（地区まちづくり計画の変更等の申請等） 

第12条の２ 条例第24条の２第１項又は第２項において準用する条例第

23条第１項の規定による申請は、地区まちづくり計画認定（変更・廃止）

申請書（第13号様式の２）に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める書類を添えて行わなければならない。 

 (１) 地区まちづくり計画の変更 次に掲げる書類 

  ア 変更前及び変更後の計画書 

  イ 変更前及び変更後の位置図 

  ウ 変更前及び変更後の計画図 

  エ 地区まちづくり計画に係る地区の区域の全ての土地及び建物に

関する登記事項証明書及び公図の写し（条例第24条の２第２項に

規定する変更をしようとする場合にあっては、当該追加する区域

に係るものに限る。） 

  オ 条例第24条の２第１項又は第２項において準用する条例第23条

第２項第２号に規定する地区まちづくり計画に関する説明会にお

ける当該地区まちづくり計画に係る内容の説明並びに同号の規定

による意見の聴取の内容及び経緯に関する書類 

  カ 条例第24条の２第１項又は第２項において準用する条例第23条

第２項第３号に規定する同意を得たことを証する書類 

  キ アからカまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 (２) 地区まちづくり計画の廃止 次に掲げる書類 

  ア 位置図 

  イ 地区まちづくり計画に係る地区の区域の全ての土地及び建物に

関する登記事項証明書及び公図の写し 

  ウ 条例第24条の２第１項において準用する条例第23条第２項第２

号に規定する地区まちづくり計画に関する説明会における当該地

区まちづくり計画に係る内容の説明並びに同号の規定による意見

の聴取の内容及び経緯に関する書類 

  エ 条例第24条の２第１項において準用する条例第23条第２項第３

号に規定する同意を得たことを証する書類 

  オ アからエまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 現区域に隣接する区域を現区域に追加する変更をしようとする場合

において、当該追加する区域の面積が500平方メートル未満のときにあ

っては条例第24条の２第１項に、当該追加する区域の面積が500平方メ

ートル以上のときにあっては同条第２項に定めるところによる。 

（地区まちづくり計画の軽微な変更） 

第12条の３ 条例第24条の２第１項に規定する規則で定める軽微な変更

は、地区まちづくり計画の目的及び内容並びに当該地区まちづくり計

画に係る区域及びその周辺の区域に及ぼす影響が少ないと市長が認め

るものとする。 

（地区まちづくり景観誘導基準） 

第12条の４ 市長は、条例第25条の２第１項の規定により地区まちづく

り景観誘導基準を定めたときは、これを公表するものとする。地区ま

ちづくり景観誘導基準を変更し、又は廃止したときも、同様とする。 

２ 条例第25条の２第２項に規定する規則で定める軽微な変更は、地区

まちづくり景観誘導基準の目的及び内容並びに当該地区まちづくり景

観誘導基準に係る区域及びその周辺の区域に及ぼす影響が少ないと市

長が認めるものとする。 

３ 条例第25条の２第３項に規定する規則で定める事由は、次に掲げる

ものとする。 

 (１) 法令等の改正、都市計画の決定若しくは変更又は地区まちづく

り計画の変更により、当該地区まちづくり景観誘導基準が当該法令

等、都市計画又は地区まちづくり計画に適合しなくなったと認める

とき。 

 (２) 地区まちづくり景観誘導基準に係る地区まちづくり計画の認定

を廃止したとき。 

（地区まちづくり準備会の設立の届出等） 

第13条 条例第26条第２項の規定による届出は、地区まちづくり準備会

設立届出書（第14号様式）に次項各号に掲げる要件を満たしているこ

とを証する書類を添えて行わなければならない。 

２ 市長は、条例第26条第２項の規定による届出があった場合において、

当該届出をした地区まちづくり準備会が次に掲げる要件を満たすとき

は、同項の規定による登録をするものとする。 

 (１) 活動の目的が条例の目的に適合し、かつ、明確であること。 

 (２) 地区まちづくり計画に係る地区とすべきおおむねの区域（以下

この項において「区域」という。）をあらかじめ定めていること。 

 (３) 活動の計画を定めていること。 

 (４) 区域の住民等３人以上で構成されていること。 

 (５) 代表者を定めていること。 

（景観まちづくり協定の登録を受けることができる住民等の要件） 

第13条の２ 条例第26条の２に規定する規則で定める要件は、次に掲げ

るものとする。 

 (１) ２以上の敷地（隣接しているもの又は道路その他これに類する

ものとして市長が認めるものがこれらの敷地の間にある場合におい

て、これらの敷地境界線の最も近い部分の距離が10メートル以内の

ものに限る。）の住民等であること。 

 (２) 協定を締結した住民等が土地所有者等でない場合にあっては、

条例第26条の２の規定による登録を受けることについて、当該土地

所有者等の同意を得ていること。 

（景観まちづくり協定の登録の届出等） 

第13条の３ 条例第26条の３の規定による届出は、景観まちづくり協定

（登録・変更・取消し）届出書（第14号様式の２）に次に掲げる書類を

添えて行わなければならない。 

 (１) 協定書 

 (２) 位置図（景観まちづくり協定に係る敷地の位置その他必要な事

項を記載したものをいう。次条第１項第２号及び第２項第２号にお

いて同じ。） 

 (３) 前条第２号に規定する同意を得たことを証する書類（協定を締
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結した住民等が土地所有者等でない場合に限る。） 

 (４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 条例第26条の４第４項及び第26条の５第４項の規定による通知は、

景観まちづくり協定の判断に係る通知書（第14号様式の３）により行

うものとする。 

（景観まちづくり協定の変更等の届出等） 

第13条の４ 条例第26条の５第１項において準用する条例第26条の３の

規定による届出は、景観まちづくり協定（登録・変更・取消し）届出書

に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。 

 (１) 変更前及び変更後の協定書 

 (２) 変更前及び変更後の位置図 

 (３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 条例第26条の５第２項の規定による届出は、景観まちづくり協定（登

録・変更・取消し）届出書に次に掲げる書類を添えて行わなければなら

ない。 

 (１) 景観まちづくり協定の登録を受けた協定を締結した全ての住民

等が当該登録の取消しに同意していることが確認できる書類 

 (２) 位置図 

 (３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（景観まちづくり協定の軽微な変更） 

第13条の５ 条例第26条の５第１項に規定する規則で定める軽微な変更

は、景観まちづくり協定の目的及び内容並びに当該景観まちづくり協

定に係る区域及びその周辺の区域に及ぼす影響が少ないと市長が認め

るものとする。  

 

 

第４章 開発事業等の調整の仕組み 

（大規模土地取引行為の届出） 

第14条 条例第29条の規定による届出は、大規模土地取引行為届出書（第

15号様式）に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。 

 (１) 位置図 

 (２) 案内図 

 (３) 公図の写し 

 (４) 大規模土地取引行為に係る土地及びその周辺の状況を示す写真 

 (５) 大規模土地取引行為に係る土地の登記事項証明書（全部事項証

明書に限る。） 

 (６) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（大規模土地取引行為に係る土地の利用に関する助言） 

第15条 条例第30条に規定する助言は、大規模土地取引行為に係る土地

の利用に関する助言書（第16号様式）により行うものとする。 

（権利取得者による届出） 

第16条 条例第31条第１項の規定による届出は、大規模土地取引行為に

係る権利取得届出書（第17号様式）に次に掲げる書類を添えて行わな

ければならない。 

 (１) 案内図 

 (２) 大規模土地取引行為に係る土地の区域を示す図 

 (３) 大規模土地取引行為に係る土地及びその周辺の状況を示す写真 

 (４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（権利取得者による標識の設置等） 

第17条 条例第32条第１項に規定する標識（以下この条において「標識」

という。）の様式は、大規模土地取引行為に係る開発等事業のお知らせ

（第18号様式）によらなければならない。 

２ 標識は、大規模土地取引行為に係る土地の道路に面する部分（２以

上の道路に面するときは、それぞれの道路に面する部分）に、当該道路

からその表示事項を容易に見ることができるように、雨風等のため容

易に破損し、又は転倒しないように及び記載事項が不鮮明にならない

ように設置し、及び管理しなければならない。 

３ 標識の設置期間は、当該標識を設置した日から60日間とする。ただ

し、当該期間内に条例第35条第１項の規定による標識の設置がされた

ときは、この限りでない。 

４ 条例第32条第２項の規定による届出は、大規模土地取引行為に係る

標識設置届出書（第19号様式）により行わなければならない。 

（大規模土地取引行為に係る土地の利用に関する市長の見解） 

第17条の２ 条例第32条の２第２項に規定する市長の見解を記載した書

面は、大規模土地取引行為に係る土地の利用に関する住民等の意見に

対する見解書（第19号様式の２）とする。 

（大規模開発基本構想等の届出を要しない類似する用途） 

第18条 条例第33条第４号及び条例第40条第１項第７号に規定する規則

で定める類似する用途は、別表第１左欄各部に掲げるいずれかの建築

物の用途について、それぞれ当該各部に掲げる他のいずれかの建築物

の用途とする。 

（大規模開発基本構想の届出） 

第19条 条例第34条第１項の規定による届出は、大規模開発基本構想届

出書（第20号様式）に次に掲げる書類等を添えて行わなければならな

い。 

 (１) 案内図 

 (２) 配置図及び各階の平面図（建築、増築又は用途の変更を行わな

い場合にあっては、これらに代えて土地利用計画図） 

 (３) 彩色が施され、かつ、日本工業規格Ｚ8721に定める色相、明度及

び彩度の３属性の値（以下「マンセル値」という。）並びに材料が表

示された４面以上の立面図（建築、増築又は用途の変更を行う場合に

限る。） 

 (４) 彩色が施された大規模開発事業に係る建築物及び工作物並びに

その周辺の状況を表示するイメージパース等（開発行為のみを行う

場合を除く。） 

 (５) 彩色が施され、かつ、マンセル値及び材料が表示された屋根伏

図（建築又は増築を行う場合に限る。） 

 (６) 日影図（中高層建築物の建築又は増築を行う場合に限る。） 

 (７) 開発区域及びその周辺の状況を示す写真 

 (８) 緑化計画図（開発行為のみを行う場合を除く。） 

 (９) 給排水計画図（開発行為のみを行う場合にあっては、これに代

えて排水施設計画図） 

 (10) 景観配慮状況説明書（第20号様式の２） 

 (11) 大規模開発事業に関し環境配慮を行う事項が確認できる書類 

 (12) 東京都屋外広告物条例（昭和24年東京都条例第100号）第８条の

規定による許可を要する屋外広告物（以下「屋外広告物」という。）

の形状、寸法、材料、構造、意匠等に関する図面であって、彩色が施

され、かつ、マンセル値が表示されたもの（屋外広告物を設置する場

合に限る。） 

 (13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等 

２ 条例第34条第１項の規定による届出は、当該届出に係る景観検討会

議の開催予定日の２週間前までに行わなければならない。 

（大規模開発基本構想に係る標識の設置等） 

第20条 条例第35条第１項に規定する標識の様式は、大規模開発基本構

想に係る事業計画のお知らせ（第21号様式）によらなければならない。 

２ 第17条第２項及び第３項の規定は、条例第35条第１項の規定による

標識の設置及びその期間について準用する。この場合において、第17

条第２項中「大規模土地取引行為」とあるのは「大規模開発事業」と、

同条第３項中「条例第35条第１項」とあるのは「条例第41条第１項」と

読み替えるものとする。 

３ 条例第35条第２項の規定による届出は、大規模開発基本構想に係る

標識設置届出書（第22号様式）により行わなければならない。 

（大規模開発基本構想に係る事前協議） 

第20条の２ 条例第35条の２第１項に規定する事前協議は、大規模開発

基本構想届出書及び第19条第１項各号に掲げる書類等により行うもの

とする。 

２ 景観検討会議は、市長が招集する。 

３ 景観検討会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密の保護、
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正当な利益の保護等のため市長が必要と認めるときは、これを公開し

ないことができる。 

４ 市長は、必要と認めるときは、景観検討会議に景観専門委員以外の

者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。 

５ 景観専門委員及び景観検討会議の庶務は、都市整備部まちづくり推

進課が行う。 

６ 市長は、景観検討会議が終了したときは、当該景観検討会議の結果

を当該景観検討会議に係る事前協議をしている者に（大規模開発基本

構想・開発基本計画）に係る景観検討会議結果通知書（第22号様式の２）

により通知するものとする。 

７ 条例第35条の２第４項の規定による通知は、（大規模開発基本構想・

開発基本計画）に係る事前協議終了確認通知書（第22号様式の３）によ

り行うものとする。 

（大規模開発基本構想に係る説明会の開催の通知等） 

第21条 条例第36条第２項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載

した書面により行わなければならない。 

 (１) 大規模開発事業の名称及びその開発区域の位置 

 (２) 大規模開発事業を行おうとする者の氏名及び住所（その者が法

人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び事務所の所在

地）並びに担当者の氏名及び電話番号 

 (３) 説明会の開催の日時及び場所 

２ 前項の通知には、大規模開発事業に関する次に掲げる書類を添付し

なければならない。 

 (１) 案内図 

 (２) 配置図及び各階の平面図（建築、増築又は用途の変更を行わな

い場合にあっては、これらに代えて土地利用計画図） 

 (３) 彩色が施され、かつ、マンセル値及び材料が表示された４面以

上の立面図（建築、増築又は用途の変更を行う場合に限る。） 

 (４) 彩色が施された大規模開発事業に係る建築物及び工作物並びに

その周辺の状況を表示するイメージパース等（開発行為のみを行う

場合を除く。） 

 (５) 彩色が施され、かつ、マンセル値及び材料が表示された屋根伏

図（建築又は増築を行う場合に限る。） 

 (６) 日影図（中高層建築物の建築又は増築を行う場合に限る。） 

 (７) 緑化計画図（開発行為のみを行う場合を除く。） 

 (８) 給排水計画図（開発行為のみを行う場合にあっては、これに代

えて排水施設計画図） 

 (９) 屋外広告物の形状、寸法、材料、構造、意匠等に関する図面であ

って、彩色が施され、かつ、マンセル値が表示されたもの（屋外広告

物を設置する場合に限る。） 

 (10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

３ 条例第36条第３項の規定による報告は、大規模開発基本構想に係る

説明会報告書（第23号様式）に次に掲げる書類を添えて行わなければ

ならない。 

 (１) 説明会において配付した書類 

 (２) 出席者の名簿 

 (３) 条例第２条第１項第６号に規定する範囲を示す図 

 (４) 議事録 

 (５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（大規模開発基本構想及び開発基本計画に対する市長の意見の提示） 

第21条の２ 条例第38条第１項及び条例第44条第１項に規定する市長の

意見は、（大規模開発基本構想・開発基本計画）に対する市長意見書（第

23号様式の２）により行うものとする。 

（開発基本計画の届出） 

第22条 条例第40条第１項の規定による届出は、開発基本計画届出書（第

24号様式）に次に掲げる書類等を添えて行わなければならない。 

 (１) 案内図 

 (２) 配置図及び各階の平面図（建築、増築又は用途の変更を行わな

い場合にあっては、これらに代えて土地利用計画図） 

 (３) 彩色が施され、かつ、マンセル値及び材料が表示された４面以

上の立面図（建築、増築又は用途の変更を行う場合に限る。） 

 (４) ２面以上の断面図（建築又は増築を行う場合に限る。） 

 (５) 彩色が施された開発事業に係る建築物及び工作物並びにその周

辺の状況を表示するイメージパース等（開発行為のみを行う場合を

除く。） 

 (６) 彩色が施され、かつ、マンセル値及び材料が表示された屋根伏

図（建築又は増築を行う場合に限る。） 

 (７) 日影図（中高層建築物の建築又は増築を行う場合に限る。） 

 (８) 開発区域及びその周辺の状況を示す写真 

 (９) 緑化計画図（開発行為のみを行う場合を除く。） 

 (10) 給排水計画図（開発行為のみを行う場合にあっては、これに代え

て排水施設計画図） 

 (11) 景観配慮状況説明書 

 (12) 開発事業に関し環境配慮を行う事項が確認できる書類 

 (13) 屋外広告物の形状、寸法、材料、構造、意匠等に関する図面であ

って、彩色が施され、かつ、マンセル値が表示されたもの（屋外広告

物を設置する場合に限る。） 

 (14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等 

２ 条例第40条第１項の規定による届出は、当該届出に係る景観検討会

議の開催予定日の２週間前までに行わなければならない。 

３ 条例第40条第３項に規定する規則で定める手続は、次に掲げるもの

とする。 

 (１) 都市計画法（昭和43年法律第100号。以下「法」という。）第30

条第１項に規定する開発許可の申請 

 (２) 法第53条第１項に規定する建築許可の申請 

 (３) 法第65条第１項に規定する許可の申請 

 (４) 建築基準法（昭和25年法律第201号）第６条第１項（同法第87条

第１項又は第88条第１項若しくは第２項において準用する場合を含

む。）若しくは同法第６条の２第１項（同法第87条第１項又は第88条

第１項若しくは第２項において準用する場合を含む。）に規定する確

認の申請又は同法第18条第２項（同法第87条第１項又は第88条第１

項若しくは第２項において準用する場合を含む。）の規定による計画

の通知 

 (５) 建築基準法の規定による許可又は認定の申請 

 (６) 建築基準法第58条に規定する高度地区に関する都市計画におい

て定められた建築物の高さの特例の許可の申請 

 (７) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成

18年法律第91号）第17条第１項（同法第18条第２項において準用する

場合を含む。）の規定による計画の認定の申請 

 (８) 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第123号）

第17条第１項（同法第18条第２項において準用する場合を含む。）の

規定による計画の認定の申請 

 (９) 東京都建築安全条例（昭和25年東京都条例第89号）の規定によ

る認定の申請 

 (10) 東京都駐車場条例（昭和33年東京都条例第77号）第18条第１項の

規定による認定の申請 

 (11) 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例（平

成15年東京都条例第155号）第14条の規定による認定の申請 

 (12) 武蔵野市特別工業地区建築条例（平成15年12月武蔵野市条例第

36号）第４条ただし書の規定による許可の申請 

 (13) 武蔵野市特定土地利用地区建築条例（平成25年12月武蔵野市条

例第35号）第４条第３項の規定による許可の申請 

 (14) 武蔵野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

（平成19年12月武蔵野市条例第37号）第13条第１項の規定による許

可の申請 

（開発基本計画及び開発事業の計画の変更の届出等） 

第22条の２ 条例第40条の２第１項及び条例第49条第１項の規定による

届出は、開発事業計画変更届出書（第24号様式の２）に次に掲げる書類
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を添えて行わなければならない。 

 (１) 案内図 

 (２) 変更前及び変更後の図面 

 (３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（開発基本計画及び開発事業の計画の軽微な変更） 

第22条の３ 条例第40条の２第２項並びに第49条第２項及び第３項に規

定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 

 (１) 次に掲げる変更であって、開発基本計画若しくは開発事業の計

画又は近隣関係住民に及ぼす影響が特に少ないと市長が認めるもの 

  ア 開発区域の変更 

  イ 建築物、自動車駐車場、自転車駐車場又は墓地の位置、形状又は

規模の変更 

 (２) 設計者又は開発を行おうとする者の代理人の変更（次号に掲げ

る変更を除く。） 

 (３) 設計者又は開発を行おうとする者の代理人の氏名又は住所（そ

の者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名又は所在

地）の変更 

 (４) 工事の着手予定日又は完了予定日の変更 

 (５) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める変更 

（開発基本計画に係る標識の設置等） 

第23条 条例第41条第１項に規定する標識の様式は、開発基本計画に係

る事業計画のお知らせ（第25号様式）によらなければならない。 

２ 第17条第２項の規定は、条例第41条第１項の規定による標識の設置

について準用する。この場合において、第17条第２項中「大規模土地取

引行為」とあるのは、「開発事業」と読み替えるものとする。 

３ 標識の設置期間は、条例第58条第２項の規定による届出をした日ま

でとする。 

４ 条例第41条第２項の規定による届出は、開発基本計画に係る標識設

置届出書（第26号様式）により行わなければならない。 

５ 条例第41条第３項の規定による届出は、標識記載事項変更届出書（第

27号様式）により行わなければならない。 

（開発基本計画に係る事前協議） 

第23条の２ 条例第41条の２第１項に規定する事前協議は、開発基本計

画届出書及び第22条第１項各号に掲げる書類等により行うものとする。 

２ 第20条の２第２項から第５項までの規定は、条例第41条の２第２項

に規定する景観検討会議について準用する。 

３ 市長は、景観検討会議が終了したときは、当該景観検討会議の結果

を当該景観検討会議に係る事前協議をしている者に（大規模開発基本

構想・開発基本計画）に係る景観検討会議結果通知書により通知する

ものとする。 

４ 条例第41条の２第４項の規定による通知は、（大規模開発基本構想・

開発基本計画）に係る事前協議終了確認通知書により行うものとする。 

（開発基本計画に関する説明会の開催の通知等） 

第24条 条例第42条第１項に規定する規則で定める一般開発事業は、次

に掲げるものとする。 

 (１) 開発行為 

 (２) 一戸建ての住宅の建築又は増築を目的とする開発事業 

 (３) 自動車駐車場の建築若しくは設置又は増築を目的とする開発事

業 

２ 条例第42条第２項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した

書面により行わなければならない。 

 (１) 開発事業の名称及びその開発区域の位置 

 (２) 開発事業を行おうとする者の氏名及び住所（その者が法人であ

る場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び事務所の所在地）並

びに担当者の氏名及び電話番号 

 (３) 説明会の開催の日時及び場所（個別の意見に対する説明を行う

場合は、その期間） 

３ 前項の通知には、開発事業に関する次に掲げる書類を添付しなけれ

ばならない。 

 (１) 案内図 

 (２) 配置図及び各階の平面図（建築、増築又は用途の変更を行わな

い場合にあっては、これらに代えて土地利用計画図） 

 (３) 彩色が施され、かつ、マンセル値及び材料が表示された４面以

上の立面図（建築、増築又は用途の変更を行う場合に限る。） 

 (４) ２面以上の断面図（建築又は増築を行う場合に限る。） 

 (５) 彩色が施された開発事業に係る建築物及び工作物並びにその周

辺の状況を表示するイメージパース等（開発行為のみを行う場合を

除く。） 

 (６) 彩色が施され、かつ、マンセル値及び材料が表示された屋根伏

図（建築又は増築を行う場合に限る。） 

 (７) 日影図（中高層建築物の建築又は増築を行う場合に限る。） 

 (８) 緑化計画図（開発行為のみを行う場合を除く。） 

 (９) 給排水計画図（開発行為のみを行う場合にあっては、これに代

えて排水施設計画図） 

 (10) 屋外広告物の形状、寸法、材料、構造、意匠等に関する図面であ

って、彩色が施され、かつ、マンセル値が表示されたもの（屋外広告

物を設置する場合に限る。） 

 (11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

４ 条例第42条第４項の規定による報告は、開発基本計画に係る説明会

等報告書（第28号様式）に次に掲げる書類を添えて行わなければなら

ない。 

 (１) 説明会において配付した書類 

 (２) 出席者の名簿 

 (３) 条例第２条第１項第６号に規定する範囲を示す図 

 (４) 議事録 

 (５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（開発事業に係る協議の手続） 

第25条 条例第46条第２項（条例第49条第２項において準用する場合を

含む。）の規定による申請は、開発事業に係る協議申請書（第29号様式）

に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。 

 (１) 案内図 

 (２) 配置図及び各階の平面図（建築、増築又は用途の変更を行わな

い場合にあっては、これらに代えて土地利用計画図及び土地利用現

況図） 

 (３) 彩色が施され、かつ、マンセル値及び材料が表示された４面以

上の立面図（建築、増築又は用途の変更を行う場合に限る。） 

 (４) ２面以上の断面図（建築又は増築を行う場合に限る。） 

 (５) 床面積求積図（建築、増築又は用途の変更を行う場合に限る。） 

 (６) 彩色が施された開発事業に係る建築物及び工作物並びにその周

辺の状況を表示するイメージパース等（開発行為のみを行う場合を

除く。） 

 (７) 彩色が施され、かつ、マンセル値及び材料が表示された屋根伏

図（建築又は増築を行う場合に限る。） 

 (８) 日影図（中高層建築物の建築又は増築を行う場合に限る。） 

 (９) 敷地面積求積図 

 (10) 緑化計画図（開発行為のみを行う場合を除く。） 

 (11) 給排水計画図（開発行為のみを行う場合にあっては、これらに代 

えて公共施設の管理者図、排水施設計画図及び公共施設構造図） 

 (12) 景観配慮状況説明書 

 (13) 開発事業に関し環境配慮を行う事項が確認できる書類 

 (14) 屋外広告物の形状、寸法、材料、構造、意匠等に関する図面であ

って、彩色が施され、かつ、マンセル値が表示されたもの（屋外広告

物を設置する場合に限る。） 

 (15) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 条例第46条第１項（条例第49条第２項において準用する場合を含む。

次項において同じ。）の規定による協議は、開発事業の基準に関する協

議書（第30号様式）により行うものとする。 

３ 市長は、条例第46条第１項の規定による協議の際、開発事業を行お
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うとする者に対し、建築物への消防用自動車の寄り付き、はしご付消

防用自動車のはしごの接近その他消火活動のための必要な措置につい

て、武蔵野消防署長と協議するよう指導するものとする。 

（開発事業に係る協議の終了の通知等） 

第26条 条例第47条の規定による通知は、開発事業に係る協議終了確認

通知書（第31号様式）により行うものとする。 

２ 条例第47条の規定による景観に関する事項の概要の公表は、開発事

業に係る景観に関する事項の概要書（第32号様式）により行うものと

する。 

（開発事業の計画の取下げの届出等） 

第27条 条例第49条第４項の規定による届出は、開発事業（申請取下げ・

計画取止め）届出書（第33号様式）により行わなければならない。 

（特定事業に係る協議の手続） 

第28条 条例第50条の２第２項（条例第50条の４第２項において準用す

る場合を含む。）の規定による申請は、特定事業に係る協議申請書（第

33号様式の２）に次に掲げる書類等を添えて行わなければならない。 

 (１) 案内図 

 (２) 配置図 

 (３) 各階の平面図（工作物の築造を行う場合にあっては、これに代

えて横断面図） 

 (４) 彩色が施され、かつ、マンセル値及び材料が表示された４面以

上の立面図（工作物の築造を行う場合にあっては、これに代えて彩色

が施され、かつ、マンセル値及び材料が表示された側面図） 

 (５) ２面以上の断面図（工作物の築造を行う場合にあっては、これ

に代えて縦断面図） 

 (６) 彩色が施された特定事業に係る建築物及び工作物並びにその周

辺の状況を表示するイメージパース等 

 (７) 彩色が施され、かつ、マンセル値及び材料が表示された屋根伏

図（建築又は増築を行う場合に限る。） 

 (８) 景観配慮状況説明書 

 (９) 屋外広告物の形状、寸法、材料、構造、意匠等に関する図面であ

って、彩色が施され、かつ、マンセル値が表示されたもの（屋外広告

物を設置する場合に限る。） 

 (10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等 

２ 条例第50条の２第１項（条例第50条の４第２項において準用する場

合を含む。）の規定による協議は、特定事業の基準に関する協議書（第

33号様式の３）により行うものとする。 

３ 条例第50条の２第３項に規定する規則で定める手続は、第22条第３

項各号に掲げるものとする。 

４ 第20条の２第２項から第５項までの規定は、条例第50条の２第４項

に規定する景観検討会議について準用する。 

５ 市長は、景観検討会議が終了したときは、当該景観検討会議の結果

を当該景観検討会議に係る協議をしている者に特定事業に係る景観検

討会議結果通知書（第33号様式の４）により通知するものとする。 

（特定事業に係る協議の終了の通知） 

第28条の２ 条例第50条の３の規定による通知は、特定事業に係る協議

終了確認通知書（第33号様式の５）により行うものとする。 

（特定事業の計画の変更の届出等） 

第28条の３ 条例第50条の４第１項の規定による届出は、特定事業計画

変更届出書（第33号様式の６）に次に掲げる書類を添えて行わなけれ

ばならない。 

 (１) 案内図 

 (２) 変更前及び変更後の図面 

 (３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（特定事業の計画の軽微な変更） 

第28条の４ 条例第50条の４第２項に規定する規則で定める軽微な変更

は、次に掲げるものとする。 

 (１) 次に掲げる変更であって、特定事業の計画又は当該特定事業の

区域及びその周辺の区域に及ぼす影響が特に少ないと市長が認める

もの 

  ア 建築物又は工作物の位置若しくは形状の変更又は規模の縮小 

  イ 特定事業を行う土地の区域外から見た建築物又は工作物の外観

に影響のない変更 

 (２) 設計者又は特定事業を行おうとする者の代理人の変更（次号に

掲げる変更を除く。） 

 (３) 設計者又は特定事業を行おうとする者の代理人の氏名又は住所

（その者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名又は

所在地）の変更 

 (４) 工事の着手予定日又は完了予定日の変更 

 (５) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める変更 

（特定事業の計画の取りやめの届出） 

第28条の５ 条例第50条の４第３項の規定による届出は、特定事業（申

請取下げ・計画取りやめ）届出書（第33号様式の７）により行わなけれ

ばならない。 

（公共施設等の整備の基準に関する技術的細目） 

第29条 条例第51条に規定する公共施設等の整備の基準に関する技術的

細目は、別表第２に定めるとおりとする。 

（施設の整備等の基準に関する技術的細目） 

第30条 条例第52条に規定する施設の整備等の基準に関する技術的細目

は、別表第３に定めるとおりとする。 

（特定集合住宅等の基準の技術的細目） 

第31条 条例第53条第１項に規定する特定集合住宅等の建築又は増築を

行う場合の基準及び同条第２項に規定する共同住宅若しくは長屋又は

老人ホーム等若しくは寄宿舎の用途に供する部分の建築又は増築を行

う場合の基準に関する技術的細目は、別表第４に定めるとおりとする。 

（公園等の基準の特例） 

第32条 東京における自然の保護と回復に関する条例（平成12年東京都

条例第216号）の規定の適用を受ける開発事業については、条例第56条

に定める基準に基づき設置される公園等の面積（令第25条第１項第６

号の規定により必要とされる公園等の面積を除く。）に、東京における

自然の保護と回復に関する条例施行規則（平成13年東京都規則第39号）

第52条第２項第７号に定める基準に基づき設置される公共的緑地の面

積を含めることを妨げない。 

（開発事業及び特定事業に関する工事に係る届出） 

第33条 条例第58条第１項の規定による届出は、工事着手届出書（第34

号様式）に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。 

 (１) 案内図 

 (２) 工程表 

２ 条例第58条第２項の規定による届出は、工事完了届出書（第35号様

式）に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類等を添え

て行うものとする。 

 (１) 開発事業 次に掲げる書類等 

  ア 案内図 

  イ 配置図及び各階の平面図（建築、増築又は用途の変更を行わな

い場合にあっては、これらに代えて工事の完了後の土地利用を示

す図） 

  ウ 彩色が施され、かつ、マンセル値及び材料が表示された４面以

上の立面図（建築、増築又は用途の変更を行う場合に限る。） 

  エ ２面以上の断面図（建築又は増築を行う場合に限る。） 

  オ 彩色が施され、かつ、マンセル値及び材料が表示された屋根伏

図（建築又は増築を行う場合に限る。） 

  カ 緑化しゅん工図（開発行為のみを行う場合を除く。） 

  キ 給排水しゅん工図（開発行為のみを行う場合にあっては、これ

に代えて法第47条第１項各号に掲げる事項を記載した図書） 

  ク 景観配慮状況説明書 

  ケ 開発事業に関し環境配慮を行う事項が確認できる書類 

  コ しゅん工の状況を示す写真 

  サ 屋外広告物の形状、寸法、材料、構造、意匠等に関する図面であ
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って、彩色が施され、かつ、マンセル値が表示されたもの（屋外広

告物を設置する場合に限る。） 

  シ アからサまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等 

 (２) 特定事業 次に掲げる書類等 

  ア 案内図 

  イ 配置図 

  ウ 各階の平面図（工作物の築造を行う場合にあっては、これに代

えて横断面図） 

  エ 彩色が施され、かつ、マンセル値及び材料が表示された４面以

上の立面図（工作物の築造を行う場合にあっては、これに代えて彩

色が施され、かつ、マンセル値及び材料が表示された側面図） 

  オ ２面以上の断面図（工作物の築造を行う場合にあっては、これ

に代えて縦断面図） 

  カ 彩色が施され、かつ、マンセル値及び材料が表示された屋根伏

図（建築又は増築を行う場合に限る。） 

  キ 景観配慮状況説明書 

  ク しゅん工の状況を示す写真 

  ケ 屋外広告物の形状、寸法、材料、構造、意匠等に関する図面であ

って、彩色が施され、かつ、マンセル値が表示されたもの（屋外広

告物を設置する場合に限る。） 

  コ アからケまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等 

３ 条例第58条第３項の規定による届出は、工事（中断・中止）届出書

（第36号様式）に次に掲げる書類を添えて行うものとする。 

 (１) 開発区域又は特定事業を行う土地の区域及びその周辺の状況を

示す写真 

 (２) 安全上必要な措置を講じたことを示す写真 

 (３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（開発事業及び特定事業に関する工事の完了検査の終了の通知等） 

第34条 条例第59条第２項の規定による通知は、完了検査終了通知書（第

37号様式）により行うものとする。 

２ 条例第59条第３項の規定による通知は、是正内容通知書（第38号様

式）により行うものとする。 

３ 条例第59条第５項の規定による報告は、是正内容措置報告書（第39

号様式）により行わなければならない。 

（中間検査の手続） 

第34条の２ 条例第59条第６項の規定による規則で定める手続は、次に

掲げるとおりとする。 

 (１) 中間検査を受けようとする開発事業を行う者は、中間検査申請

書（第39号様式の２）に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなけれ

ばならない。 

  ア 案内図 

  イ 配置図、各階の平面図、４面以上の立面図及び２面以上の断面

図（建築又は増築を行わない場合にあっては、これらに代えて工事

の完了後の土地利用を示す図） 

  ウ 緑化しゅん工図（開発行為のみを行う場合を除く。） 

  エ 給排水しゅん工図（開発行為のみを行う場合にあっては、これ

らに代えて法第47条第１項各号に掲げる事項を記載した図書） 

  オ 中間検査が必要な部分及び理由が確認できる書類 

  カ アからオまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 (２) 市長は、前号の規定による申請を受けたときは、当該開発事業

に関する申請時までの工事が条例第47条の協議の結果の内容に適合

しているかどうかについて検査を行うものとする。 

 (３) 市長は、前号の規定による検査の結果、当該検査に係る項目が

条例第47条の協議の結果の内容に適合していると認めるときは、中

間検査終了通知書（第39号様式の３）を交付するものとする。 

 (４) 中間検査を受けようとする特定事業を行う者は、中間検査申請

著に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。 

  ア 案内図 

  イ 配置図 

  ウ 各階の平面図（工作物の築造を行う場合にあっては、これに代

えて横断面図） 

  エ ４面以上の立面図（工作物の築造を行う場合にあっては、これ

に代えて側面図） 

  オ ２面以上の断面図（工作物の築造を行う場合にあっては、これ

に代えて縦断面図） 

  カ 中間検査が必要な部分及び理由が確認できる書類 

  キ アからカまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 (５) 市長は、前号の規定による申請を受けたときは、当該特定事業

に関する申請時までの工事が条例第50条の３の協議の結果の内容に

適合しているかどうかについて検査を行うものとする。 

 (６) 市長は、前号の規定による検査の結果、当該検査に係る項目が

条例第50条の３の協議の結果の内容に適合していると認めるときは、

中間検査終了通知書を交付するものとする。 

２ 前項の規定による手続により、中間検査終了通知書を受けた開発事

業又は特定事業を行う者は、当該開発事業又は特定事業に関する工事

を完了したときは、遅滞なく、第33条第２項の規定によりその旨を市

長に届け出なければならない。 

３ 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、当該開発事業又は

特定事業に関する工事が条例第47条又は条例第50条の３の協議の結果

の内容に適合しているかどうかの検査を行うものとする。この場合に

おいて、条例第59条第１項から第５項までの規定を準用するものとす

る。 

（市に帰属する公共施設の基準） 

第35条 条例第60条に規定する市に帰属する公共施設の基準は、別表第

５に定めるとおりとする。 

（調整会の開催の手続） 

第36条 条例第61条第１項の規定による請求は、調整会開催請求書（第

40号様式）により行わなければならない。 

２ 条例第61条第４項の規定による調整会の開催の決定の通知は、調整

会開催決定通知書（第41号様式）により行うものとする。 

（調整会の運営等） 

第37条 まちづくり委員会は、条例第62条第１項の規定により調整会に

近隣関係住民若しくは開発事業を行おうとする者又はこれらの代理人

（以下この条においてこれらを「関係人」という。）の出席を求めると

きは、次の各号に掲げる者に、当該各号に定める書類により通知する

ものとする。 

 (１) 関係人（次号に掲げる者を除く。） 調整会出席要請書（第42号

様式） 

 (２) 条例第61条第１項の規定による請求を行った者又はその代理人 

調整会開催通知書 

２ 調整会は、まちづくり委員会が第４条第１項第１号に掲げる委員の

うちから選任する２人以上の委員（以下この条において「調整会委員」

という。）が行うものとする。 

３ 調整会は、公開するものとする。ただし、個人の秘密の保護、正当な

利益の保護等のため調整会委員が必要と認めるときは、これを公開し

ないことができる。 

４ 調整会は、大規模開発基本構想に係るものにあっては関係人の意見

等を整理することを目的とし、開発基本計画に係るものにあっては関

係人の意見等を整理し、及び調整することを目的とする。 

５ 調整会の開催は、大規模開発基本構想に係るものにあっては１回と

し、開発基本計画に係るものにあっては３回までとする。ただし、すべ

ての関係人が了承し、かつ、調整会委員が必要と認めるときは、この限

りでない。 

６ まちづくり委員会は、条例第62条第２項の規定により調整会による

調整を打ち切ったときは、調整会打切通知書（第43号様式）により関係

人に通知するものとする。 

（調整会の報告） 

第38条 条例第63条第１項の規定による報告は、調整会報告書（第44号
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様式）により行うものとする。 

 

 

第５章 雑則 

（適用除外とする行為） 

第39条 条例第69条第４号に掲げる規則で定める行為は、次に掲げるも

のとする。 

 (１) 中高層建築物におけるエレベーターの設置を目的とする増築 

 (２) 高さが２メートル以下の太陽光発電設備（電気事業法（昭和39

年法律第170号）第２条第１項第18号に規定する電気工作物であるも

のに限る。）の設置により中高層建築物となる建築物の建築又は増築 

（地位の承継の報告） 

第40条 開発事業者（条例第34条第１項又は第40条第１項の規定による

届出を行った開発事業者に限る。）又は特定事業者（条例第50条の２第

２項の規定による申請を行った特定事業者に限る。）について相続そ

の他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、（開発

事業・特定事業）地位承継報告書（第45号様式）に戸籍謄本、登記事項

証明書その他適法に承継したことを証明する書類を添えて市長に報告

しなければならない。 

（一の開発事業とみなさない開発事業） 

第41条 条例第71条第１項に規定する規則で定める事業（建築物の建築

又は増築、既存の建築物の用途の変更、自動車駐車場の設置又は増設

及び墓地の設置をいう。以下この条から第41条の３までにおいて同じ。）

は、第１号から第４号までのいずれかに掲げる事業及び第５号から第

７号までのいずれかに掲げる事業とする。 

 (１) 既に建築基準法第７条第５項（同法第88条第２項において準用

する場合を含む。）、同法第７条の２第５項（同法第88条第２項にお

いて準用する場合を含む。）又は同法第18条第22項（同法第88条第２

項において準用する場合を含む。）の規定による検査済証の交付を行

った建築物の建築若しくは増築又は自動車駐車場の設置若しくは増

設 

 (２) 既に建築基準法第87条第１項において準用する同法第７条第１

項の規定による届出又は同法第18条第20項の規定による通知を行っ

た既存の建築物の用途の変更 

 (３) 既に工事に着手した既存の建築物の用途の変更（当該変更によ

り建築基準法第６条第１項第１号の特殊建築物のいずれかとする場

合を除く。）、自動車駐車場（建築基準法施行令第138条第４項第２

号に該当する場合を除く。）の設置若しくは増設又は墓地の設置 

 (４) 前３号の規定にかかわらず、既に条例第59条第２項の規定によ

る通知を行った開発事業 

 (５) 前各号の規定による検査済証の交付、届出、通知又は工事の着

手（以下「通知等」という。）後に建築基準法第６条第１項（同法第

87条第１項又は第88条第２項において準用する場合を含む。）若しく

は同法第６条の２第１項（同法第87条第１項又は第88条第２項にお

いて準用する場合を含む。）に規定する確認の申請又は同法第18条第

２項（同法第87条第１項又は第88条第２項において準用する場合を

含む。）の規定による計画の通知を行う建築物の建築若しくは増築若

しくは用途の変更又は自動車駐車場の設置若しくは増設 

 (６) 通知等後に工事に着手する既存の建築物の用途の変更（当該変

更により建築基準法第６条第１項第１号の特殊建築物のいずれかと

する場合を除く。）、自動車駐車場（建築基準法施行令第138条第４

項第２号に該当する場合を除く。）の設置若しくは増設又は墓地の設

置 

 (７) 前２号にかかわらず、通知等後に条例第34条第１項又は条例第

40条第１項の規定による届出を行う開発事業 

（相互に関連性を有する事業者） 

第41条の２ 条例第71条第２項に規定する規則で定める相互に関連性を

有する事業者は、次の各号のいずれかの場合に該当する事業者とする。 

 (１) 親会社等（会社法（平成17年法律第86号）第２条第４号に規定す

る親会社その他これに準ずる会社等（会社、組合その他これらに準ず

る事業体をいう。以下この条において同じ。）をいう。）、子会社等

（同法第２条第３号に規定する子会社その他これに準ずる会社等を

いう。）又は関連会社等（会社計算規則（平成18年法務省令第13号）

第２条第３項第18号に規定する関連会社その他これに準ずる会社等

をいう。）の関係にある場合 

 (２) それぞれの事業者の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役

又はこれらに準ずる者をいう。ただし、監査役を除く。）の全部又は

一部が重複している場合 

 (３) それぞれの事業者の本店又は支店のいずれかの所在地が同一で

ある場合 

 (４) それぞれが行う開発事業に係る代理人又は設計者のいずれかが

同一であり、かつ、その者がこれらの開発事業を一体として行ってい

ると市長が認める場合 

 (５) 前各号に掲げるものに準ずる関係にあると市長が認める場合 

（３年以内に行った他の事業） 

第41条の３ 条例第71条第２項に規定する規則で定める日は、次の各号

の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 

 (１) 開発事業 条例第34条第１項又は第40条第１項の規定による届

出を行う日のいずれか早い日 

 (２) 開発事業以外の事業のうち次号に掲げる事業を除くもの 建築

基準法第６条第１項（同法第87条第１項又は第88条第２項において

準用する場合を含む。）若しくは同法第６条の２第１項（同法第87条

第１項又は第88条第２項において準用する場合を含む。）に規定する

確認の申請又は同法第18条第２項（同法第87条第１項又は第88条第

２項において準用する場合を含む。）の規定による計画の通知を行う

日 

 (３) 開発事業以外の既存の建築物の用途の変更（当該変更により建

築基準法第６条第１項第１号の特殊建築物のいずれかとする場合を

除く。）、自動車駐車場（建築基準法施行令第138条第４項第２号に

該当する場合を除く。）の設置若しくは増設又は墓地の設置 工事に

着手する日 

２ 条例第71条第２項に規定する規則で定める日前３年以内に事業を行

った場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるいずれ

かの行為が行われた場合とする。 

 (１) 開発事業 条例第59条第２項の規定による通知 

 (２) 開発事業以外の事業のうち次号及び第４号に掲げる事業を除く

もの 建築基準法第７条第５項（同法第88条第２項において準用す

る場合を含む。）、同法第７条の２第５項（同法第88条第２項におい

て準用する場合を含む。）又は同法第18条第22項（同法第88条第２項

において準用する場合を含む。）の規定による検査済証の交付 

 (３) 開発事業以外の事業のうち既存の建築物の用途の変更（当該変

更により建築基準法第６条第１項第１号の特殊建築物のいずれかと

する場合に限る。） 建築基準法第87条第１項において準用する同法

第７条第１項の届出又は同法第18条第20項の通知 

 (４) 開発事業以外の既存の建築物の用途の変更（当該変更により建

築基準法第６条第１項第１号の特殊建築物のいずれかとする場合を

除く。）、自動車駐車場（建築基準法施行令第138条第４項第２号に

該当する場合を除く。）の設置若しくは増設又は墓地の設置 工事の

着手 

（報告の徴収の手続） 

第42条 条例第73条の規定による報告の要請は、報告要請書（第46号様

式）により行うものとする。 

２ 条例第73条の規定による報告の要請を受けた者は、報告書（第47号

様式）により市長に報告しなければならない。 

（身分証明書） 

第43条 条例第74条第２項に規定する身分を示す証明書の様式は、身分

証明書（第48号様式）とする。 

（公表の方法） 
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第44条 条例第78条第１項の規定による公表（以下「公表」という。）は、

武蔵野市ホームページヘの掲載その他の広く市民に周知することがで

きる方法により行うものとする。 

２ 公表をする事項は、次に掲げるものとする。 

 (１) 開発事業者等、特定事業者等又は権利取得者の氏名（その者が

法人である場合にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

 (２) 開発事業者等、特定事業者等又は権利取得者の住所（その者が

法人である場合にあっては、その主たる事務所の所在地） 

 (３) 勧告又は命令（特定事業者等である場合にあっては、勧告。以下

この号において同じ。）の内容及び当該勧告又は命令に従わない旨 

 (４) 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項 

（弁明の機会の付与の手続） 

第45条 条例第78条第２項に規定する弁明する機会（以下「弁明の機会」

という。）における弁明の方法は、市長が口頭ですることを認めた場合

を除き、意見及び証拠を記載した書面（以下「弁明書」という。）を市

長に提出して行わなければならない。 

２ 条例第78条第２項の規定による通知は、弁明書の提出期限（口頭に

よる弁明の機会を与える場合は、その日時）までに相当な期間をおい

て、次に掲げる事項を記載した公表通知書（第49号様式）により行うも

のとする。 

 (１) 公表の原因となる事実 

 (２) 公表の根拠となる条例の条項 

 (３) 公表をしようとする内容 

 (４) 弁明書の提出先及び提出期限（口頭による弁明の機会を与える

場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所） 

３ 前項の通知を受けた者（以下「当事者」という。）又はその代理人は、

やむを得ない事情がある場合は、市長に対し、弁明書の提出期限の延

長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。 

４ 市長は、前項の規定による申出又は職権により、弁明書の提出期限

を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。 

５ 市長は、当事者に口頭による弁明の機会を与えたときは、当事者又

はその代理人の弁明の要旨を記載した書面を作成するものとする。 

６ 代理人は、その代理権を証する書面を、弁明書の提出期限又は出頭

すべき日時までに市長に提出しなければならない。 

７ 市長は、当事者又はその代理人が正当な理由がないのに弁明書の提

出期限までに弁明書を提出せず、又は口頭による弁明をしなかったと

きは、公表をすることができる。 

（委任） 

第46条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め

る。 

 

付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

（武蔵野市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則の廃止） 

２ 武蔵野市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則（平成15

年12月武蔵野市規則第57号）は、廃止する。 

 

付 則（平成22年２月22日規則第７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

付 則（平成23年11月11日規則第60号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

付 則（平成26年６月30日規則第38号） 

この規則は、平成26年７月１日から施行する。 

 

付 則（平成27年４月９日規則第41号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

付 則（平成28年３月１日規則第10号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

付 則（平成29年３月31日規則第30号） 

この規則は、平成29年７月１日から施行する。ただし、目次の改正、第３

条の２の改正、同条を第３条の２の３とし、第３条の次に２条を加える

改正、第３条の３の改正、第２章の章名の改正、第４条の次に１条を加え

る改正、第９条の改正、第12条の改正、同条の次に３条を加える改正、第

13条の次に４条を加える改正、第39条第２号の改正、第41条の改正、第41

条の３の改正、別表第１の改正、別表第３ １の項の改正、第13号様式の

次に１様式を加える改正及び第14号様式の次に２様式を加える改正は、

同年４月１日から施行する。 

 

付 則（平成31年１月31日規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

付 則（令和２年９月23日規則第73号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

付 則（令和７年５月26日規則第49号） 

この規則は、令和７年７月１日から施行する。ただし、第３条の２の改

正、第41条の改正及び第41条の３の改正は、公布の日から施行する。 

 

別表第１（第３条の２の３、第18条関係） 

不特定かつ多数の者が利用する用途に供する建築物及び類似する用

途 

種別 建築物の用途 

１ (1) 飲食店 

(2) 食堂又は喫茶店 

２ (1) 百貨店 

(2) 小売店舗 

(3) 日用品の販売を主たる目的とする店舗 

(4) マーケットその他の物品販売業を営む店舗（(3)

の項に掲げるもの及び専ら性的好奇心をそそる写

真その他の物品の販売を目的とするものを除く。） 

(5)  銀行の店舗その他これに類するもの 

(6) 損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗そ

の他これらに類するサービス業を営む店舗 

(7) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類す

る施設 

(8)  物品販売業を営む店舗以外の店舗（(1)から

(7)までの項に掲げるものを除く。） 

３ (1) 郵便局 

(2) 地方公共団体の支庁又は支所 

(3) 税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに

類するもの 

４ (1) 劇場、映画館は演芸場 

(2) 観覧場 

(3) 公会堂又は集会場（葬儀を行うことを主たる目

的とした集会場（以下「斎場」という。）を除く。） 

(4) 展示場 

５ (1) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、

ゴルフ練習場又はバッティング練習場 
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(2) 体育館又はスポーツの練習場（(1)の項に掲げる

ものを除く。） 

(3) 自動車教習所 

６ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売

所、場外車券売場その他これらに類する施設又はカラ

オケボックスその他これに類する施設 

７ (1) 料理店 

(2) キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー 

(3) ダンスホール 

(4) 個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、

のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する

客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそ

る写真その他の物品の販売を目的とする店舗その

他これらに類するもの 

８ ホテル又は旅館 

９ (1) 図書館その他これらに類するもの 

(2) 博物館その他これらに類するもの 

10 (1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

(2) 斎場 

11 (1) 助産所 

(2) 児童福祉施設等（(1)の項に掲げるもの及び第３

条の３に該当するものを除く。） 

(3) 隣保館 

(4) 診療所（患者の収容施設のあるものに限る。） 

(5) 病院 

12 公衆浴場（個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。） 

13 (1) 公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上家 

(2) 駅舎 

14 (1) 卸売市場 

(2) 火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その

他の処理施設 

 

 

別表第２（第29条関係） 

 開発事業における公共施設等の整備の基準に関する技術的細目 

種別 基準 

１ 公園等 (1) 条例別表第１ ２の部(1)の項ア及びイ

に規定する規則で定める基準は、次に定め

るとおりとする。ただし、地形等によりや

むを得ない事由があると市長が認める場

合は、この限りでない。 

 ア 開発区域が接する道路に面すること。 

 イ 形状が四角形で、各辺の長さがおおむね

同じであるものとすること。 

 ウ 出入口を２以上有すること。 

(2) 条例別表第１ ２の部(1)の項イの規定

により設置する公園等の区域内には、第50

号様式による標識を設置すること。 

２ 公共用地等  条例別表第１ ４の部の規定により設置する

公開空地の区域内には、第50号様式による標識

を設置すること。 

３ 消防施設  条例別表第１ ５の部に規定する規則で定め

る基準は、次に掲げる開発事業の区分に応じ、

それぞれ次に定める数の防火水槽（貯水容量40

立法メートル以上であるものに限る。以下同

じ。）及び屋外消火栓設備を設置することとす

る。ただし、屋外消火栓設備の設置に代えて、

防火水槽の設置又は防火水槽の貯水容量の増加

を行うことにより基準を満たすと市長が認める

場合は、この限りでない。 

(1) 開発行為 

 ア 防火水槽 

   開発区域の面積を3,000平方メートルで

除して得た数（その数に１に満たない端数

があるときは、これを切り捨てるものとす

る。） 

 イ 屋外消火栓設備 

   開発区域の面積を3,000平方メートルで

除して得た数（その数に１に満たない端数

があるときは、これを切り捨てるものとす

る。） 

 (2) 中高層建築物、特定集合住宅等若しくは

集客施設の建築若しくは増築又は集客施設

への用途の変更 

 ア 防火水槽 

   延べ面積を5,000平方メートルで除して

得た数（その数に１に満たない端数がある

ときは、これを切り捨てるものとする。） 

 イ 屋外消火栓設備 

   延べ面積を3,000平方メートルで除して

得た数（その数に１に満たない端数がある

ときは、これを切り捨てるものとする。） 

 

 

別表第３（第30条関係） 

 開発事業における施設の整備等の基準に関する技術的細目 

種別 基準 

１ 緑化  条例別表第２ １の部(4)の項に規定する

緑地の面積の算定の基準は、武蔵野市緑化に

関する指導要綱（平成９年11月１日施行）の規

定による緑化面積の算定の例による。ただし、

第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居

専用地域にあっては、同要綱第６条第１項第

３号及び第４号に定める面積は緑化面積とし

て算定しないものとする。 

２ 防災の措置  条例別表第２ ６の部(1)の項に規定する

規則で定める基準は、次に定めるとおりとす

る。 

(1) 道路、隣地、公園等、歩道状の空地又は

公開空地（以下この項において「道路等」

という。）に面する窓ガラスで、建築物の

３階以上の階に設置するものについて

は、網入ガラス、飛散防止フィルムを施さ

れた窓ガラスその他の飛散を防止する措

置が施された窓ガラスとすること。 

(2) (1)の規定は、道路等との境界線から建

築物の窓面までの水平距離が当該窓面の
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高さに２分の１を乗じて得た数値以上確

保されている場合又は窓ガラスの落下を

防止することができるバルコニー等の構

造を有している場合は、適用しない。 

３ 環境配慮の措   

置 

条例別表第２ ８の部の項に規定する規則

で定める基準は、市長が別に定める指針に基

づき適切に環境へ配慮することとする。 

４ 周辺環境の保

護の措置 

 条例別表第２ 10の部(1)の項に規定する

規則で定める基準は、一時駐車スペースを幅

2.5メートル以上、長さ６メートル以上とする

こと及び道路から視認できる位置に配送車等

の一時駐車スペースである旨の表示を付すこ

ととする。 

 

 

別表第４（第31条関係） 

 特定集合住宅等の基準に関する技術的細目 

種別 基準 

１ 居住水準  条例別表第３ １の部に規定する床面積

は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分

（バルコニー、パイプスペース、メーターボッ

クス等の部分を除く。）の面積とする。 

２ 管理  条例別表第３ ２の項に規定する規則で定

める基準は、次に定めるとおりとする。ただ

し、やむを得ない事由があると市長が認める

場合は、この限りでない。 

(1) 管理人室を設置し、管理を行う者の

氏名及び連絡先を常時表示すること。 

(2) 建物の区分所有等に関する法律（昭

和37年法律第69号。以下「区分所有法」

という。）の適用を受ける共同住宅（以

下「分譲マンション」という。）の開

発事業を行う場合は、次に定めるとお

り管理すること。 

ア 分譲マンションの管理を行う区分

所有法第３条若しくは第65条に規定

する団体又は区分所有法第47条第１

項（区分所有法第66条において準用

する場合を含む。）に規定する法人

（これらの団体又は法人を置かない

分譲マンションにあっては、区分所

有法第25条第１項（区分所有法第66

条において準用する場合を含む。）の

規定により選任された管理者その他

分譲マンションの管理を行う者）（以

下「管理組合等」という。）が使用す

る専用の郵便受けを設置すること。 

イ 分譲マンションの管理方法につい

て、市長が別に定める基準により報

告を行うこと。 

ウ 管理組合等が市長が別に定める基

準により分譲マンションの管理状況

について定期的に報告する必要があ

ることについて、分譲マンションの

区分所有者（区分所有法第２条第２

項に規定する区分所有者をいう。以

下同じ。）又は区分所有者となる者に

対し、書面により周知すること。 

別表第５（第35条関係） 

 市に帰属する公共施設の基準 

種別 基準 

公園等 (1) 公園等の用に供する土地（以下「公園用

地」という。）の区域の境界線が確定して

いること。 

(2) 公園用地に所有権以外の権利が設定さ

れておらず、かつ、当該公園用地の分筆が

されていること。 

(3) 建築基準法第42条第１項各号に掲げる

道路又は同条第２項の規定により特定行

政庁が指定した道路に接していること。

ただし、武蔵野市立公園条例（昭和58年３

月武蔵野市条例第10号）第２条第１号に

規定する市立公園に接しており、かつ、当

該接している市立公園と一体的に管理す

ることができるものについては、この限

りでない。 
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武蔵野市緑化に関する指導要綱 
（平成9年11月1日） 

（改正 令和２年９月１日） 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、武蔵野市みどりの保護育成と緑化推進に関する条

例施行規則（昭和60年８月武蔵野市規則第27号）第２条に規定する緑化

に関する基準及び緑化指導の手続について定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

  (１) 敷地面積 建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第２条

に規定する面積をいう。 

  (２) 緑化面積 樹木等で覆われている部分の面積をいう。 

  (３) 樹冠面積 樹木の枝葉（徒長枝を除く。）の広がりである樹冠

を地表に真上から投影した部分の面積をいう。 

  (４) 高木 植栽時に樹高３メートル以上で、かつ、成木時に樹高

５メートル以上になる樹木をいう。 

  (５) 中木 次に掲げる樹木をいう。 

   ア 植栽時に樹高1.5メートル以上３メートル未満で、かつ、成木

時に樹高３メートル以上になる樹木 

   イ 植栽時に樹高３メートル以上で、かつ、成木時に樹高３メー

トル以上５メートル未満になる樹木 

  (６) 低木 前２号に掲げる樹木以外の樹木又は竹をいう。 

  (７) 生垣 植栽時の樹高が0.6メートル以上の樹木を、四つ目垣そ

の他これと同等の樹木と組み合わせ、かつ、樹木の葉が互いに触れ

合う程度に密集して植栽したものをいう。 

  (８) ツル植物 ツタ類、カズラ類等の木本性ツル植物をいう。 

  (９) 草花 １年草、２年草、多年草、宿根草等の草本性植物をい

う。 

  (10) 地被植物 芝、リュウノヒゲ、アイビー、シダ等の植物をいう。 

  (11) 屋上 建築物及び工作物の陸屋根部分で人の出入り及び利用

可能な部分をいう。 

  (12) 壁面 建築物及び工作物の外壁部分をいう。 

  （適用範囲） 

 第３条 この要綱の規定（次項の規定を除く。）は、敷地面積が200平

方メートル以上の建築行為（国又は地方公共団体が行うものを含む。

以下この条において同じ。）で、武蔵野市まちづくり条例（平成20年

９月武蔵野市条例第39号）第２条第１項第７号に規定する開発事業

に該当しない事業に適用する。ただし、次の各号のいずれかに該当す

る場合は、この限りでない。 

  (１) 建築行為のうち増築、改築又は移転を行う場合で、建築面積

が50平方メートル未満の事業の場合 

  (２) 道路、公園、緑地、河川その他これらに類する敷地における事

業の場合 

 ２ 敷地面積が200平方メートル未満の建築行為及び前項ただし書に

該当する場合についても、この要綱を参考にできる限り緑化に努め

るものとする。 

  （計画書の提出） 

 第４条 前条第１項に規定する建築行為を行おうとする者（以下「事

業者」という。）は、市長に緑化計画書（第１号様式）を提出するも

のとする。 

 ２ 緑化計画書には、案内図、緑化計画平面図（植栽面積、緑化延長、

樹高を記入したもの）及び植栽樹木一覧表兼緑化面積計算表（第２号

様式）を添付するものとする。 

 

 （完了報告書の提出） 

第５条 事業者は、緑化計画書に基づく緑化が完了したときは、速やか

に緑化完了報告書（第３号様式）に必要な事項を記入し、市長に提出

するものとする。 

２ 前項の緑化完了報告書には、緑化完了写真を添付するものとする。 

３ 事業者及び武蔵野市みどりの保護育成と緑化推進に関する条例（昭

和60年３月武蔵野市条例第25号）第２条第４号に規定する所有者等

は、緑化計画書に基づき整備した緑地の適正な維持管理に努めるも

のとする。 

 （緑化の基準） 

第６条 事業者は、敷地面積の20パーセント以上の緑化面積を確保する

ものとする。この場合において、緑化面積とは、原則として地面に植

栽されている樹木、地被植物及び草花の植栽面積又は樹冠面積の合

計面積とする。 

２ 前項後段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる項目は、それぞれ

当該各号に定める面積を緑化面積とすることができる。この場合に

おいて、算出に用いる数値は、当該緑化の完了時のものとする。 

 (１) 高木 その樹高の10分の７を直径とする面積。ただし、移植を

含む既存樹木はその樹高を直径とする面積 

 (２) 中木及び低木 その樹木の枝幅を直径とする面積 

 (３) 生垣 接道部の生垣については、その延長に1.2を乗じて得た面

積。ただし、当該生垣以外の生垣については、その延長に0.6を乗

じて得た面積とする。 

 (４) 屋上緑化 屋上に植栽された樹木等の緑化面積に0.75を乗じて

得た面積 

 (５) 壁面緑化 壁面に植栽されたツル植物の植栽延長に0.6を乗じ

て得た面積 

 (６) 駐車場緑化 50パーセント以上が地被植物で覆われる形状の駐

車場を対象に、当該駐車場の面積に0.5を乗じて得た面積 

３ 前２項の規定にかかわらず、住宅施設以外の建築行為については、

前２項の緑化面積を確保するよう努めるものとする（国又は地方公

共団体が行う事業を除く。）。 

４ 前３項の規定にかかわらず、敷地の用途、形状、その他の事情により

緑化が困難と市長が認める場合は、この限りでない。 

 

付 則 

この要綱は、平成９年11月１日から施行する。 

付 則（平成21年４月１日） 

この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 

付 則（令和２年９月１日要綱第83号） 

この要綱は、令和２年９月１日から施行する。 
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武蔵野市雨水浸透施設等設置技術指針 

（平成24年10月１日） 

（改正 令和２年４月１日） 

 

（趣旨） 

第１条 この指針は、武蔵野市雨水の地下への浸透及び有効利用の推進

に関する条例（平成24年３月武蔵野市条例第12号）第２条第２項の規定

に基づき、雨水の河川への流出の防止及び有効利用を目的として設置

する雨水浸透施設、雨水貯留施設及び雨水貯留浸透施設（以下「雨水浸

透施設等」という。）の設計及び実施に関し、技術的な一般事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

 ( 1) 公共施設 建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条

第１号に規定する建築物及び同法第２条第２項に規定する特殊建築

物をいう。）、道路、公園、広場（緑地を含む。）、駐車場その他の施設

のうち、国又は地方公共団体が設置し、又は管理するものであって、

公共の用に供するものをいう。  

 ( 2) 民間施設 前号に規定する施設のうち、次に掲げるものをいう。 

  ア 国又は地方公共団体が設置し、又は管理するものであって、公共

の用に供しないもの 

  イ 国又は地方公共団体以外の者が設置し、又は管理するもの 

 ( 3) 雨水浸透施設 次に掲げる施設であって、雨水を地下へ浸透させ、

かつ、地中に分散させる機能（以下「浸透機能」という。）を有する

ものをいう。 

  ア 浸透ます（透水性のますの周辺を砕石等で充 し、集水した雨水

を当該ますの側面及び底面から当該砕石等を通して地中へ浸透さ

せる施設をいう。） 

  イ 浸透トレンチ（掘削した溝に砕石等を充 し、この中に溜
ため

ます

等と連結された透水性の管（有孔管、多孔管等をいう。）を設置す

ることにより雨水を導き、集水した当該雨水を当該管の側面及び

底面から当該砕石等を通して地中へ浸透させる施設をいう。） 

  ウ 浸透側溝（透水性の側溝の側面及び底面の周辺を砕石等で充 

し、集水した雨水を当該側溝の側面及び底面から当該砕石等を通

して地中へ浸透させる施設をいう。） 

  エ 透水性舗装（透水性のアスファルトその他これに類するものに

よる舗装であって、雨水を直接透水性の舗装体に浸透させ、当該舗

装体の貯留能力及び路床の浸透能力により、雨水を地中へ面状に

浸透させるものをいう。） 

  オ 透水性平板舗装（透水性のコンクリート平板、インターロッキン

グブロックその他これに類するものによる舗装であって、雨水を

直接透水性の舗装体に浸透させ、当該舗装体の貯留能力及び路床

の浸透能力により、雨水を地中へ面状に浸透させるものをいう。） 

 ( 4) 雨水貯留施設 建築物の屋根等に降った雨水を集め、及び貯留す

るための施設で、次に掲げるものをいう。 

  ア 校庭・運動場貯留施設（校庭又は運動場の全部又は一部を利用し

て設ける貯留施設をいう。） 

  イ 公園・緑地貯留施設（公園の広場、緑地、池等の空地に設ける貯

留施設をいう。） 

  ウ 駐車場貯留施設（屋外駐車場に設ける貯留施設をいう。） 

  エ 棟間貯留施設（集合住宅の空地の芝地等に設ける貯留施設をい

う。） 

  オ 地下貯留施設（地下に貯留槽を設けて上部空間の有効利用を図

る貯留施設をいう。） 

  カ 空隙貯留施設（公園、校庭等の空地を掘削し、土砂を砕石等で置

換することにより、地下に空隙を設ける貯留施設をいう。） 

 ( 5) 雨水貯留浸透施設 雨水を一時的に貯留する機能及び浸透機能

を有する施設であって、浸水被害の防止を目的とするものをいう。 

（雨水の抑制対策量） 

第３条 雨水の抑制対策量は、東京都が策定する東京都豪雨対策基本方

針及び市が策定する武蔵野市流域対策実施計画に基づき、別表第１に

定めるとおりとする。 

（雨水浸透施設等の設計浸透能力及び雨水の浸透量） 

第４条 雨水浸透施設等の設計浸透能力は、別表第２に定めるものを参

考とする。 

（雨水の浸透域における浸透能力） 

第５条 雨水の浸透域（畑等の雨水を地中に浸透する地域をいう。以下同

じ。）における浸透能力は、別表第３に定めるとおりとする。 

２ 雨水浸透施設等を設置しようとする者（武蔵野市まちづくり条例（平

成20年９月武蔵野市条例第39号）第33条に規定する大規模開発事業に

伴い雨水浸透施設等を設置しようとする者を除く。）は、雨水浸透施設

等を設置する敷地（以下「対象敷地」という。）について、雨水の浸透

能力が抑制対策量を上回るときは、雨水浸透施設等を設置しなくても

よい。 

（雨水浸透施設等の配置計画） 

第６条 雨水浸透施設等を設置する者（以下「設置者」という。）雨水浸

透施設等の配置計画の策定にあたっては、対象敷地の土地利用計画に

十分配慮した無理のないものとするとともに、当該雨水浸透施設等が

有する浸透機能が効果的に発揮されるように留意するものとする。 

（雨水浸透施設等の設計） 

第７条 設置者は、雨水浸透施設等の設計にあたっては、市長が別に定め

る雨水浸透施設等計算シートにより対象敷地における面積当たりの浸

透能力が確認できるようにするものとする。 

２ 設置者は、雨水浸透施設等の設計にあたっては、次に掲げる事項に十

分留意するとともに、東京都が策定する東京都雨水貯留・浸透施設技術

指針（平成21年２月東京都総合治水対策協議会。以下「都指針」という。）

に定めるところに準じて行うものとする。 

 ( 1) 対象敷地の地形条件等から判断して急斜面等の不適地は避ける

こと。 

 ( 2) 雨水浸透施設等を設置する建物等の構造及び対象敷地の地下埋

設物に対し安全上支障のないこと。 

 ( 3) 機能の劣化をもたらす目詰まり等を防止するため、原則として屋

根上の雨水のみを処理すること。 

 ( 4) 土砂等を含むおそれのある地表上の雨水排水及び生活排水の流

入を避けること。 

 ( 5) 雨水浸透施設等の浸透底面には、フィルター層として遮断層用砂

等の敷砂を敷きならすこと。 

 ( 6) 雨水浸透施設内には、浸透面を保護し、及び雨水の貯留量をでき

る限り確保するため、充 材として単粒度砕石（Ｓ－30）を使用する

こと。 

 ( 7) 雨水浸透施設内への土砂等の流入を防ぐため、充 材の回りに透

水シート（ポリエステル等で作成され、引張り強度を有し、かつ、長

期にわたり通水性を有するものに限る。）を設けること。 

 ( 8) 雨水浸透施設等の浸透面の目詰まり防止のため、取外しが可能な

ゴミ避けフィルターを設置すること。 

（雨水浸透施設等の施工） 

第８条 設置者は、雨水浸透施設等の施工にあたっては、次に掲げる事項

について十分留意するものとする。 

 ( 1) 掘削は、原則として人力による施工とすること。 

 ( 2) 掘削にあたっては、余掘りは行わないこと。 

 ( 3) 床付面には敷砂（洗砂）を敷きならすこと。 

 ( 4) 敷砂を敷きならす際には、タンパ等の機械転圧は行わず、締固め

を行うこと。 

 ( 5) 埋戻しは、単粒度砕石の内部にゴミ、土砂等が入らないよう慎重

に行うこと。 

（雨水浸透施設等の構造） 
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第９条 設置者は、降雨時に雨水浸透施設等により大量の雨水を地中に

強制的に浸透させた場合であっても、構造的に安定するよう、雨水浸透

施設等に係る設計及び施工にあたり、細心の注意を払うものとする。 

２ 雨水浸透施設等のうち、浸透ます及び浸透トレンチの構造は、別表第

４又は別表第５に定めるとおりとする。この場合において、これらの施

設を設置する敷地の関係上、これらの表に掲げる掘削辺の長さが確保

できないときは、浸透能力が確保できる範囲内で、これらの施設のサイ

ズを変更することができる。 

３ 雨水浸透施設等のうち、浸透ます及び浸透トレンチ以外のものの構

造については、都指針を参照するものとする。 

（雨水貯留施設の設計） 

第10条 雨水貯留施設を設置する者は、雨水貯留施設の設計にあたって

は、雨水を放流する際の放流量について、別表第６に定めるところによ

り、オリフィスの放流量により算定するものとし、その放流量は放流先

の河川又は下水道の流下能力を超えないようにするものとする。 

（雨水浸透施設等の維持管理） 

第11条 雨水浸透施設等を管理する者（以下「管理者」という。）は、雨

水浸透施設等について、浸透機能が保持できるよう、別表第７に定める

清掃回数等を参考にして、適切に維持管理をするものとする。 

２ 施工業者は、管理者に対して、維持管理の方法及び頻度について説明

を行うものとする。 

（その他） 

第12条 設置者又は管理者は、この指針により難い事由が生じたときは、

事前に市と協議するものとする。 

付 則  

この指針は、令和２年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第３条関係） 

雨水の抑制対策量 

処理区 

 

対象施設 

第１処理区 

（神田川・善

福寺川流域） 

第２処理区 

（野川流

域） 

第３処理区 

（石神井川

流域） 

公共施

設 

建物 600 500 600 

車道 290 290 290 

歩道 200 200 200 

公園 600 500 600 

民 間 施

設 

敷地面積が500

平方メートル未

満のもの 

300 

敷地面積が500

平方メートル以

上のもの 

600 500 600 

 注 この表において特別に定めのない数値の単位は、立方メートル／

ｈａとする。 

 

別表第２（第４条関係） 

雨水浸透施設の設計浸透能力 

施設名 
施設のサイズ

（型番） 
設計浸透能力 備考 

浸透ます Ｐ－１ 0.250 原則として、屋根の

雨水を対象とする。 
Ｐ－２ 0.332 

Ｐ－３ 0.512 

Ｐ－４ 0.618 

Ｐ－５ 0.863 

Ｐ－６ 0.998 

Ｐ－７ 1.710

Ｐ－８ 2.775

Ｐ－９ 9.663

浸透トレンチ Ｔ－１ 0.247 原則として、屋根の

雨水を対象とする。 Ｔ－２ 0.284

Ｔ－３ 0.324

Ｔ－４ 0.365

Ｔ－５ 0.499

Ｔ－６ 0.658

 注 

  １ この表において、浸透ますに係る数値の単位は立方メートル／

（個・ｈｒ）とし、浸透トレンチに係る数値の単位は立方メートル

／（メートル・ｈｒ）とする。 

  ２ 浸透ます及び浸透トレンチ以外の雨水浸透施設等の設計浸透能

力及び浸透量については、都指針に定めるところに準ずるものと

する。 

  ３ 注入試験により浸透能力が確認できる雨水浸透施設等について

は、この表によらなくてもよい。 

  ４ この表に定める値は、目詰まり等の能力減を考慮した値である。 

 

別表第３（第５条関係） 

雨水の浸透域における浸透能力 

浸透域におけ

る土地の利用

形態 

浸透能力 備考 

畑地 130ミリメートル／ｈｒ以上  

林地 60ミリメートル／ｈｒ以上  

芝地 50ミリメートル／ｈｒ以上  

植栽 14ミリメートル／ｈｒ以上

100ミリメートル／ｈｒ以内

（50ミリメートル／ｈｒ） 

人工的に植樹等を

した所をいう。 

草地 18ミリメートル／ｈｒ以上23

ミリメートル／ｈｒ以内（20

ミリメートル／ｈｒ） 

土で草が生えてい

る所をいう。 

裸地 １ミリメートル／ｈｒ以上８

ミリメートル／ｈｒ以内（２

ミリメートル／ｈｒ） 

 

グラウンド ２ミリメートル／ｈｒ以上10

ミリメートル／ｈｒ以内（２

ミリメートル／ｈｒ） 

 

造成地 ２ミリメートル／ｈｒ以上50

ミリメートル／ｈｒ以内（２

ミリメートル／ｈｒ） 

盛り土をする場合

に限る。 

 注  

  １ 対象敷地内の土地利用形態ごとの減免量（土地利用面積×浸透

能力ミリメートル／ｈｒ）の和を雨水の抑制対策量から減免する

ものとする。 

  ２ 浸透域における土地の利用形態における浸透能力が不明確なと

きは、括弧内の数値を参考とする。 

 

別表第４（第９条関係） 

 １ 浸透ますの構造 

施設のサイ

ズ 

（型番） 

ます径 

（ａ） 

ます高

さ 

（ｂ） 

土被り 

（ｈ

１） 

砕石高 

（ｈ

２） 

砂層厚 

（ｈ

３） 

掘削辺 

（ｃ） 

能力

（立方

メート

ル／

個・ｈ

ｒ） 

Ｐ―１ 150 400 100 390 25 300 0.250 
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Ｐ―２ 200 400 100 390 25 400 0.332 

Ｐ―３ 250 500 100 510 30 500 0.512 

Ｐ―４ 300 500 100 510 30 600 0.618 

Ｐ―５ 350 600 100 630 35 700 0.863 

Ｐ―６ 400 600 100 630 35 800 0.998 

Ｐ―７ 500 800 100 880 50 1,000 1.710 

Ｐ―８ 600 1,400 150 1,450 50 1,000 2.775 

Ｐ―９ 900 2,730 730 2,470 50 2,000 9.663 

  注 この表において特別に定めのない数値の単位は、ミリメートル

とする。 

 ２ 浸透ますの標準構造図 

 

別表第５（第９条関係） 

 １ 浸透トレンチの構造 

施設のサ

イズ（型

番） 

トレンチ

の幅 

（Ｌ） 

トレンチ

の高さ 

（Ｂ＋

Ｃ） 

砂層厚さ 

（Ｃ） 

土被り 

（Ａ） 

管径 

（Ｄ） 

能力（立

方メート

ル／ｍ・

ｈｒ） 

Ｔ―１ 250 300 20 150 75 0.247 

Ｔ―２ 300 350 25 150 100 0.284 

Ｔ―３ 350 400 25 150 125 0.324 

Ｔ―４ 400 450 30 150 150 0.365 

Ｔ―５ 550 600 40 200 200 0.499 

Ｔ―６ 750 750 50 250 200 0.658 

  注 この表において特別に定めのない数値の単位は、ミリメートル

とする。 

 ２ 浸透トレンチの標準構造図 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第６（第10条関係） 

各抑制対策量におけるオリフィスの放流量 

計画規模 

 

抑制対策量 

100ミリメート

ル／ｈｒ 

（基本計画） 

75ミリメート

ル／ｈｒ 

（長期計画） 

50ミリメートル

／ｈｒ 

（暫定） 

600立方メートル

／ｈａ 

40.9ミリメー

トル／ｈｒ 

22.0ミリメー

トル／ｈｒ 

9.4ミリメート

ル／ｈｒ 

（0.026立方メ

ートル／ｓ／ｈ

ａ） 

500立方メートル

／ｈａ 

50.9ミリメー

トル／ｈｒ 

27.0ミリメー

トル／ｈｒ 

12.0ミリメート

ル／ｈｒ 

（0.033立方メ

ートル／ｓ／ｈ

ａ） 

300立方メートル

／ｈａ 

70.9ミリメー

トル／ｈｒ 

45.7ミリメー

トル／ｈｒ 

20.7ミリメート

ル／ｈｒ 

（0.057立方メ

ートル／ｓ／ｈ

ａ） 

 

別表第７（第11条関係） 

雨水浸透施設等の清掃の回数及び機能回復の方法 

施設名 清掃の回数 機能回復の方法 

浸透ます 年１回 
高圧洗浄機による洗浄並びに人力による

浚 渫
しゅんせつ

及び洗浄 

浸透トレンチ 年１回 高圧洗浄機による洗浄 

雨水貯留施設 年１回 人力による浚渫及び洗浄 
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（武蔵野市雨水浸透施設等設置技術指針 第７条関連） 

 

雨水浸透施設等計算シート 

＜敷地面積が 500 ㎡未満の民間施設の場合＞ 

 

条件：敷地面積    ① ㎡  抑制対策量 0.03  /㎡ 

建ぺい率    ％ → 割合表示：     ②  

    

※未確定の場合は、法定建ぺい率を記載してください。 

※角地の場合は、角地緩和の建ぺい率を採用します。 

※利用形態が駐車場などの土地利用の場合、割合表示②は １とし、雨水

流出抑制の方法は別途協議。 

 

【Ａ】「必要抑制対策量」の計算： 

敷地面積① × 抑制対策量 0.03  /㎡ × 建ぺい率② 

   ① ㎡ × 0.03  /㎡ ×    ② ＝     ③   

 

【Ｂ】「設計対策量」の計算（浸透ます・浸透トレンチ等で対応） 

・浸透ます：（型番 P- ）設計浸透能   /個・hr ×  個 ＝     

（型番 P- ）設計浸透能   /個・hr ×  個 ＝     

（型番 P- ）設計浸透能   /個・hr ×  個 ＝     

・浸透トレンチ：（型番 T- ）   /ｍ・hr ×   ｍ ＝     

（型番 T- ）   /ｍ・hr ×   ｍ ＝     

（型番 T- ）   /ｍ・hr ×   ｍ ＝     

・貯留槽等 

（別途協議：浸透ます・浸透トレンチで対応できない場合） ＝     

東京都総合治水対策協議会発行「東京都雨水貯留・浸透施設技術指針」

に準ずる算定方法を原則とする。 

     「設計対策量」の合計        ④   

※【Ａ】必要抑制対策量 ≦【Ｂ】設計対策量   

     ③   ≦      ④   →ＯＫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雨水浸透施設等計算シート 

＜敷地面積が 500 ㎡以上の民間施設の場合＞（大規模開発でない） 

 

 

条件：敷地面積は、     ① ㎡ 

処理区は、第  処理区 → 抑制対策量     ②  ／㎡ 

※上記参照 

【Ａ】「必要抑制対策量」の計算 

[ⅰ]：抑制対策量 ＝ 敷地面積 × 抑制対策量 

⇒    ① ㎡ ×     ②  /㎡ ＝     ③   

[ⅱ]：浸透域 ＝（ア：植栽(緑地)面積㎡×50 ㎜/hr） 

＋（イ：透水性舗装面積㎡×20 ㎜/hr） 

＋（ウ：裸地面積㎡×２㎜/hr） 

＋（エ：その他(表-３参照)    ※ 面積㎡ 

×   ※ ㎜/hr） 

※表－３にある土地利用における浸透能力を 

参照し記入してください。 

⇒（ア：   ㎡ × 0.05  ／㎡ ）＋（イ：   ㎡ × 0.02  

 ／㎡）＋（ウ：   ㎡ × 0.002  ／㎡）＋（エ：   ㎡  

×      ／㎡）＝   ④   

[ⅲ]：必要抑制対策量（ [ⅰ]抑制対策量 － [ⅱ]浸透域 ） 

⇒    ③   －     ④   ＝     ⑤   

【Ｂ】「設計対策量」の計算（浸透ます・浸透トレンチ等で対応） 

・浸透ます：（型番 P- ）設計浸透能   /個・hr ×  個 ＝     

（型番 P- ）設計浸透能   /個・hr ×  個 ＝     

・浸透トレンチ：（型番 T- ）   /ｍ・hr ×   ｍ ＝     

（型番 T- ）   /ｍ・hr ×   ｍ ＝     

・貯留槽等 

（別途協議：浸透ます・浸透トレンチで対応できない場合） ＝     

東京都総合治水対策協議会発行「東京都雨水貯留・浸透施設技術指針」

に準ずる算定方法を原則とする。 

          「設計対策量」の合計        ⑥   

※【Ａ】必要抑制対策量 ≦【Ｂ】設計対策量   

      ⑤   ≦       ⑥   →ＯＫ 

  

例） 

建ぺい率 40％ → 割合表示：0.4 

単位換算について 

【例：300  ／ha ＝ 0.03  ／㎡ ＝ 30 ㎜/hr（１時間に 30㎜の

対策量に相当） 

上記合計 

◎ 神田川・善福寺川流域：第１処理区 → 600  ／ha ＝ 0.06  ／㎡

（吉祥寺東町、吉祥寺南町、御殿山、吉祥寺本町、中町、西久保、

関前、吉祥寺北町の一部） 

◎ 野川流域：第２処理区 → 500  ／ha ＝ 0.05  ／㎡ 

（境、境南町、桜堤の一部） 

◎ 石神井川流域：第３処理区 → 600  ／ha ＝ 0.06  ／㎡ 

（八幡町、吉祥寺北町の一部、緑町の一部、桜堤の一部） 

【東京都総合治水対策協議会が発行している各河川の流域豪雨

対策計画を参考とする】 

単位換算について 

【例：50 ㎜/hr（１時間に50 ㎜）の処理量は、500  /ha ＝ 0.05

 ／㎡ の対策量に相当するとみなす】 

上記合計 
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雨水浸透施設等計算シート 

＜敷地面積が 500 ㎡以上の民間施設の場合＞（まちづくり条例に伴う大

規模開発） 

 

 

条件：敷地面積は、     ① ㎡ 

処理区は、第  処理区 → 抑制対策量     ②  ／㎡ 

  ※上記参照 

【Ａ】「必要抑制対策量」の計算：敷地面積 × 抑制対策量 

⇒     ① ㎡ ×   ②  /100 ㎡ ＝      ③   

【Ｂ】「設計対策量」の計算（浸透ます・浸透トレンチ等で対応） 

・浸透ます：（型番 P- ）設計浸透能   /個・hr ×  個 ＝     

（型番 P- ）設計浸透能   /個・hr ×  個 ＝     

（型番 P- ）設計浸透能   /個・hr ×  個 ＝     

・浸透トレンチ：（型番 T- ）   /ｍ・hr ×   ｍ ＝     

（型番 T- ）   /ｍ・hr ×   ｍ ＝     

（型番 T- ）   /ｍ・hr ×   ｍ ＝     

・貯留槽等 

（別途協議：浸透ます・浸透トレンチで対応できない場合） ＝     

東京都総合治水対策協議会発行「東京都雨水貯留・浸透施設技術指針」

に準ずる算定方法を原則とする。 

          「設計対策量」の合計        ④   

※【Ａ】必要抑制対策量 ≦【Ｂ】設計対策量   

      ③   ≦       ④   →ＯＫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雨水浸透施設等計算シート 

＜公共施設（建物、車道、歩道、公園、その他公共の用に供する施設）

の場合＞ 

 

処理区 

流

域 

公共施設 

神田川・善福寺

川流域：第１処

理区（吉祥寺東

町、吉祥寺南

町、御殿山、吉

祥寺本町、中

町、西久保、関

前、吉祥寺北町

の一部） 

野川流域：

第２処理区

（境、境南

町、桜堤の

一部） 

石神井川流

域：第３処理

区（八幡町、

吉祥寺北町の

一部、緑町の

一部、桜堤の

一部） 

<1> 建物 600  ／ha 500  ／ha 600  ／ha 

<2> 車道 290  ／ha 290  ／ha 290  ／ha 

<3> 歩道 200  ／ha 200  ／ha 200  ／ha 

<4> 公園 600  ／ha 500  ／ha 600  ／ha 

 

（該当するものに○をつけてください） 

条件：公共施設（ 建物・車道・歩道・公園 ）の面積は    ① ㎡ 

処理区は、第  処理区 → 抑制対策量        ②  ／㎡ 

  ※上記参照 

【Ａ】「必要抑制対策量」の計算 

[ⅰ]：抑制対策量 ＝ 敷地面積 × 抑制対策量 

⇒    ① ㎡ ×     ②  /㎡ ＝     ③   

[ⅱ]：浸透域 ＝（ア：植栽(緑地)面積㎡×50 ㎜/hr） 

＋（イ：透水性舗装面積㎡×20 ㎜/hr） 

＋（ウ：裸地面積㎡×２㎜/hr） 

＋（エ：その他(表-３参照)    ※ 面積㎡ 

×   ※  ㎜/hr） 

※表－３にある土地利用における浸透能力を 

参照し記入してください。 

※まちづくり条例に伴う大規模開発に該当する場合には、[ⅱ] 

浸透域は考慮しないものとする。 

⇒（ア：   ㎡ × 0.05  ／㎡ ）＋（イ：   ㎡  

× 0.02  ／㎡）＋（ウ：   ㎡ × 0.002  ／㎡） 

＋（エ：   ㎡ ×     ／㎡）＝   ④   

[ⅲ]：必要抑制対策量（ [ⅰ]抑制対策量 － [ⅱ]浸透域 ） 

⇒    ③   －     ④   ＝     ⑤   

【Ｂ】「設計対策量」の計算（浸透ます・浸透トレンチ等で対応） 

・浸透ます：（型番 P- ）設計浸透能   /個・hr ×  個 ＝     

（型番 P- ）設計浸透能   /個・hr ×  個 ＝     

・浸透トレンチ：（型番 T- ）   /ｍ・hr ×   ｍ ＝     

（型番 T- ）   /ｍ・hr ×   ｍ ＝     

・貯留槽等 

（別途協議：浸透ます・浸透トレンチで対応できない場合） ＝     

東京都総合治水対策協議会発行「東京都雨水貯留・浸透施設技術指針」

に準ずる算定方法を原則とする。 

          「設計対策量」の合計        ⑥   

※【Ａ】必要抑制対策量 ≦【Ｂ】設計対策量   

      ③   ≦       ④   →ＯＫ 
  

※ 神田川・善福寺川流域：第１処理区 → ６00  ／ha ＝ 0.0６ ／㎡ 

（吉祥寺東町、吉祥寺南町、御殿山、吉祥寺本町、中町、西久保、

関前、吉祥寺北町の一部） 

※ 野川流域：第２処理区 → 500  ／ha ＝ 0.05  ／㎡ 

（境、境南町、桜堤の一部） 

※ 石神井川流域：第３処理区 → 600  ／ha ＝ 0.06  ／㎡ 

（八幡町、吉祥寺北町の一部、緑町の一部、桜堤の一部） 

【東京都総合治水対策協議会が発行している各河川の流域豪雨

対策計画を参考とする】 

上記合計 

単位換算について 

【例：50 ㎜/hr（１時間に50 ㎜）の処理量は、500  /ha ＝ 0.05

 ／㎡ の対策量に相当するとみなす】 

上記合計 
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開発事業に伴う自転車駐車場の設置の基準 
（平成 21 年４月１日） 

（改正 平成 30年 12 月 17 日） 

 （趣旨） 

第１条 この基準は、武蔵野市まちづくり条例（平成20年９月武蔵野市

条例第39号。以下「条例」という。）別表第２ ５の部に規定する自転

車駐車場の設置の基準を定めるものとする。 

 （自転車駐車場の規模） 

第２条 自転車駐車場の規模は、別表第１に掲げる施設の用途に応じ、

それぞれ同表に定める規模とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、開発事業（条例第２条第１項第７号に規

定する開発事業をいう。）に係る建築物が混合用途施設（別表第１に掲

げる施設の用途の２以上の用途に供する施設をいう。以下同じ。）又は

大規模施設（施設の店舗面積、教室面積及び延べ面積が5,000平方メー

トルを超える施設をいう。以下同じ。）である場合は、別表第２に定め

る規模とする。 

 （１台当たりの駐車部分の大きさ） 

第３条 自転車１台当たりの駐車部分は、幅0.6メートル（原動機付自転

車にあっては、0.8メートル）以上、奥行き1.9メートル以上とする。た

だし、自転車を駐車するための装置を用いる場合その他市長が認める

場合は、この限りでない。 

付 則 

この基準は、平成21年４月１日から施行する。 

付 則（平成30年12月17日要綱第150号） 

この基準は、平成30年12月17日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

備考 

１ 施設の用途の範囲は、次に定めるとおりとする。 

 (1) 百貨店、スーパーマーケット等 大規模小売店舗立地法（平成 10

年法律第 91 号）第２条第２項に規定する大規模小売店舗その他小売

業、飲食業等を営むための店舗 

 (2) 銀行等金融機関 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合及び証

券会社の本支店で一般の顧客のための店舗部分を有する施設 

 (3) 遊技場 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭

和 23 年法律第 122 号）第２条第１項第７号及び第８号に規定する

営業を行う施設 

 (4) 学習、教養、趣味等の教授目的施設 教室、実習室等を常設し、学

習、趣味等の教授のため一般の顧客に利用させ営業するもの 

 (5) 集合住宅 共同住宅又は長屋 

２ 店舗面積又は教室面積の算定の対象は、次に定めるとおりとする。 

 (1) 百貨店、スーパーマーケット等 売場、売場間の通路、ショーウイ

ンドー、ショールーム、承り場所、物品加工修理場、客席、待合室等

の合計の床面積 

 (2) 銀行等金融機関 銀行室、接客室、応接室、ショーウインドー等の

合計の床面積 

 (3) 遊技場 遊技室、景品交換所等の合計の床面積 

 (4) 学習、教養、趣味等の教授目的施設 教室、実習室、図書室、資料

室等の合計の床面積 

３ 住戸の床面積は、住戸の壁その他の区画の中心線で囲まれた部分（バ

ルコニー、パイプスペース、メーターボックス等の部分を除く。）の面

積とする。 

 

 

別表第２（第２条関係） 

 備考 集合住宅については、２の部の規定は、適用しない。 

  

 施設の用途 自転車駐車場の規模 

１ 百貨店、スーパ

ーマーケット等 

店舗面積20平方メートルごとに１台（１台に

満たない端数は、切り捨てる。） 

２ 銀行等金融機関 店舗面積25平方メートルごとに１台（１台に

満たない端数は、切り捨てる。） 

３ 遊技場 店舗面積15平方メートルごとに１台（１台に

満たない端数は、切り捨てる。） 

４ 学習、教養、趣味

等の教授目的施

設 

教室面積15平方メートルごとに１台（１台に

満たない端数は、切り捨てる。） 

５ 集合住宅 次に定める台数を合計した台数 

( 1 ) 床面積が45平方メートル以下である住

戸（人の居住の用に供する独立部分をいう。

以下同じ。）にあっては、１住戸について

１台 

( 2 ) 床面積が45平方メートルを超える住戸

にあっては、当該住戸の床面積を合計した

面積を45平方メートルで除して得た台数

（１台に満たない端数は、切り捨てる。） 

６ 官公署その他１

の部から５の部

までの用途に分

類されない用途 

延べ面積45平方メートルごとに１台（１台に

満たない端数は、切り捨てる。） 

 施設の特例 自転車駐車場の規模の設置基準 

１ 混合用途施

設の建築 

当該用途ごとに別表第１の規定により算定した

自転車駐車場の規模の合計を自転車駐車場の規模

とする。 

２ 大規模施設

の建築 

( 1 ) 混合用途施設以外の施設については、店舗面

積、教室面積又は延べ面積が、5,000平方メート

ルまでの部分は別表第１の規定により算定し、

5,000平方メートルを超える部分は同表の規定

により算定した数値に２分の１を乗じて算定

し、これらを加えた規模をもって自転車駐車場

の規模とする。 

( 2 ) 混合用途施設で各用途の店舗面積、教室面積

及び延べ面積の合計（以下「合計面積」という。）

が5,000平方メートルを超える施設を建築する

場合は、１の部の規定にかかわらず、合計面積

のうち5,000平方メートルまでの部分における

各用途の面積が5,000平方メートルに占める割

合と合計面積のうち5,000平方メートルを超え

る部分の面積における各用途の面積が当該部

分の面積に占める割合とを等しくし、当該合計

面積を( 1 )の項の面積とみなして同項の算定

方法により算定した規模を、自転車駐車場の規

模とする。 

３ 施設の増築 当該増築後の施設（条例の施行の日前に建築をさ

れた部分を除く。）をすべて建築したとみなして別

表第１の規定により算定した自転車駐車場の規模

から、既に設置されている自転車駐車場の規模を控

除した規模の自転車駐車場を設置するものとする。 
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武蔵野市開発事業に伴う防災の措置の指導に関する 
要綱 

（平成 21 年４月１日） 

（改正 平成 26 年７月１日） 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、武蔵野市まちづくり条例（平成 20 年９月武蔵野市

条例第 39 号。以下「条例」という。）別表第２ ６の部(2)の項に規定す

る災害時用設備の設置に関する基準その他開発事業に係る防災の措置に

関する指導について必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、「開発事業」とは、条例 

第２条第１項第７号に規定する開発事業をいう。 （災害時用設備） 

第３条 条例別表第２ ６の部(2)の項に規定する災害時用設備は、次に掲

げるものとする。 

 (1) 防災備蓄倉庫（建物の居住者等のために災害時用の物資及び資材

を備蓄するための空間をいう。以下同じ。） 

 (2) 災害用組立てトイレ（災害時に建物の居住者等が使用するための

組立てトイレで、マンホール等に設置して使用する形式であるものを

いう。以下同じ。） 

 （防災備蓄倉庫に関する基準及び管理） 

第４条 防災備蓄倉庫に関する基準は、次に定めるとおりとする。 

 (1) 防災備蓄倉庫の規模は、災害発生時から３日間建物の居住者が生

活するために必要な物資及び資材を備蓄することができる規模以上

の規模とすること。 

 (2) 防災備蓄倉庫は、備蓄する物資及び資材の収納及び搬出が容易で

あるものとすること。 

２ 開発事業を行う者は、防災備蓄倉庫に少なくとも災害発生時から３日

間建物の居住者が生活するために必要な物資及び資材を備蓄するもの

とする。 

３ 開発事業を行う者は、前項の規定による備蓄を行ったときは、速やか

に、防災備蓄倉庫備蓄報告書（様式）により、市長に報告するものとす

る。 

４ 防災備蓄倉庫並びにこれに備蓄する物資及び資材は、適切に管理する

ものとする。 

 （災害用組立てトイレに関する基準及び管理） 

第５条 災害用組立てトイレに関する基準は、次に定めるとおりとする。 

 (1) 開発区域（条例第２条第１項第９号に規定する開発区域をいう。）

内の屋外排水設備の汚水管のマンホール等の全部又は一部を、配備し

た数の災害用組立てトイレの設置が可能であるものとすること。 

 (2) 災害用組立てトイレは、収納及び組立てが容易であるものとする

こと。 

 (3) 災害用組立てトイレは、高齢者等の使用に配慮したものとするこ

と。 

２ 災害用組立てトイレの数は、建物の人の居住の用に供する独立部分の

戸数又は室数に２を乗じて得た数を 75 で除して得た数（その数に１未

満の端数があるときは、これを１に切り上げるものとする。）以上とす

る。ただし、その数が２に満たないときは、２とする。 

３ 災害用組立てトイレは、平常時においては防災備蓄倉庫等に保管し、

適切に管理するものとする。 

 （災害時用設備の管理者） 

第６条 開発事業を行う者は、第４条第２項の規定による備蓄、同条第４

項の規定による管理及び前条第３項の規定による管理について、建物の

管理組合又は居住者等に説明を行うとともに、当該管理を行う者を定め

るものとする。 

 （その他の防災の措置に係る協議） 

第７条 開発事業を行おうとする者は、第３条から前条までに規定するも

ののほか、開発事業に係る防災の措置について市長から協議を求められ

たときは、これに応じるものとする。 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、開発事業に係る防災の措置につい

て必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則（平成 21 年４月１日） 

 この要綱は、平成 21 年４月１日から施行する。 

付 則（平成 26 年７月１日） 

 この要綱は、平成 26 年７月１日から施行する。 

２ 改正後の武蔵野市開発事業に伴う防災の措置の指導に関する要綱の

規定は、この要綱の施行の日以後に武蔵野市まちづくり条例（平成 20 年

４月武蔵野市規則第３号）第 34 条第１項の規定による届出がされる大規

模開発基本構想に係る大規模開発事業又は同条例第 40 条第１項の規定

による届出がされる開発基本計画に係る一般開発事業について適用し、

同日前にこれらの規定による届出がされた大規模開発基本構想に係る大

規模開発事業又は開発基本計画に係る一般開発事業については、なお従

前の例による。 

 

 

  

様式（第４条関係） 

年  月  日  

 武蔵野市長 殿 

開発事業者  住 所      

氏 名      印 

  （法人にあっては、その事務所の所在地、名称 

及び代表者の氏名） 

電話番号       

防災備蓄倉庫備蓄報告書 
 防災備蓄倉庫に物資及び資材を備蓄しましたので、武蔵野市開発事業
に伴う防災の措置の指導に関する要綱第４条第３項の規定により、次

のとおり報告します。 
集合住宅の名

称 
 

所在地 武蔵野市  丁目  番  号 
建築 

年月日 
     年  月  日 

建築 
概要 

構造  規模 棟 敷地面積 ㎡ 

建築 
面積 

㎡ 
延べ 
面積 

㎡ 
建物 
高さ 

ｍ 

地上   階   地下   階 

利用状況 住戸数 戸 
住宅利用 

予定 
分譲・賃貸 

共用施設 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 基 

監理 

管理組合 
等名称 

管理組合 

管理 
会社名 

 
住所  

電話番号  
管理形態 管理人 常駐・通い（週  回） 

防災備蓄 
倉庫 

設置場所 （写真添付） 
倉庫面積 ㎡ 

備蓄品 

飲料水（        本）、 
保存食（             ） 

携帯トイレ（      個）、 
災害用組立てトイレ（      基） 
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武蔵野市消火器設置要綱 

（昭和47年10月27日要綱第５号） 

 

第１ 目的 

この要綱は、大地震発生時に予想される同時多発的火災、または平

常火災に対し、市民の協力による初期消火を期待し、被害の拡大防止

を図るため武蔵野市が設置する消火器の設置基準及び管理について

定めることを目的とする。 

 

第２ 定義 

この要綱で消火器とは、武蔵野市が設置するもので強化液消火器

にあつては薬液6.0リットル以上、粉末消火器にあつては薬剤３キロ

グラム以上の容量の消火器をいう。 

 

第３ 設置基準 

市街地に設置する消火器の設置間隔は120メートルを原則とする。 

 

第４ 配置区域 

消火器の配置区域は、市内全域とする。ただし、公園緑地等家屋の

存在しない場合、または大規模事業所で一つの街区を占める地域につ

いては、消火器の設置を省略することができる。 

 

第５ 設置方法 

(１) 消火器は、地震による倒壊の影響を受けない場所で、道路に面

し目立ちやすく容易に使用できる場所を定め、通行その他の障害

にならないように設置する。 

(２) 取付位置は、おおむね地盤面から高さ１メートル以上1.5メー

トル以下とする。 

(３) 消火器は格納箱におさめ、老朽および盗難の防止を図る。 

 

第６ 設置場所の承諾と移動 

(１) 市は、消火器を設置しようとするとき、その設置場所の所有者

に対し承諾を得るものとする。また、その所有者が設置場所を移動

しようとする場合、あらかじめ市に連絡するものとする。 

(２) 市は、前項の連絡があつたときは、ただちに新しい設置場所を

定めるものとする。 

 

第７ 維持管理 

(１) 消火器の維持管理については市が行う。ただし、市は消火器の

薬剤消費、破損および紛失の連絡に関し市民の協力を得るものと

する。 

(２) 市は、前項の連絡を受けたときは、ただちに必要な措置を講ず

るものとする。これに要する経費は市が負担する。 

 

第８ 定期検査 

市は、消火器が常に効果的に使用できるよう定期的に検査を行う

ものとする。 

 

第９ 取扱い指導 

市は、関係防災機関の協力を得て、地域住民に対し消火器の取扱い

について指導を行うものとする。 

 

第10 賠償 

市は、故意、過失により消火器（格納箱も含む）に損害を与えた者

に対し、ただちに原形に回復させ、またこれに要する費用を賠償させ

るものとする。ただし、市がやむを得ない理由があると認めるときは

この限りではない。 

第11 必要な事項 

この要綱に定めるもののほか、必要な事項についてはそのつど市

長が定める。 

付 則 

この要綱は、昭和47年10月27日から実施する。 
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武蔵野市ごみ集積所の設置、ごみ収集に係る運用等に

関する基準 

（令和６年７月１日） 

（改正 令和６年10 月７日） 

 

 （趣旨） 

第１条 ごみの収集を円滑かつ適正に行い、資源が循環して利用される

都市づくりに資するため、ごみ集積所の設置基準、ごみ収集に係る運用

基準等を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

 ( 1) ごみ 燃やすごみ、燃やさないごみ、粗大ごみ（事業者が排出す

るものを除く。）、資源ごみ及び危険・有害ごみをいう。 

 ( 2) 集合住宅居住者等 武蔵野市（以下「市」という。）の区域内の

集合住宅（武蔵野市廃棄物の抑制・再利用と適正処理及びまちの美化

に関する条例（平成４年12月武蔵野市条例第46号。以下「条例」とい

う。）第18条第１項の集合住宅をいう。以下同じ。）に居住し、又は当

該住宅の管理若しくは所有をする者をいう。 

 ( 3) 建築者等 条例第18条第１項に規定する建築者及び武蔵野市ま

ちづくり条例（平成20年９月武蔵野市条例第39号）第２条第１項第７

号の開発事業を行う者をいう。 

 ( 4) ごみ集積所 次のア及びイに掲げる施設におけるごみを排出す

る場所をいう。 

  ア 共同住宅又は長屋 

  イ 不特定かつ多数の者が利用する用途に供する建築物 

 ( 5) ごみ置き場所 一戸建て住宅におけるごみを排出する場所をい

う。 

 （ごみ集積所の設置基準） 

第３条 条例第18条第１項並びに武蔵野市まちづくり条例第52条及び別

表第２の７の部に基づくごみ集積所（以下「特定ごみ集積所」という。）

に係る設置基準は、次に掲げるものとする。 

 ( 1) 特定ごみ集積所を設置する建築物（以下この条及び第５条におい

て「建築物」という。）の敷地内の地上部分に設置すること。 

 ( 2) ごみを収集する車両（以下「収集車両」という。）が容易に横付

けできる場所に設置すること。この場合において、横付けする道路に

防護柵、歩道等が設置されているときは、当該防護柵の一部の撤去、

歩道の切下げ等の措置を建築者等の負担で行うものとする。 

 ( 3) 前号の規定にかかわらず、特定ごみ集積所に収集車両を横付けで

きないときは、ごみを収集することに支障が生じない十分な空間を

当該ごみ集積所の周辺に確保すること。 

 ( 4) 建築物の敷地内の奥まった場所に設置する場合には、当該敷地内

に収集車両が乗り入れることができることとし、かつ、当該敷地内に

おいて収集車両が転回できる十分な空間を確保すること。この場合

において、当該敷地の出入口にゲート等を設けるときは、３メートル

以上の高さを確保すること。 

 ( 5) まちの美観及び清潔さが保たれるように設置すること。 

 ( 6) 鳥獣による被害及び不法投棄を防止する対策を施した構造とす

ること。 

 ( 7) 建築物が住戸と事務所又は事業所とを併せて有する場合は、家庭

系ごみ（当該住宅における日常生活に伴って生じたごみをいう。）と

事業系ごみ（当該事務所又は事業所における事業活動に伴って生じ

たごみをいう。）とを明確に区別して排出できるよう、特定ごみ集積

所を設置すること。 

 ( 8) 特定ごみ集積所を建物内に設置する場合は、幅１メートル以上か

つ高さ1.8メートル以上の開口部を設けること。 

 ( 9) 建築者等は、ごみの収集時間（午前９時からごみの収集が完了す

るまでの時間をいう。以下同じ。）の間、特定ごみ集積所を開錠しな

ければならないことを考慮して、特定ごみ集積所の設計及び建築を

行うこと。 

 (10) 建築者等は、建築物を管理する会社等に第５条の運用基準その他

の市の施策について、周知を図ること。 

２ ごみ集積所の面積及び容積の基準は、次の各号に掲げる区分ごとに、

それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 ( 1) 世帯用住戸 一戸につき0.2平方メートル以上かつ120リットル

以上 

 ( 2) 単身用住戸 一戸につき0.1平方メートル以上かつ60リットル以

上 

 ( 3) 事務所又は事業所 一事務所又は一事業所につき0.2平方メート

ル以上かつ120リットル以上 

第４条 特定ごみ集積所以外のごみ集積所を設置する者は、当該設置に

あたり、前条の設置基準を準用するよう努めるものとする。 

 （ごみ収集に係る運用基準） 

第５条 条例第８条第１項に基づくごみ収集に係る運用基準は、次に掲

げるものとする。 

 ( 1) 市によるごみの収集を利用する場合は、環境部ごみ総合対策課に

提出するときは当該利用する日の２開庁日前までに、武蔵野市の各

市政センターに提出するときは当該利用する日の４開庁日前までに、

条例で定めるごみ収集届出書により届け出るものとする。ごみ集積

所又はごみ置き場所の位置を変更する場合も、同様とする。 

 ( 2) 前号の規定による届出において、ごみ集積所又はごみ置き場所の

位置は、当該届出に係る占有地内において１箇所のみとすること。 

 ( 3) ごみの排出にあたっては、収集員が速やかに収集することができ

る状態にしたうえで、定められた収集日の午前９時までに第１号の

規定により届け出たごみ集積所又はごみ置き場所に排出すること。

この場合において、当該届出と異なる箇所にごみが排出されている

と判断し、ごみの収集を行わなかったときは、このことにつき市は責

任を負わない。 

 ( 4) ごみの収集時間の間は、ごみ集積所又はごみ置き場所の開錠をす

ること。 

２ 集合住宅居住者等は、建築物にごみの排出及び管理に関する責任者

等を定め、市からの連絡、指導等に対応ができる体制を構築するものと

する。 

３ 前項の責任者等は、入居者にごみの排出に関するルールを守ること

を促し、ごみの分別及びごみの減量の指導に努めるものとする。 

４ 条例第８条第１項の市長の指示する方法として、武蔵野市ごみ便利

帳を作成し、市民に周知を図るものとする。 

 

 （汚泥の取扱基準） 

第６条 市は、共同住宅若しくは長屋又は不特定かつ多数の者が利用す

る用途に供するごみ集積所を設置する建築物に設置されているディス

ポーザ設備の残さ物について、次に掲げる要件を満たす場合は、武蔵野

クリーンセンターで燃やすごみとして処理するものとする。 

 ( 1) ディスポーザ設備の排水処理システムの引抜汚泥で、ケーキ化

（濃縮された状態をいう。）をし、含水率50パーセント未満に乾燥さ

れたもの 

 ( 2) 当該共同住宅等としての１回当たりの排出量が30キログラム以

下で、収集日及び排出方法について事前に市に連絡があったもの 

   付 則 

  この要綱は、令和６年７月１日から施行する。 

   付 則 

  この要綱は、令和６年 10 月７日から施行する。 
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武蔵野市建築物環境配慮指針 

（平成29 年７月１日施行） 

 

１ 趣旨 

   この指針は、武蔵野市環境基本条例（平成 11年 3 月武蔵野市条例第 9

号）第２条に規定する基本理念に基づき、環境への負荷の低減を図り、

環境と共生する都市を構築するため、建築主が配慮すべき事項を定める

ものとする。 

 

２ 対象 

  この指針の対象は、武蔵野市内で建築または増改築される建築物の

うち、建築基準法（昭和 25 年 5 月 24 日法律第 201 号）第６条の規定

に基づく建築確認申請を必要とする建築物とする。なお、増改築に際し

同第６条の規定に基づく建築確認申請を必要としない建築物について

も、１に掲げた趣旨を実現するために、本指針に準拠した建築物となる

ように努めるものとする。 

 

３ 環境配慮事項    

  環境配慮事項は次に掲げる事項とする。なお、当該環境配慮事項の

他、本指針とは別 

 に条例・規則等で環境配慮に関する規定がある場合は、その定めに従

うものとする。 

(1) 建築物躯体の断熱化 

外壁・屋根・窓等からの熱損失を防止するため、断熱性の高い材料・

構法、気密性の良い建具等を採用する。 

(2) 自然採光、自然通風の利用 

自然エネルギーの直接利用により環境への負荷を低減させるため、

天窓（トップライト）、自然換気等の方式を採用する。 

(3) 再生可能エネルギーの利用 

自然エネルギーの変換利用により環境への負荷を低減させるため、

太陽光発電、太陽熱温水器、地中熱利用等の方式を採用する。 

(4) エネルギーの効率的利用 

エネルギーの効率的な利用を促進するため、BEMS・HEMS、蓄電池等

を採用する。 

(5) 空調設備の省エネルギー化 

空調設備の消費エネルギーを低減させるため、高効率空調機等を採

用する。 

(6) 照明設備の省エネルギー化 

照明設備の消費エネルギーを低減させるため、高効率・調光型・昼

光連動制御型の照明器具、人感センサー等を採用する。 

(7) 給湯設備の省エネルギー化 

給湯設備の消費エネルギーを低減させるため、高効率型給湯機、エ

ネファーム等を採用する。 

(8) 節水型設備の採用 

水の使用量を削減するため、節水型便器・水栓、トイレ用擬音装置

等を採用する。 

(9) エコマテリアルの利用 

使用する資材の製造・使用・廃棄時における環境負荷を低減させる

ため、再利用可能資材、再生資材、間伐材等を利用する。 

（10） ヒートアイランド対策 

都市域の気温上昇を防ぐため、保水性舗装や壁面・屋上緑化、ドラ

イミスト等の方法を採用する。 

 

４ 建築物環境配慮事項協議書 

３に掲げた環境配慮事項の取組について協議するために、別途様式

「建築物環境配慮事項協議書」を定める。 

 

 

 

付 則 

この指針は、平成 29 年７月１日から施行する。 
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武蔵野市福祉環境整備指導要綱 

（平成５年10 月１日） 

（改正 平成 21年 10 月１日） 

（目的） 

第１条 この要綱は、障害者や高齢者などを含めたすべての市民が、安全

かつ快適に施設を利用できるようにするため、東京都福祉のまちづくり

条例（平成７年東京都条例第 33 号）第 17 条第１項の特定都市施設に該

当しない施設について、この要綱が適用される施設（以下「適用施設」

という。）及び整備すべき項目を定め、事業主に対し必要な指導を行う

ことにより、本市の福祉の増進を図ることを目的とする。 

（整備項目及び整備基準） 

第２条 適用施設の整備項目は、適用施設ごとに別表に定めるとおりとす

る。 

２ 整備項目ごとの整備基準は、東京都福祉のまちづくり条例施行規則

（平成８年東京都規則第 169 号）第５条に定めるところによる。 

（事前協議） 

第３条 適用施設を建設しようとする事業主は、法令で定める手続きを行

う前に市長に申し出て、この要綱に定める各事項について事前に協議す

るものとする。 

別表（第２条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（その他の施設） 

第４条 適用施設以外の施設を建設しようとする事業主は、可能な

限りこの要綱に適合するよう施設の整備に努めるものとする。 

（適用除外） 

第５条 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供する施設につ

いては、この要綱の適用除外とする。 

（委任） 

第６条 この要綱によりがたいもの又は定めのない事項について

は、市長が別に定める。 

付 則 

１ この要綱は、平成５年10 月１日から施行する。 

２ 武蔵野市福祉環境整備指導要綱細則（昭和59 年５月１日施行）

は、廃止する。 

付 則（平成８年９月 15日） 

この要綱は、平成８年９月 15 日から施行する。 

付 則（平成13 年１月１日） 

この要綱は、平成13 年１月１日から適用する。 

付 則（平成21年 10 月１日） 

この要綱は、平成21 年 10 月１日から適用する。 

  

 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ 
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興行施設（演劇、観覧場、映画館、演芸場など1,000㎡未満のもの） ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○   ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

集会施設（冠婚葬祭施設を含む。1,000㎡未満のもの） ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○   ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

集会施設（公民館など200㎡未満のもの） ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

展示施設等（展示場、自動車展示場など1,000㎡未満のもの） ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

物販販売業を営む店舗等（卸売市場2,000㎡未満のもの） ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○   ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

宿泊施設（ホテル、旅館など1,000㎡未満のもの） ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

事務所（他の施設に附属するものを除く。2,000㎡未満のもの） ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○   ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

共同住宅（共同住宅、寄宿舎、下宿など2,000㎡未満のもの） ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○   ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

運動施設又は遊技場等（体育館、水泳場、ボウリング場、遊技場など1,000㎡未満のもの） ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

公衆浴場（公衆浴場、クアハウスなど1,000㎡未満のもの） ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○   ○  〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

飲食店（キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、料理店など1,000㎡未満のもの） ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○   ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

工業施設（工場など2,000㎡未満のもの） ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○   ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

自動車関連施設（自動車車庫500㎡未満のもの） ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○   ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

自動車関連施設（自動車修理工場、自動車洗車場200㎡未満のもの） ○ ○       ○   ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

自動車関連施設（自動車教習場1,000㎡未満のもの） ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○   ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

公共用歩廊（2,000㎡未満のもの） ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○   ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

地下街（地下街など2,000㎡未満のもの） ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

複合施設（都市施設の複合建築物2,000㎡未満のもの） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

整 備 項 目 

適 用 施 設 
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武蔵野市景観ガイドライン 景観誘導基準（抜粋） 

（平成29 年４月１日） 

対象 規模 

景観誘導基準 

住宅地 
（用途地域：第

一・二種低層住

居専用地域、第

一・二種中高層

住居専用地域、

第一・二種住居

地域、近隣商業

地域、準工業地

域） 

商業業務地 
（用途地域：商

業地域） 

建
築
物 

一戸建て

の住宅 ・高さ 10ｍ超 
（用途地域が一低・ 
 二低のエリアでは 

 ３階建て以上もし 
 くは軒高7ｍ超） 
・共同住宅等の場合

は 15戸以上等 

Ⅰ 建築物（一戸建ての住
宅）の景観誘導基準 

一戸建
ての住
宅以外 

Ⅱ 建築
物（一戸

建ての住
宅以外）
の景観誘

導基準 
〈住宅地〉 

Ⅲ 建築物（一

戸建ての住宅
以外）の景観誘
導基準 

〈商業業務地〉 

自動車駐車場 500 ㎡以上 Ⅳ 自動車駐車場の景観誘

導基準 

開発行為 
都市計画法の許可を

要するもの 
Ⅴ 開発行為の景観誘導基

準 

工作物 
・広告塔：高さ 4 ｍ超 
・擁壁：高さ 2 ｍ超 
 等 

Ⅵ 工作物の景観誘導基準 

 

Ⅰ 建築物（一戸建ての住宅）の景観誘導基準 

Ａ 配置・規模 ①適切な隣棟間隔や道路側への空地の確保など、ゆ
とりある景観に配慮した配置とする。 

②周辺建築物の壁面の位置の連続性を考慮するな
ど、街並みに配慮した配置とする。 

Ｂ 形態・意
匠・色彩 

①建築物の形態・意匠・色彩は周辺の建築物等と調
和したものとなるようにする。 

②建築物が周囲に圧迫感を与えないよう、部分的な

セットバックや、形態や色彩の分節化などの工夫
をする。 

Ｃ 植栽 ①接道部やエントランス周りを中心に積極的に緑

化し、周囲から見て豊かな緑が感じられるような
植栽の配置とする。 

②周辺の緑との連続性に配慮した植栽の配置とす

る。 
③豊かで奥行きのある緑が感じられるよう、高木・
中木・低木を組み合わせたり、さまざまな種類を

用いた植栽計画とする。 
④敷地内に残る樹木はできる限り残し、それを活か
した植栽計画とする。 

Ｄ 外構 ①高さのある閉鎖的な塀はなるべく設けずに、生垣
や植栽、低い塀や透視性のある塀などを用いる。 

②道路に面する部分の外構は、魅力ある沿道景観の
形成を図るため、舗装や門扉等のデザインを工夫
する。 

Ｅ 附属設備・ 
駐車スペ 
ース等 

①エアコンの室外機や雨樋などの設備・配管は、周
囲から見えにくい位置に配置するか、目隠しを設
ける等により目立たないよう配慮する。 

②駐車スペースは植栽や舗装の工夫により、緑豊か
な住宅地との調和を図る。 

③駐輪スペースやバイク置き場は周囲から見て目

立たないようにする。 
④ごみ置きスペースは、ごみが目立たないように配
置やつくり等を工夫する。 

Ｆ 照明・夜間
景観 

①屋外照明は、周辺の住宅地に配慮した落着きや安
心感のある夜間景観を形成するため、暖かみを感

じる色温度の低いものとする。 
②屋外照明は、まぶしさや点滅などによる不快感を
与えないものとする。 

 

Ⅱ 建築物（一戸建ての住宅以外）の景観誘導基準〈住宅地〉 

Ａ 配置・規模 ①適切な隣棟間隔や周囲に開かれたオープンスペ
ースの確保など、ゆとりある景観に配慮した配置
とする。 

②周辺建築物の壁面の位置の連続性を考慮するな 

ど、街並みに配慮した配置とする。 

③敷地内や周辺に景観資源がある場合は、それを活
かした配置とする。 

④公園等や遊歩道などのまとまったオープンスペ

ースを確保する場合は、周囲からの見え方や使い
やすさに配慮し、道路や公園などと連続した配置
とする。 

Ｂ 形態・意
匠・色彩 

①建築物の形態・意匠・色彩は周辺の建築物等と調
和したものとなるようにする。 

②建築物が周囲に圧迫感を与えないよう、部分的な
セットバックや、形態や色彩の分節化などの工夫
をする。 

③学校、公共建築物、その他の大規模な建築物など
の場合は、より一層の意匠や色彩の工夫により、
まちの魅力を創出するよう努める。 

④にぎわいが連続する通りに面している場合は、低
層部に店舗等を配置し、通りから見てにぎわいが
感じられるようにする。 

Ｃ 植栽 ①接道部やエントランス周りを中心に積極的に緑
化し、周囲から見て豊かな緑が感じられるような
植栽の配置とする。 

②周辺の緑との連続性に配慮した植栽の配置とす
る。 

③豊かで奥行きのある緑が感じられるよう、高木・

中木・低木を組み合わせたり、さまざまな種類を
用いた植栽計画とする。 

④敷地内に残る樹木はできる限り残し、それを活か

した植栽計画とする。 

Ｄ 外構 ①高さのある閉鎖的な塀はなるべく設けずに、生垣

や植栽、低い塀や透視性のある塀などを用いる。 
②道路に面する部分の外構は、魅力ある沿道景観の
形成を図るため、舗装や設置物のデザインを工夫

する。 

Ｅ 附属設備・ 
駐車スペ 

ース等 

①空調室外機、屋上設備などの設備類や配管・ダク
ト類は、周囲から見えないよう配置を工夫し、や

むを得ず周囲から見える位置に設置する場合は
目隠しを設ける等の工夫をする。 

②屋外階段は、建築物と一体的に見えるようなデザ

インとし、鉄骨階段とする場合はルーバー等によ
る目隠しを設ける。 

③駐車スペースは周囲から見て目立たないよう、配

置やつくり等を工夫する。 
④駐輪スペースやバイク置き場は周囲から見て目
立たないよう、配置やつくり等を工夫する。 

⑤ごみ置きスペースは、ごみが目立たないように配
置やつくり等を工夫する。 

⑥物干し場は、周囲から見て目立たないよう配慮す

る。 
⑦自動販売機を設置する場合は、街並みに配慮した
色やデザインとする。 

Ｆ 照明・夜間
景観 

①屋外照明は、暖かみを感じる色温度の低いものを
基本とし、周辺の住宅地に配慮した落着きや安心

感のあるものとする。 
②屋外照明は、まぶしさや点滅などによる不快感を
与えないものとする。 

Ｇ 屋外広告
物 

①周辺環境との調和に配慮し、最小限かつ街並みに
適した数・大きさとする。 

②文字数や色数は極力少なくし、建築物と調和した

色彩とする。 
③照明は、夜間景観に配慮した落着きのあるものと
し、点滅するものや光源が露出する装置類は使用

を控える。 
④デジタルサイネージ（大型ビジョンや電光ニュー
ス等）は、設置しない。 

 

Ⅲ 建築物（一戸建ての住宅以外）の景観誘導基準〈商業業務地〉 

Ａ 配置・規模 ①周辺建築物の壁面の位置の連続性を考慮するな

ど、街並みに配慮した配置とする。 

②敷地内や周辺に景観資源がある場合は、それを活

かした配置とする。 

③公園等などのまとまったオープンスペースを確保

する際には、周囲からの見え方や使いやすさに配

慮し、道路や公園などと連続した配置とする。 
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Ｂ 形態・意

匠・色彩 
①建築物の形態・意匠・色彩は周辺の建築物等と調

和したものとなるようにする。 

②建築物が周囲に圧迫感を与えないよう、部分的な

セットバックや、形態や色彩の分節化などの工夫

をする。 

③学校、公共建築物、その他の大規模な建築物など

の場合は、より一層の意匠や色彩の工夫により、

まちの魅力を創出するよう努める。 

④低層部に店舗等を配置し、通りから見てにぎわい

が感じられるようにする。 

⑤駅前広場から見える位置に立地する建築物は、地

域の拠点にふさわしいデザインとなるよう努める。 

Ｃ 植栽 ①にぎわいの連続性に配慮して見通しを確保しなが

ら、接道部を中心に緑化する。 

②周辺の緑との連続性に配慮した植栽の配置とす

る。 

③敷地内に残る樹木はできる限り残し、それを活か

した植栽計画とする。 

Ｄ 外構 道路に面する部分の外構は開放感のあるしつらえと

し、にぎわいが感じられ魅力ある沿道景観の形成を

図るため、舗装等のデザインを工夫する。 

Ｅ 附属設備・ 
駐車スペ 

ース等 

①空調室外機、屋上設備などの設備類や配管・ダク

ト類は、周囲から見えないよう配置を工夫し、や

むを得ず周囲から見える位置に設置する場合は目

隠しを設ける等の工夫をする。 

②屋外階段は、建築物と一体的に見えるようなデザ

インとし、鉄骨階段とする場合はルーバーによる

目隠し等を設ける。 

③駐車スペースは周囲から見て目立たないよう、配

置やつくり等を工夫する。 

④駐輪スペースやバイク置き場は周囲から見て目立

たないよう、配置やつくり等を工夫する。 

⑤ごみ置きスペースは、ごみが目立たないように配

置やつくり等を工夫する。 

⑥物干し場は、周囲から見て目立たないよう配慮する。 

⑦自動販売機を設置する場合は、街並みに配慮した

色やデザインとする。 

Ｆ 照明・夜間

景観 
①屋外照明は、暖かみを感じる色温度の低いものを

基本とし、落着きや安心感がありまちの魅力を創

り出すようなものとする。 

②屋外照明は、まぶしさや点滅などによる不快感を

与えないものとする。 

③大規模な建築物の場合は、より一層まちの魅力を

創出するよう照明計画を工夫する。 

Ｇ 屋外広告
物 

①周辺環境との調和に配慮し、最小限かつ街並みに

適した数・大きさとする。 

②文字数や色数は極力少なくし、建築物と調和した

色彩とする。 

③照明は、夜間景観に配慮した落着きのあるものと

し、点滅するものや光源が露出する装置類は使用

を控える。 

④デジタルサイネージ（大型ビジョンや電光ニュー

ス等）を設置する場合は、強い光を放つものや激

しい点滅を伴うものにはせず、街並みの魅力を創

出するものとなるようにする。 

 

Ⅳ 自動車駐車場の景観誘導基準 

Ａ 植栽 ①駐車スペースが周囲から見て目立たないよう、生 

垣や植栽、緑化フェンス等を用いて接道部を緑化す

る。 

②敷地内に残る樹木はできる限り残し、それを活か

した植栽計画とする。 

Ｂ 照明・夜間

景観 

①屋外照明は、暖かみを感じる色温度の低いものを

基本とし、周辺の住宅地に配慮した落着きや安心

感のあるものとする。 

②屋外照明は、まぶしさや点滅などによる不快感を

与えないものとする。 

Ｃ 屋外広告

物 

①周辺環境との調和に配慮し、最小限かつ街並みに

適した数・大きさとする。 

②文字数や色数は極力少なくし、周辺の建築物等と

調和した色彩とする。 

③照明は、夜間景観に配慮した落着きのあるものと

し、点滅するものや光源が露出する装置類は使用

を控える。 

 

Ⅴ 開発行為の景観誘導基準 

Ａ 土地利用 ①周囲の土地利用と一体性を持たせるなど、周辺環

境に配慮した土地利用計画とする。 

②土地を分割する際には、ゆとりを持った建築計画

となるよう配慮した区画割とする。 

③電線類は、道路を整備する際にできる限り地中化

する。もしくは電柱等を敷地内の目立たない場所

へ設置したり、色彩に配慮するなど工夫する。 

④敷地内に残る樹木はできる限り残し、それを活か

した植栽計画とする。 

Ｂ 造成等 ①擁壁面はできるだけ後退させ、垂直面にはせず勾

配をつける。 

②擁壁の表面材料は、自然石や緑化ブロック、その

他の景観上良好な化粧ブロック等を積極的に採

用する。 

③擁壁面の後退部分に緑地帯を設けたり、ツタ類に

よる壁面緑化などの植栽による修景に努める。 

 

Ⅵ 工作物の景観誘導基準 

Ａ 配置 ①工作物の配置は、道路からできるだけ後退させ、

隣接する敷地との間には適切な距離を確保する。 

②煙突や高架水槽等の場合は、周囲から見えないよ

う配置を工夫し、周囲から見える位置に設置する

場合は、目隠しを設けるなどの工夫をする。 

Ｂ 形態・意

匠・色彩 

①工作物の形態・意匠・色彩は周辺環境と調和した

ものとなるようにする。 

②派手な色彩や、輝度の高い金属等の使用を避け

て、落ち着きのある外観となるよう配慮する。 

Ｃ 植栽 周囲から見て緑が感じられるよう、接道部の緑化に

努める。 

Ｄ 外構 周囲をフェンス等で囲う場合、フェンス等の色彩は

落ち着いたものとする。 

Ｅ 照明・夜間

景観 

照明は、まぶしさや点滅などによる不快感を与えな

いものとする。 

Ｆ 屋外広告

物 

①周辺環境との調和に配慮し、最小限かつ街並みに

適した数・大きさとする。 

②文字数や色数は極力少なくし、周辺の建築物等と

調和した色彩とする。 

③照明は、夜間景観に配慮した落着きのあるものと

し、点滅するものや光源が露出する装置類は使用

を控える。 
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